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点からの論文、後者は電気通信及びそれに関連する情報処理についての工学的、技

術的観点からの論文となっております。後者は主に学会誌等に既に発表されたもの

でありますが、前者は主に書き下ろしの論文で、入賞論文もほとんど世間一般に知

られておりません。そのため当財団では、テレコム社会科学学生賞の入賞論文を一

つにまとめ、広く大学の附属図書館、研究所等に寄贈しております。
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あらまし

ネットワーク上に溢れている個人情報は，デジタルデータであるが故に，簡単に複数ソースか

らのデータを統合できる．このため，紙に書かれた個人情報と比べると，個人のプライバシー侵

害を招く危険性がより大きい．このような情報統合の危険性を視野に置いたプライバシー保護法

制は欧米には存在する．例えば，ドイツ身分証明書法は，個人 による情報統合を禁止してい

る．このような法律の存在自体が，民間部門に対するプライバシー保護法制自体が存在しないわ

が国とは，大きく異なっている．但し，先進的な欧米のプライバシー保護法制といえども，ここ

で想定されているのは，全て，キー属性（国民背番号のように，一意に個人を識別できる属性の

ことをキーと呼ぶ）による統合である．たとえ非キー属性であっても，複数属性を併用すれば，

実質的にキー属性と等価な働きをすることに注意をすべきである．いずれにせよ，デジタルデー

タ化された個人情報は，統合が容易であり，データ主体・データ管理者の予知範囲を超えて侵害

が発生する．特に，インターネットで広く利用されている は，この情報統合の有力な手

段であり，米国のみを視野に入れた仕様であるために，我が国では情報統合の危険がより大きい．

情報統合によるプライバシー侵害は，個々のデータ管理者の善良なる管理監督のみでは防ぎ得な

い．わが国でも，情報統合を前提とする法制度の確立と，併せて，データ主体が個人情報の存在

を常に把握し得る，個人情報流通管理システム／データ監察官の設置が必要と思われる．
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はじめに

わが国では，プライバシーの保護に対する意識が薄く，総合的なプライバシー保護規制は存在

しない．その上，インターネットの普及により， 上のホームページ（以下 ）の情報を

収集・統合することによって，個人のプライバシーが侵害される恐れが生じている．本稿におい

ては，ネットワーク上の情報を統合することよって生まれる新しいプライバシー侵害の形態を示

し，更にそれがプライバシー保護規制のないわが国で起こった場合の特有の問題を具体例によっ

て明らかにする．そこから今後のプライバシー保護規制の在り方を考察する．

以下，第 章では，プライバシー保護制度の流れを概観する．わが国では，民間部門を対象と

するプライバシー保護法制が存在しないことを，欧米と比較して明らかにする．

次に，第 章では， 上の個人情報を統合することによるプライバシー侵害の危険を示す．

本論文の主要な主張点である．とりわけ，民間部門に対するプライバシー保護法制の存在しない

わが国では，民間の名簿業者の存在により，プライバシー侵害の危険が増大していることを，簡

単な実験・数値的解析をまじえて明らかにする．

続いて，第 章では，情報統合に関する諸外国（特にドイツ）の法制上の扱いについてまとめる．

情報統合への配慮は，ヨーロッパ諸国に存在するが，キー属性（国民背番号のように，当該属性

値で，一意に個人が特定できるものを言う．）のみを念頭においた法制度となっている．しかし，

キー属性を持たない個人情報でも，複数の属性を統合に利用すれば，事実上，キー属性のように

利用できることがある．この種の問題に対して，ドイツ法制，ならびに，各種のガイドラインは

何ら考慮していない．そして，複数属性の併用による統合の危険度を示す目安として，データ弁

別度を導入する．氏名と生年月日の組み合わせは，高いデータ弁別度を有し，情報統合の有力な

候補である．

第 章では，インターネットの ブラウザの利用に際して広く利用され，情報統合の有力

な手段である の問題に言及する． は米国主導の規格であり，我が国では情報統合

の危険がより大きくなる．この問題を実験をまじえて報告する．この問題は，なぜか，従来は我

が国ではあまり議論されて来なかった問題である．

最後に第 章では，情報統合を視野にいれたプライバシー保護政策を論じる．法律制度の改変

を論ずることは論文の範囲を超えるので，本論文では，デジタル署名を用いた，プライバシー情

報の登録機関のシステム構成を提案する．

最後に，第 章では，本論文の結論をまとめる．
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プライバシー保護制度

本章では，プライバシー保護制度の流れを文献［堀部 ，堀部 ］に従って整理する．

． プライバシー保護制度成立までの流れ

年にウォーレンとブランダイスが， プライバシーの権利 という論文を ハーバード・

ロー・レビュー に発表し，プライバシー権を ひとりで放っておいてもらう権利 として定義

付けて以来，プライバシー権は， 私的 生活上の利益又は自由の権利として，私法上，特に不

法行為法上の保護法益として発展してきた．

しかし，その後 年代中頃からのコンピュータの発達により個人の情報が大量に蓄積，処理

されるようになると，データ主体である個人と全く関係のないところでその全体的イメージが作

り出されるのではないかと言ったことが指摘されるようになった．その為，プライバシー権を従

来の受動的な（ 私的 情報を公開させない）権利から，能動的な（自己情報がどの様に利用さ

れているかを知る，また間違っていれば訂正できる）権利として捉えるべきであることが， ・

ウェスティンや ・ミラー等によって提唱されるようになり，そこからプライバシー権を 自己

に関する情報の流れをコントロールする権利 と捉えるいわゆる 自己情報コントロール権 が

生まれた．

そしてこれらの権利の保護には，（ ）プライバシー保護を結果不法から考えないこと，（ ）秘

匿性の強弱を一応捨象して個人情報全てを一応権利の射程内に捉えること，（ ）個人情報の収集・

蓄積・利用の全ての過程に対して，防御的でない積極的・能動的な性格を付与すること，といっ

た要請に応えることが必要不可欠であるとして， 自己情報コントロール権 を保護法益とする

プライバシー保護法やデータ保護法が， 年アメリカにおいて制定された プライバシー法

（ ） を皮切りに欧米を中心とした世界各地において制定された．

但し，これらの法律は，それぞれの国内事情を反映した独自の規制対象，規制方法を持つため，

多くのばらつきが見られた．そして，この問題は，個人情報の国外処理規制条項を有するヨーロッ

パ各国と，世界規模の情報ネットワークを保有する情報産業を抱えるアメリカとの対立といった

形を取って現れた．その為， 年代の終わりには，その調整を （経済開発協力機構；

）に委ねた．これにより， は，

年に プライバシー保護と個人情報の国際流通についてのガイドラインに関する理事会勧告

（以下 理事会勧告）を採択した［ ］．

． 理事会勧告

上記の によって示されたガイドラインは現在の世界のプライバシー保護の共通の原則

となっている．但し，この原則に基づく制度化だけでプライバシー保護が達成されるのではなく，

あくまでミニマム・スタンダードである．
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【 理事会勧告 原則】

以下に 理事会勧告の和訳１は，その 原則のみを抜き出すと以下のようなものである．

収集制限の原則：個人データの収集には，制限を設けるべきであり，いかなる個人データも，適

法かつ公正な手段によって，かつ適当な場合には，データ主体に知らしめ又は同意を得た

上で，収集されるべきである．

データ内容の原則：個人データは，その利用目的に沿ったものであるべきであり，かつ利用目的

に必要な範囲内で正確，完全であり最新なものに保たれなければならない．

目的明確化の原則：個人情報の収集目的は，収集時よりも遅くない時点において明確化されなけ

ればならず，その後のデータの利用は，当該収集目的の達成又は当該収集目的に矛盾しな

いでかつ，目的の変更毎に明確化された他の目的の達成に限定されるべきである．

利用制限の原則：個人データは，第 条により明確化された目的以外の目的のために開示利用そ

の他の使用に供されるべきではないが，次の場合はこの限りではない．（ ）データ主体の

同意がある場合，又は，（ ）法律の規定による場合

安全保護の原則：個人データは，その紛失もしくは不当なアクセス・破壊・使用・修正・開示等

の危険に対し，合理的な安全保護措置により保護されなければならない．

公開の原則：個人データに係る開発，運用及び政策については，一般的な公開の政策が取られな

ければならない．個人データの存在，性質及びその主要な利用目的とともにデータ管理者

の識別，通常の住所をはっきりさせるための手段が容易に利用できなければならない．

個人参加の原則：個人は次の権利を有する．（ ）データ管理者が自己に関するデータを有してい

るか否かについて，データ管理者又はその他の者から確認を得ること．

（ ）自己に関するデータを，（ ）合理的な期間内に，（ ）もし必要なら，過度になら

ない費用で，（ ）合理的な方法で，かつ，（ ）自己にわかりやすい形で，自己に知らし

められること．

（ ）上記（ ）及び（ ）の要求が拒否された場合には，その理由が与えられること及び

そのような拒否に対して異義を申立てることができること．

（ ）自己に関するデータに対して異義を申立てること，及びその異議が認められた場合

には，そのデータを消去，修正，完全化，補正させること．
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責任の原則：データ管理者は，上記の諸原則を実施するための措置に従う責任を有する．

また，現在においてはこの 理事会勧告によるプライバシー保護原則の適用範囲を，さ

らに広範囲にかつ明確に規定したガイドラインとして 指令がある［ ］．この指令は，定

義において，「 個人データの処理 を自動的な手段であるかどうかに係わらず個人データに対し

て行われる作業又は一連の作業を意味するものとする．」（第 条 項）と規定するなど，従来の

ガイドラインよりも広範囲にわたる個人情報の保護を求めている．その上，この指令はその名称

が示す通り，個人情報の 域外の第三国に対する移動に対しても規定していることからも，今

後の個人情報保護とデータ流通の世界的なガイドラインとなると考えられる．

． わが国におけるプライバシー保護政策

わが国のプライバシー権は， 年の 宴のあと 事件によってその最初の一歩を示す．この

事件は，プライバシー権という，過去に争われたことのない新たな権利のため各方面から大きな

注目を集めたが，東京地方裁判所判決において， 私生活をみだりに公開されないという法的保

障ないし，権利 としてその権利を認めた．この事件をきっかけにして 年代にはわが国にお

いてもプライバシー権が活発に議論されるようになったが，それはあくまでプライバシー権を ひ

とりで放っておいてもらう権利 とする伝統的プライバシー権に関する議論でしかなかった［堀

部 ］．

年代に入るとこの様な閉塞的な状況に変化がみられるようになる．その最大の原因は，前

節において示した 理事会勧告の採択である． 年 月から 年 月にかけて行政管理

庁においてプライバシー保護研究会が開催された．そこでは 個人情報処理に伴うプライバシー

保護政策について新たな制度的対応が必要 であることを明確化し， 項目の具体的方策を示し

た．この方策は 理事会 原則に則って打ち出されたものである．しかし， 自己情報コン

トロール権 を法制度的に確立するための総合的なガイドラインを示したことの意義は大きかっ

た．

そして， 年度の行革大綱において 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の

保護の制度的方策については，法的措置を講ずる方向で，その為の具体的検討を行う．とし，

年に 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律 が成立する．本

法律が，わが国における唯一のプライバシー保護法制である．

また民間企業における個人情報の保護については， 年に（財）金融情報システムセンター

（ ）が，金融機関等における個人情報保護のための取扱指針［ ］を， 年には（財）

日本情報処理開発協会（ ）が， 民間部門における個人情報保護のためのガイドライン

を策定した［ ］．そして，更に， のガイドラインは， 年の通商産業省の情

報化対策委員会個人情報保護部会での審議の後， 民間部門における電子計算機処理に係る個人

情報処理保護について（指針） として公表され，業界関係者に同指針の遵守を通達した．その

後 指令への対応を念頭に，同指針の改訂作業を行い， 年 月に新たなガイドラインを発

表している．
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表１：日本国内の主要ガイドライン

それ以降，通産省や郵政省などにおいて行政指導や，通達によって自主規制の方向で個人情報

の保護対策は行われている．これらのガイドラインの中で，主要と思われるものを表 に示す．

また，ガイドラインにそって，何種類かのプライバシーマークの発行が行われているが， 年

末現在，登録している団体の数も少なく，一般に広く知られているとは言い難い［ ， ］．

． わが国の個人情報保護制度の問題点

以下の様に，わが国でも，個人情報保護制度の一定量の確立はみており，また，通産省を初め

とするガイドラインについても，その果たした役割も大きいと思われる．しかし，世界における

プライバシー保護制度と比較すると，その原則を同じ の理事会勧告に求められるとはいえ，

現状では大きな差異がある．以下にわが国の保護制度の問題点を示す．

（ ）目的の相違（プライバシー保護を目的とせず）

諸外国立法例において，プライバシー保護制度の目的はスウェーデン法 個人のプライバシー

の保護，アメリカ法 個人のプライバシーの侵害に対する個人の保護 ，ドイツ法 保護に値す

る当事者の利益 の保護，そしてフランス法 人間の同一性，私生活，公的および私的自由 等

となっており，明確にプライバシーの保護を挙げている．

これに対して，わが国の個人情報保護法は，行政における電子計算機処理の分野の拡大を踏ま

えた 行政の適正運営 を第一の目的とし， 個人の権利利益 についても， 自己情報コントロー

ル権 の内容の一部の権利しか認めていない点や，プライバシー権の保護を明確に示していない

― ９ ―

ガ イ ド ラ イ ン 名 称 対 象 者 制 定 時 期 制 定 組 織

金融機関等における個人情報保護のため
の取り扱い指針

金融関係 昭和 年 金融情報センター
ガイドライン

民間部門における電子計算機処理に係る
個人情報の保護に関するガイドライン

民間企業等 平成 年策定，
平成 年改訂

通産省／

発信者情報通知サービスの利用における発
信者個人情報の保護に関するガイドライン

発信者情報通知サー
ビスの利用者

平成 年 郵政省

情報サービス産業個人情報保護ガイドラ
イン

情報サービスに係る
事業を営む者

平成 年 社団法人情報サー
ビス産業協会

電子ネットワーク運営における 個人情
報保護に関するガイドライン

インターネット運用・
サービス提供業者

平成 年 電子ネットワーク
協議会

サイバービジネスに係る個人情報の保護
に関するガイドライン

電子商取引 平成 年 サイバービジネス
協議会



点からも，この個人情報保護法がプライバシー保護のための他の国におけるプライバシー法など

と目的を同じにする制度であるとはいえない．

この様な個人情報保護法に対する 行政の適正運営上の個人情報の適切な取り扱い だけを重

視し，明確なプライバシー保護規定を行わない姿勢は，一部の自治体条例を除き，民間部門ガイ

ドラインや，住民基本台帳法の情報化に伴う一部改正案においても共通してみられることからも，

現在のわが国の個人情報保護制度は，その目的において既に諸外国のプライバシー保護制度とは

根本的な違いがある．

（ ）適用範囲の相違（政府機関のみが対象）

本来，情報主体の権利侵害の態様は，処理機関（官庁・民間）・処理形態（自動処理・マニュ

アル処理）を問わず共通である．その為，諸外国においては，一つの法律を公民両部門に適用す

る例が数多くみられ，たとえ，公的部門と民間部門を異なる法律によって規制する場合において

も，その時期はほぼ同時期にプライバシー権の保護という同じ原則に則って成立している．また，

マニュアル処理も含めた法制化がなされており，現時点において自動処理のみにしか規定のない

国においても， 指令への対応もあり， 加盟国の日本を除くほとんどの国々において，

指令の国内制度の発効期限である 年の 月までには，マニュアル処理を含むプライバ

シー法案が成立（もしくは改正）していると考えられる．

しかし，わが国の制度的対策は，各対応省庁によってそれぞれの場合に分割され，限られた範

囲内における個人情報の保護の達成のみを目的とする．その為，現在のわが国における個人情報

保護政策は，国の個人情報保護法は総務庁主導において制定され，地方自治体に関しては自治省，

民間企業活動に対する個人情報保護は通産省，信用情報等に関しては経済企画庁，そしてインター

ネットなどの新たなメディアにおける個人情報保護は，郵政省というように，プライバシー保護

の原則達成のための総合的政策ではなく，それぞれの状況に応じた別個の対応策として捉えられ，

検討されている．

従って，個人情報保護法は，わが国唯一の個人情報保護に関する法律であるにも係わらず，民

間部門に対する規定はなく，公的部門の範囲である地方公共団体においてさえもその適用はなさ

れていない．

その上，処理形態においても，その対策は一部地方自治体を除いては，自動処理に限られた形

で進められ，未だマニュアル処理に対しての対応策は全く打ち出されておらず，マニュアル処理

に係わる唯一の規定は，公務員の守秘義務だけである．

（ ）保護方法の相違（データ管理者の処罰規定なし）

わが国の個人情報保護法は，その保護の方法においても諸外国と大きな違いがある．特に問題

と考えられるのは，データ主体の権利に関わる問題と，ファイル設置の事前通知とそれに係わる

監督機関に関する規定と，罰則規定という実際の制度の施行に関わる問題の二つである．

― ―



・個人の権利に関わる規定に関する問題：

自己情報コントロール権 を保護法益とするプライバシー保護法において，アクセス権と

訂正権を権利として保障することは，この法律の本質的な目的といえる．わが国の個人情報

保護法においては，アクセス権は， 情報開示請求権 として第 条に明確に規定している

ものの， 訂正権 に関しては， 訂正の申し出 として第 条に 保有機関の長は，第 条

第 項の規定による開示を受けた者から，書面により，開示に係る処理情報の訂正等の申出

があったときは，（中略）ファイル保有目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を

行い，その結果を申出をした者に対し，書面で通知するものとする． とされるにとどまり，

権利としての明確な規定はされていない．

・規定の施行に関わる問題：

まず，ファイル設置の事前通知については，わが国におけるその規定はファイルが設置され

た後の総務庁による公示義務を果たすためだけの規定にすぎず，ファイルに対しての事前審

査やチェック等といった事柄に関する規定がないために，総務庁の位置づけが，本来のプラ

イバシー保護制度の監督機関ではなく単なる受理機関としての意味合いが強くなる．その結

果，実際の個人情報制度における義務を果たさせる拘束力が非常に弱いものになってしまう．

また，この監督機関を行政機関内の総務庁と定めていることもこの法律の実効性を失わせる大

きな要因となる．諸外国においては，スウェーデンのデータ検査委員，ドイツのデータ保護監督

官等のように，第三者的な監督機関をたてるか，もしくは行政機関の所属であっても独立した権

限を与え，その法律の実効性の確保を図っているのに比べ，自らも規制される立場にある総務庁

において，個人情報保護法の実効性の確保を図るのには限度があると考えられるからである．

次に，罰則規定についてであるが，わが国の個人情報保護法は，情報開示請求における不正行

為についてしか規定されておらず，諸外国におけるファイル管理者と利用者に対しても罰則規定

を設け，しかもファイル管理者（及び利用者）に対する規制を重視するプライバシー保護法とは

異なる．これは，個人情報保護法が行政機関を対象にしているため，データ管理者やデータ利用

者の不正については，国家公務員法の守秘義務によって十分責任を問えるとの判断があるからで

ある．

しかし，現在のような情報化時代においては，データ管理者によって引き起こされる犯罪の方

が一般的であり，その損害も深刻なものになる．その為，データ管理者に対しては大きな責任が

課せられるべきであり，世界的な流れはこれに対応するものとなっている．にもかかわらず，わ

が国の管理義務違反に対する罰則が国家公務員法の罰則規定だけというのはあまりにも軽微であ

り，その点から考えても個人情報保護法にファイル管理者（及び利用者）に対する罰則が存在し

ないことは非常に問題である．

― ―



情報統合によるプライバシー侵害

以上見て来たように，わが国の個人情報保護制度は，本来の意味においてのプライバシー保護

制度としては機能しない．一方，インターネットの広範な普及とともに，ある特定個人の情報が，

断片的に，複数の で公開されるようになっている．この様な状況では，インターネット上の

情報を統合することにより発生する新たなプライバシー侵害の可能性が生じている．そして，前

述の様なプライバシー保護法制の不備なわが国では，より深刻な問題となる．以下，まず，情報

統合によるプライバシー侵害について示す．

図１：侵害のモデル

． 発生形態

情報を利用したプライバシー侵害は以下の手順で行われる．概念化して図 に示した．

（ ）サーチエンジンでターゲットとなる人物 に関する情報を検索．

（ ）各情報（ ， ， ）を収集．

（ ）これらの情報を統合（ ， ， ， ）し，ターゲット のプライバシーを侵害する

程の情報を得る．

即ち，個々のホームページの情報は， と と と と言ったように，限定されて

いても，それらを統合すると，結局 と と と なる全プロフィールが判明してしまって

いる．

一般には，この時， はキー属性（国民背番号のように，その値で，一意に当該データ主体

が特定できるものを言う）［鈴木 ］でなければならないと思われがちである．しかし，後述す

― ―



図 ：情報統合による侵害実行例

るように，この際， は，国民背番号のようなキー属性である必要はない．それが，本論文の

主要な論点のひとつである．

． 問題点

インターネット情報の統合によって起こるプライバシー侵害には，従来からインターネットに

おける問題点として指摘される準拠法と管轄権の問題３や，オープンネットワークの特性からの

従来のプライバシー保護規制における規制対象となる情報管理者の不在の問題も含まれる．しか

し，ここにおける最大の問題は，それぞれにおいては合法的な を統合的に利用して，プライ

バシー侵害が行われた場合， の責任を問えるのか，という問題である．

しかも，たとえ責任を問うとしても，当該人物の個人情報を掲載した 全てに責任を問うの

か，それとも時間的にみてプライバシーを侵害するに至る最後の情報を掲載した のみの責任

を問うのかといった，責任の所在の範囲の問題までもが含まれる．しかもわが国においては，こ

れ以外にも，総合的プライバシー保護規制がないことから更なる問題が指摘される．

上記の問題は，事実上，プライバシー保護制度のないわが国では，さらに大きくなる．インター

ネットの広範な普及とともに，ある特定個人の情報が，断片的に，複数のホームページ（以下，

と略記する．）で公開されるようになっている．この様な状況では，情報を統合することに

より発生する新たなプライバシー侵害の可能性がある．以下，具体的に示す．

― ―



． 侵害実行の具体イメージ

図 には，侵害実行のより具体的な例を示した．以下，順に説明する．

前提：

女性 は，大学の助手であり，最近，県 に，受賞者として写真と名前のみが掲載された（自

宅住所，自宅電話番号，年齢，生年月日等は掲載せず，プライバシー保護に配慮している）．但し，

に関する情報は，所属大学 において，出身大学，加入学会が掲載されていた．

侵害の実行：

県広報 の に興味を持った人物 が，

（ ） 等のサーチエンジンで の氏名で検索し，

（ ）ヒットした大学や，学会の から， の出身大学，所属，加盟学会等の情報を得る．

（ ）これにより，県広報に載った女性が（ ）の助手と分かる．

（ ）名簿屋に行き大学職員名簿から自宅住所，電話番号等が判明する．そして市役所で

住民票を閲覧すれば，（閲覧規制があれば，適当な人物に成りすまし，戸籍や住民票の写

しを請求）

（ ） が一人暮らしであることや，大学の 中に表示されたカリキュラムから自宅に

いない時間まで割り出せる．

表 ：実在人物による検索実験（検索は による）

― ―

氏名 検索結果数 該当情報数 結果判定

○

×

×

○

○

○



ここで注意しなければならないのは，各ホームページがそれなりにプライバシーに配慮してい

る点である．実際，名前だけで，このような情報統合が可能なのであろうか？この点を明確にす

るために，若干の実験と解析を行った．

． 数値的評価

． ． 検索サーバによる検索実験

まず最初に，著者らの周囲に実在する氏名を利用して，上記の手法で，個人情報の検索を行っ

た．

結果を表 に示す．人物 ， ， ， については，全てターゲットである本人の情報が検索

された．従って，検索された の情報を統合して，当該個人の全体像を把握できる．

ありふれた苗字であっても，名前と組み合わされると，意外に特定が可能なようである．一方，

人物 ， は，殆どがターゲット人物以外の情報が収集されてしまった．苗字，名前共にあり

ふれた氏名については，予想された事ではあるが，殆どが他人の情報であった．

． ． 統計的な推計

次に苗字の分布データを用いて，解析を行ってみる．日本ユニバックによれば［ ］，

約 の苗字で苗字全体の ％を占める． 万人の被検索対象がある場合に，上位 種の苗字で，

一つの苗字に平均

／

人がひしめく．一方，名前の分布は，苗字よりも分布が広いと思われるが，安全側に取って，苗

字と同様とする．この場合，上位 種の名前と苗字の組み合わせで，特定氏名をもつ同姓同名

の人数は，

× ／

人と少ない．しかし，これでは，情報統合はできない．

一方，苗字の 位から 位までの人数は，全体の ％である．この場合，同一の性をも

つ人数は，

× ／

人にまで減少する．従って，この 位から 位にある範囲にある名前と，ありふれた 位ま

での苗字を組み合わせると，同姓同名の人数は，

× ／

人となり，個人を特定できる確率が高い．実際の名前の分布は，さらに広がりが激しいものと思

われ，被検索人数が 万人から増加しても，苗字又は名前の少なくとも一方が多少珍しいなら，

氏名による情報統合が十分に可能と思われる．

では，前述の（ ）はどの点において問題といえるのか．まず，名簿屋等の民間業者にお

ける個人情報の二次利用の問題がある．名簿情報は，流通に何ら法的措置は講じられていない．

次に，未だに戸籍や住民票といった個人情報そのものに対してさえ，制度的なプライバシー保護

― ―



措置が弱いことも問題であろう４．

以上のようにわが国のプライバシー保護制度の未整備は，すでに顕在化している問題とともに，

ネットワーク上のプライバシー侵害をもより深刻なものにする．諸外国並の総合的なプライバ

シー保護制度の成立が急務である．

． わが国固有の問題点

この様にプライバシー保護規制がなされていないわが国においては，（前述の侵害の実行にお

けるステップ）（ ）の様に，ある程度，個人を特定できれば，収集可能な情報量も多く，実

際にこの様なプライバシー侵害が行われやすい．

では，（ ）はどの点において問題といえるのか．まず，名簿図書館等の存在に代表される

ような民間業者における個人情報の二次利用の問題である．わが国では，ある程度の特定さえで

きれば簡単に住所や電話番号が分かってしまう．しかもこの様な民間データベース業も電子マ

ネーの普及によって，インターネット上においてサービスを行うことも想定され，ますます容易

に，侵害者は，自らの名前／顔を明かさずに，情報を収集できる．

しかし，各種名簿の情報は，本来一般に公表を目的としたものとはいえず， のガイド

ラインにおいても，公開情報とは考えにくいとしている．にもかかわらず，現時点においてこれ

らの流通に何ら法的措置は講じられていない．次に，未だに戸籍や住民票といった個人情報その

ものに対してさえ，制度的なプライバシー保護措置を講じていないという行政機関の対応の甘さ

がある［三井 ］．

現在，個人情報保護条例によってプライバシー保護の対策は一見進んでいるかに見える．しか

し，戸籍や住民票の取扱は，戸籍法や住民基本台帳法のために保護条例の対象外とされ（現在そ

の公開に規制をかける自治体も増えたものの），原則として何人にもその請求を（住民票は閲覧も）

認めており，戸籍・住民票がプライバシー保護の対象となる個人情報とは法律的には考えられて

いない．

以上のようにわが国のプライバシー保護制度の未整備は，すでに顕在化している問題とともに，

ネットワーク上のプライバシー侵害をもより深刻なものにする．その被害を最小限にとどめるた

めにも，諸外国並の総合的なプライバシー保護制度の成立が急務である．

． 増大する個人情報の収集

以上見てきたように，インターネットでは，個々のホームページがプライバシーに配慮してい

ても，それらの情報が統合されて，結果的に，侵害と呼ぶに足る情報が収集される危険がある．

しかし，ネットワーク技術の進展により，個人情報は大規模に蓄積されてゆく．具体的には，

以下のような技術要素がある．

・データマイニング技術：購買データから，顧客を選別するデータベースマーケティングへの

期待は大きい［江尻 ，神山 ］．また，これら顧客データを統合的に分析して，新たなマー

ケティング戦略をたてるデータマイニングへの期待も大きい［ ］．ポイントカード
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等を利用した，個人の購買記録の収集は，今後，更に広がる可能性が高い．当然，この種の

顧客データは，名簿屋等の商品となることも予想され，また，データの集積先である名簿屋

自身が，データの商品価値を高めるために，プライバシーデータの統合に乗り出して，統合

結果を販売することも予想される．

・ 数の増大と の登場： の個数が増大するのみでなく， （

）［ ］の一種である （ ）

［ ， ， ］によって，データベースがインターネットを流通する． は，

今後のインターネットを支える最も重要な技術の一つであるが，データベースがそのままイ

ンターネット上を流通することに他ならず，統合精度を向上させることが危惧される．尚，

ここでは述べないが，インターネットのホームページでは，アクセスをしてきた利用者を特

定するために と呼ばれる技術を利用している．この も情報統合に強力な力を

持っている． については，詳細に後述する．

・企業内ネットワーク化の進展：電子メールのログはすべて保存されている． サーバ５管

理者なら，容易に読み出し・検索が可能である．また，近年のイントラネット化に伴い，扶

養，年休等の総務系処理もネットワーク化される．また，今後，社員用電話が構内 化

された場合には，原理的に社員の位置情報がセンターに集約される６．また，社内のセキュ

リティ管理のため，カードによる認証（バッチシステム）が行なわれ，扉の開閉データはす

べてセンターに送信・保存される可能性がある．これはすべて個人情報である［平松 ］［労

働省］．

このため，例えば，ネットワークサーバ上のデータを統合して，労組役員や要注意人物の監視，

不倫関係の摘出（電子メールでの不倫を思わせる連絡を抽出）が可能となる．総務系システムで

は，同時に年休を取得する妻帯者と若い女性社員のペアを簡単にリストアップできる．しかし，

彼と彼女は，たまたま同時に，ある で奉仕活動をしていただけだったかもしれない．

何より問題なのは， 名簿屋 が，購買データや，インターネット上のデータ等を販売するよ

うになる可能性があることである．最初から電子化されたデータは，買い手にとっても魅力的で

ある．あるいは，名簿屋自身が，ここにのべる情報統合を実行して，データの付加価値を高めて

ゆくものと思われる．そして，民間部門に対するプライバシー保護法制のないわが国で，これら

の行為をどこまで，法的に規制し得るかは疑問である．

但し，本来の目的である （電子商取引： ）やポイントカード等の，

経済的利点を妨げてはならない．顧客の購買行動を広く収集できれば，設計・製造・物流・資源

回収のサプライチェーンを効率化・迅速化できる可能性がある．そして，このような

（ ）により，企業の競争力を強化し，併せて限りある資源の有効利用

を図る事は，経済活性化のためにも， 環境にやさしい持続できる経済的発展 にも重要である．

藤原は，プライバシー法と環境法の類似を指摘している［藤原 ］．興味深い指摘である．上
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記のような，多様なサービスが実現されるなかで，各々のサービスの利点を生かしながら，一方，

プライバシーを保護し，しかも必要な官庁等の情報公開を進める必要がある．環境問題の解決に

は，情報公開が不可欠であるとの議論もなされているようである７．どれをどう情報統合すると，

プライバシーが漏洩するかの分析は容易ではない．これらを総合的に満足する個人情報流通と保

護のあり方は現在未だ得られていない．

諸外国の法制度

では，ここで，すこし目を転じて，海外の法制度が，情報統合に対して，どのような対策を考

慮しているかを概観したい．具体的には，この種の配慮があるのは，ドイツを中心とするヨーロッ

パ諸国である［米丸 ，藤原 ，小澤 ］．

． 指令

海外には，不十分ながらも，情報統合への配慮を行っている法制が存在する． 年ヨーロッ

パ連合（ ）は， 年 月までの域内各国の法的対応を義務づけた，プライバシー保護のた

めの指令 個人データ処理に係る個人の保護及び当該データの自由な移動に関する欧州議会及び

理事会の指令 ［ ］を出した． 指令は，今後の世界各国のプライバシー保護政策の指針

となるものと考えられ，以下の通り，情報統合に関係した記述がある．

個人データの処理 （処理）とは，自動的な手段であるかどうかに関わらず，個人データに

対して‥（中略）‥開示，もしくは連結，ブロック化，消去又は破壊が含まれる．

上記連結（ ）のなかに，情報統合を含めるのが自然であろう．一方，最も進んだ

法制度を有するのは，ドイツである．情報統合を意識した条文が存在する．次にドイツ法につい

て紹介する．

． ドイツにおける個人情報保護法制

． ． ドイツの カード

ドイツでは，住民の氏名，住所等の情報を記録した カードの携帯が義務づけられている［平

松 ］． カードには，各行政機関が住民に対してなした行政サービスの履歴を記録できる仕

様のものがあり，これと国民背番号制が結合され，インターネットによる情報統合が絡めば，個

人情報は丸裸同然となる．

しかし， 年の身分証明書法の中で， カード記載事項は，専ら カードを作成以外の

目的では利用してはならず，使用後ただちに消去しなければならない（第 条第 項）．一連番号は，

電子計算機ファイルから個人情報を呼び出したり，データベースを結合するために利用してはな
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らない（第 条第 項）．と規定している．キー属性である カード番号の利用に歯止めをかけ

ている．

また， カードの有効期限は 年（ 歳未満は 年）として，更新時には，別番号を振って，

個人識別に利用できないように配慮している点からも，立法時の配慮が感じられる．しかし，こ

の法律は，あくまで カードに関するものであり，より，一般的なプライバシー保護は，次の

テレサービスデータ保護法に見られる．

． ． テレサービスデータ保護法

年に制定されたこの法律は，テレサービスで流通する個人情報が加工，利用される際，デー

タ主体がそのことを把握できない状況に鑑み，従来の個人情報保護法規を補完するために，制定

されたものであり， ユーザー・プロフィールの形成・開示の回避 を狙いとする．

取得された情報の分散保存を要求することで，ネットワーク上での情報統合によるユーザー・

プロフィールの醸成に歯止めをかけようとの主旨である．本法のテレサービス提供者を対象とし

た規定の適用に，業務性の有無は関係しない．テレサービス提供者は，サービス提供に用いる技

術においても，最低限の個人情報で稼働するようシステムを構成する 省個人情報型システム

への転換を要求しているなど，興味深い．詳細は文献［米丸 ，小澤 ］に譲るが，情報統合に

関して特徴的なのは，以下の部分である．

・テレサービス利用データの抹消義務：ユーザーのテレサービスへの接続その他利用について

提供者が取得した情報は，利用料金請求のために必要とされない限り，当該ユーザーの利用

終了後，ただちに抹消されねばならない．そして，同一ユーザーによる多種のサービス利用

に関して生じた個人データは，利用料金請求目的以外に統合できない．

・仮名による利用履歴の蓄積：利用履歴の作成は，仮名でのみ可能．当該利用履歴と仮名と本

名の情報を同一に保存する事はできない．これは，誰のものかを抹消して，データを流通さ

せようとするものである．

情報統合への対策

． 現行法制の分析

以上紹介したドイツ法の制定によっても，なお，準拠法の問題等を解決するための手段は提起

されていない．しかし，マルチメディア法は，情報通信における企業活動促進のための出発点と

なる枠組みを提供した点で評価しうる．特に，個人と特定できる情報の消去を迫るドイツ法は，

民間部門に対するプライバシー保護法制を持たないわが国とは大きな差がある．

しかし，情報技術的に考えると，多少の疑問を感じざるを得ない．以下に列挙する．
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図３：タイムスタンプによる情報統合

・データ主体のプライバシー情報確認のための具体的手段の不明確さ：ドイツマルチメディア

法は，データ主体のプライバシー情報提供了承においても，マウスクリックの利用を忌避す

るなど，厳密である．しかし，具体的に，どこにどんなデータが存在するかを報知するシス

テムの構成については未検討である８．

・キー属性による結合（ ）のみを想定して良いか？：どの法制度でも，結合は，その属

性値により一意に個人を特定できるキー属性を前提として考察している．しかし，氏名など

という，非キー属性であっても，高い確率で，情報を統合できる．さらに複数属性の併用が

効果的である．たとえば，桁郵便番号と氏名を利用すると，対象となる母集団が，前述の

万人ではなく， 万人程度に低下する．抽出される人数の期待値は，上位 種の苗字でも，

単一の苗字に僅か

／

人となり，上位 種の名前と苗字の組み合わせでも，

× ／

人しかいない．つまり，複数属性を利用すると， 番号なしに個人特定が可能と思われる．

しかし，このような手法への配慮は，現行法制には見られない．

・同様な現象はインターネットでも存在する．例えば，インターネットユーザがプロバイダや

企業内部のネットワークからインターネットへアクセスしている状況では，実際のクライア

ントマシンそのものの アドレスは，サーバー側には秘匿できる．しかし，ユーザ毎にプ

ロキシサーバの アドレスは特定である．図 には，このユーザが，ある検索サーバから一

般のホームページへとサーフィンした場合を模式化した．このケースでは，利用者はプロキ
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シサーバの アドレス以外では識別できないが，時刻が正確なので，航空会社へのアクセ

ス記録と，検索サーバへのアクセス記録は簡単に統合できる．これにより，氏名・住所が分

かった人物の興味の範囲を簡単に検索サーバのアクセス記録から特定できる．つまり，

アドレスとタイムスタンプの組み合わせがキー属性を構成している．この様な，非キー属性

による統合への配慮は，現行法制には存在しない．

更に，日本では，業界団体ごとに独自の管理機関が存在し，個人の信用情報は，銀行 サラ金

と言うように，業種を越えて交換される．しかし，登録された信用情報のその後の流通について，

利用者は，知る術もほとんど無い．

少なくとも社会制度の面からは，（ ）情報統合そのものを禁止する事，（ ）利用者が自己に関

する情報を検索しやすくなる（個人情報に関する相談コーナー設置，ドイツの法制にあるデータ

保護監察官制度の導入，サーバー会社の公的機関への登録義務とレイティング等）制度を考える

必要がある．

一方，近年，名簿等が 化される事も多い．たとえ，内部データを読み出す所までは

やらなくても， のまま，システムの一部に組み込み，電子的な操作により，内部の情

報を大量に取り出せる可能性を否定できない．更に，この様なシステムへの組み込み利用には，

データベース著作権上の疑義があり，規制できたとしても，オペレータが画面上で，手操作によ

り，情報を検索して販売する場合には，どこまでデータベース著作権でガードできるかについて

疑問が残る．

形式の名簿については，掲載される個人に対して，情報統合による流出の可能性が

あることを警告するとともに，出版にあたっては，テキストコピー禁止や印刷禁止形式の

［ ］を用いて名簿を出版する等の配慮も必要と思われる．

図 ：複数リレーション統合による個人データ抽出
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公開情報（プライバシーを考慮して，住所・氏名は削除）

年齢 勤務先 趣味

表 ギャンブル

資生堂 ハイキング

日立 音楽鑑賞

表 表

趣味 氏 年齢 氏 年齢 勤務先 住所 電話番号

ギャンブル 山田尚久 山田尚久 東京

お茶 山田祥子 加藤俊文 東芝 仙台

ギャンブル 藤原紀香 田中尚久 日立 大阪

ギャンブル 鈴木憲花 鈴木まみ 和歌山

ギャンブル 田中晃一 藤原花子 京都

購入者名簿 ○ 学会名簿



． データ弁別度

データ統合の危険性を測る尺度として，データ弁別度を導入する．データモデルはリレーショ

ナルモデルとする．

リレーション （ ， … ）及び （ ， … ）を考える．このとき， のあるタ

プルと， のあるタプルが同一個人のデータであることを，その属性値または属性値の組から

特定できる時，これを統合可能であると呼ぶ．

一般に考えられているデータ統合とは，この リレーションの統合であろう．しかし，本稿では，

さらに，以下の複数リレーションの統合を考える．

【定義 】複数リレーション統合

個のリレーション （ ， … ）， （ ， … ）， （ ， … ）を考える．こ

の時， ， ， が互いに統合不能とする．即ち， 上のあるタプル を考える時， と

可能なタプルが にも複数個（これらを， 候補タプル と呼ぶ）， にも複数個（

候補タプル）あるとする． 候補タプルと 候補タプルの中で，統合可能なタプルが唯一ある

とき，最終的に，各リレーションから唯一のタプルが選定される．ここでは， リレーションの

例を示したが，さらに多数のリレーションに対しても同様の操作を実行可能なとき，これを 複

数リレーション統合 と呼ぶ．

図 により具体的に示す．

前提条件：名簿業者甲は，購入者リスト（表 ），及び○ 学会の会員名簿（表 ）を保有して

いる．一方，公開情報として，年齢，勤務先，趣味が記録されたデータベース（表 ）が公開さ

れていた．この表 は，統合に配慮して，氏名やキー属性が存在しないので，問題なしとして

公開したデータである．一方，甲は，競馬の予想業者乙から依頼を受け，予想紙の購読会員募集

の 送付先リストを作成する事となった．なお，乙からは， 歳で に勤務する人のリス

トが特に欲しいと要請が出ている．

．甲は， 表から 表にある年齢 歳に該当する人を検索し，山田尚久，藤原紀香，鈴木憲

花，田中晃一の 人が該当する事がわかった．

．次に，甲は， 表から 表にある年齢 歳， 勤務のデータに該当する人を検索，山

田尚久，鈴木まみ，藤原花子の 名が該当する．

． ， 表の対応関係を考えると，山田尚久氏のデータが共通している．一方， 表の鈴木，

藤原については， 表中に存在しないので排除される．

．以上のように の表を統合的に観察して，統合を行えば，公開情報に氏名，住所がなくても，

山田尚久氏は，東京都に在住し， に勤務するギャンブル好きな 歳の男性である事が

判明し，結果として，住所も分る．

上記の例で注目したい点は，公開されるリレーションと他リレーションの間では，完全な統合
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ではなく，あいまい性がある点である．完全なキー属性を持たないデータであっても，プライバ

シー侵害の危険があることになる．そこで，この統合の危険性を測る目安として，以下のデータ

弁別度を導入する．

【定義 】データ弁別度

属性 が取り得る値の集合を，ドメイン と呼び，そのサイズ をドメインサイズと呼ぶ．

この時，当該リレーション中の金属性に対するドメインサイズの積 をデータ弁別度と呼ぶ．

｜ ｜・｜ ｜…｜ ｜…｜ ｜ （ ）

データ弁別度を最も素直に計算できるのは，属性値が数値で，かつ，分布がランダムな場合であ

る．例えば，生年月日については，データ弁別度は ＊ ＊ である．但し，

ここでは，個人データを保有する期間を 年とした．

我々は，このデータ弁別度が 億くらいの大きな値でなければ，すなわち，キー属性に準じな

ければ個人データを公開しても問題ないように思いがちである．しかし，データ統合を想定する

限り，そのような生やさしいものではない．

そもそも，データ統合は，複数のリレーションを統合する制約充足問題〔西原〕であり，ある

制約表中の タプルを含む制約充足解が 個となることである．しかし，以下の点で，一般の制約

充足問題と異なっている．

・リレーション同士を統合する際に，相互が間違いなくほぼ同一人のデータであることを確定

する必要がある．このため，キー属性，あるいは，キーに近い属性（結合に複数属性を利有

する場合には属性群）を必要とする．

・リレーションには，年齢，年・月・日，分・秒等の数詞・普通名詞属性と，所属企業名，商

品名等の固有名詞属性がある．所属企業名のような固有名詞は，属性値として当該企業名が

含まれていると，探索の範囲が，当該企業の従業員数まで，大幅に絞り込まれる．ユーザ

等の 属性も，特定のアプリケーションで付与されているため，確実に対象とする人物

をとらえており，固有名詞属性に近い性質を持つ．

特に問題なのは，上記 番目の固有名詞属性である．例えば，勤務先として従業員が 名しか

いない企業名が表示されていれば，その 名の中から，個人を特定すればよい．この場合，デー

タ弁別度が 程度のごくありふれた属性（年齢，本籍等）であっても，個人特定のためのキー属

性９となる．商品名（商品番号）も危険である．別に当該商品のユーザ登録情報が存在する危険

がある．

つまり，データ弁別度で言えば，固有名詞属性値の存在により，キー属性となってしまうデー

タ弁別度が大幅に減少する．今から流通させようとしているデータ単独では，この限界値が本質
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的に分からない．実際の個人データでは，個人データに固有名詞を含まないことはまず，ないで

あろう．現状の法制が視野においている 他の情報と結合して個人を特定可能なものを除く と

の規定は，技術的にも実務上も意味を持たないものである．以上から，以下の結論を得る．

【定理 】統合可否の判定不能

リレーションが統合可能か否かが，当該リレーションのみで判定可能なのは，リレーションを構

成する属性が，すべて数詞・一般名詞により構成され，かつその分布がランダムな時に限定され

る．その場合，データ弁別度は，定義 に従う．しかしながら，属性として，固有名詞を含む場

合には，当該リレーションのみでは，キー属性を構成するに至るデータ弁別度を推定できない．

【系 】データ弁別度許容限界

上記定理から，公開される個人データに固有名詞を含む場合には，公開する側にとっては不知の

データにより，対象人数が大幅に減少する危険がある．この場合，きわめて低い弁別度でも，キー

を構成する．この限界許容値は，データ統合対象データを有しない公開側には，本質的に推定で

きない．

一方，ユーザ は，キー属性であり，かつ，探索範囲が絞り込まれるため，強力な手段であ

る． の や がこれに該当する．次章では， の問題について考えてみたい．

図５：設定されていたクッキー

我が国における の問題

以上のべたように，国民背番号を持つデータのみではなく，低いデータ弁別度でも，統合が実

行できることがある．一方，個人 は有力なデータ統合キーであり，その危険性は，外部デー

タの有無に関わらず，大きなものがある．その をネットワーク上で取得する有力な方法に

の と 〔 〕がある． については，パソコン雑誌等でも取り上げられ

ている．しかし， の詳細は，ほとんど紹介されていない．

特に問題なのは， を利用すれば，複数の企業で，利用者の を共有できることである．
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これにより，どちらかの企業のホームページで氏名，住所等を入力した瞬間に，それらのデータ

は他社のデータと統合可能となる．以下，この問題点について，実験的に明らかにする．

． とは何か

は， 社により提案され， に実装され

ている．ホームページ側から送信された変数名と変数値を，クライアント側 ファイルに

保存する〔 〕．クライアント側の内部ファイルを読み取ることを目

的とするものではない．

データは，設定したサーバからは読み取れる．サーバは 値設定の際，自分自身

のドメイン名の上部概念部分（例えば，サーバが であれば と言っ

た上位部分）を同時に設定している．この場合， と言った，同一企

業内サーバならば， 値を読み取れる．しかし と言った，他社のサーバから

は読めない．あまり上位のドメイン名を登録できると問題があり， 社は，以下の様に唱っ

ている〔 〕．

（ ） （ ）

“ “ “

“ “ “ “

“ “ “

つまり， は許容するが， は認めず， は認める．これにより，

米国においても，わが国においても，クッキーに設定したユーザ を共有できるのは，同一企

業内部のサーバに限定される．

しかし，上記の 社の仕様は， の正式な 仕様 〔 〕には

反映されていない．わが国では， と言った，複数の団体から自由に参照できるクッキー

が設定できる．実際，筆者らのパソコンにも，このようなクッキーが設定されていた（図 ）．

． 実験による確認

の機能を確認するため，以下の実験を行った．実験の構成を図 に示す．

．同志社大学のホームページ（ ）に を設定するために プロ

グラムを設定した．設定するドメイン名は

．上記ホームページをある大学（ でも でもない）にアクセス依頼し

た．これにより， 値がセットされた．

．つぎに，クライアントには，大阪工業大学（ ）のホームページを参照してもらった．

大阪工業大学のホームページには，上記のクッキー値を読みとるプログラムを設定しておいた．
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図６：クッキーの読みとり実験

実験の結果，読みとり得ることが確認できた．実際には，同志社のホームページを参照した回数

を読みとった．以下の問題が提起される．

・異なる企業の間で，ユーザ を共有できる．これは， の と同様の効果を生む．

例えば，検索エンジンで（本人は匿名のつもりで）検索を行い，別途，ある企業のホームペー

ジに入り，そこでは懸賞応募等に参加して，住所・氏名・電話番号を登録したとする．この

場合，誰がどのような検索を実行したかを特定できる ．

・ には， に関する設定があり， クッキーを拒否する クッキーの設定を確

認する 設定したサーバのみにクッキーを返送する を選択できる．ここで， 設定を確認

する とすると，確かにクッキーの設定時には確認するが，クッキー値を送信するときには，

環境変数値として返送するので，ユーザには警告しない．しかし，現状の日本語の確認メッ

セージは，あたかも，メッセージが出ている時に確認するかのごとき印象を与える．

・ブラウザのデフォルトでは，上記クッキーに関する確認画面は示されない．このため，理系

ユーザであっても，多くのユーザはクッキーの存在すら知らない．一方，データをインター

ネット上で送信するときには，警告はデフォルトで表示される．同様に，ファイルダウンロー

ドでも，デフォルトで警告が出る．これらの条件に従うなら，クッキー確認をデフォルトと

すべきである．

― ―



図７：個人情報流通管理システム

クッキーは 社の主張のとおり，基本的には便利なツールである．バナー広告が，自

分の興味に合致したものとなることはむしろ望ましいし，ホームページを久しぶりに参照しても，

以前の投入データが残っていることは，ユーザインタフェースとしても快適である． そ

のものを否定するつもりは著者らにはない．

しかし，一方，懸賞募集とクッキーを組み合わせて，個人データの収集が本人の認知しない範

囲で行われているとすれば，これは，個人データの収集は本人に告知して行うべきであるとする

通産省ガイドラインにも合致しない〔 〕．

． 個人情報流通管理システムの提案

情報統合によるプライバシー侵害を防ぐには，データ主体が，自己のデータの所在場所を知る

ことが重要である．所在が分かれば，開示請求でき，如何なる情報統合が可能であるかも判定で

きる．そこで，本節では，データ主体が認証したデータ管理者以外にはデータが流通せず，かつ，

自分のデータがどこに存在するかを確実に認識できるシステムの一構成法を提案する．

． ． 前提条件

個人情報流通管理システム構成の検討の前提として，以下の条件を設定する．

【要件 】データ主体による認証：

個人情報は，データ主体の承認が無い限り，記憶してはならない．但し，個人情報は，つぎつぎ

と転記される場合もあると思われるので，その場合には，転記元の認証で良いとする．

【要件 】データ存在場所の確認：
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データ主体は，いつでも，自分のデータがどこにあるかを確認できなければならない．この実現

手段として，本システムでは，個人情報を保持するデータ管理者は，データ保持している事を，

公的機関に開示する必要がある．言い換えれば，認証された個人情報の存在は，公的機関にデー

タの存在が開示されていないと罰則を受けるものと想定している．認証されていようがいまいが，

公的機関に開示されていないデータを発見されれば，それは違法である．

【要件 】データ具体値の守秘：

上記公的機関は，誰のデータがデータ管理者により保持されているのか，それが，いかなるデー

タ値であるかを登録されたデータから解析できない必要がある．これは，公的機関自身による，

プライバシー侵害を防止するものである．

． ． システム構成

上記 要件を満たすシステムの一例として，以下の構成を提案する（図 参照）．

【個人情報の保存方法】

個人情報は，

：データ主体 が作成した秘密の 番号

：個人情報

：データ管理者名（企業等の名称）

（ ）：データ へのデータ主体 のデジタル署名

で表す時，

（ ＋ ＋ ）

として，データ管理者において保存されるものとする．但し， （ ＋ ＋ ）は，

及び 全体に対するデータ主体によるデジタル署名〔 〕である．これにより，データ主体

の了承のもとに，個人情報がデータ管理者に渡されていることが認証される．データ主体の識別

番号は，極めて大きな桁数の整数からランダムに選択する．これにより， 番号の衝突の危険

は，限りなくゼロに近づくことになる．尚，ここでは省略しているが，データと共に，データ主

体の公開鍵の 証明書を添付する．

データ管理者は，あらかじめデータ主体の契約により，他データ管理者に写しを渡すこともあ

る．写しを作成するたびに，データ主体の署名を受けるのは実際的ではないので，データ管理者

が他のデータ管理者にデータを転送する時には，自分で認証をする．即ち，この場合の受け取り

側が管理するデータは，
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′ ′（ ＋ ＋ ′）

となる．但し，ここで， ′は受け取り側のデータ管理者名であり， ′（ ＋ ＋ ′）

は，コピー元データ管理者によるデジタル認証を意味する．添付される 証明書は，コピー元

データ管理者の公開鍵に対する証明書である．尚，このようなデータ管理側による署名は，デー

タ管理者以外の（データ参照があらかじめ許可された）企業等が検索を実行した際に，検索結果

に付加して送られるべきものでもある．以上のデータ形式以外の個人情報保存を認めないことと

すれば，認証できるのはデータ主体のみであるから，データ管理者が勝手にデータを作成するこ

とは出来ない．

【公的機関への個人情報存在の登録】

データ管理者は公的機関に個人情報を登録しなければ違法とする．但し，実データを登録すると

公的機関にプライバシー漏洩するので，データ主体の識別番号である をデータ管理者識別名

称とともにペアとして登録する（（ ）あるいは（ ′）である）．尚，何個のデー

タを保持しているかはデータ管理者の法人プライバシーであるとも考えられ，データ管理者は適

当に生成した による偽データを登録してもよい．

データ主体は，自己の 番号で，公的機関のデータを検索する．ただし，この際，データ主

体は，自分の 番号で直接検索することはしない．例えば， のビット列の部分値を検索条

件として，極めて冗長なデータを取得し，真の により選択する．この際，偽の部分値を入力

してもよい．

以上の対策により，公的機関は，データ主体の真の が何なのか，即ち，どこにデータ主体

の個人情報があるのかを知ることはできない．そして，データ主体は，データ管理者に開示請求

をして，その具体値を確認できる．尚，ここで論じたのはデータのありかを確認するシステムで

あり，言うまでもなく，どのデータをだれが参照しているかを登録・表示するホームページも必

要であることは言うまでもない．データベースとして保有していなくても，参照可能であれば，

その参照値を統合に利用できるからである．

現実的な対応策

以上，（ ）個人データについては，流通させれば，どんなデータでも，プライバシー侵害のきっ

かけとなる危険があること，（ ）わが国では， を用いて，企業間でユーザ を共有可能

であることを明らかにした．本章では，このような状況に対して，どのような対処（政策）が可

能かを考察したい．

． 教育のあり方として

著者らがプライバシー保護の研究発表をして来た中で， えっ？ プライバシー保護の法律っ
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て無いんですか？ との反応がエンジニアから多くあった．一方，企業の中では，業務用電話の

利用量・宛先を上司が参照しようとする時にも プライバシーの侵害である との反発がある場

合があり，そもそも プライバシーとは何か？ について，エンジニアの間に，全くコンセンサ

スがない．一方，コンピュータ・エンジニアの多くが，自分のパソコンだけは， ファイ

ルを消去したり，受付けを禁止している事を知ったのも驚きであった．

ほとんどのコンピュータ・エンジニアは，自己情報コントロール権〔本村 ，本村 ，橋

本 〕などには，知識も興味も無い．しかし，一般のユーザとは異なり，彼らコンピュータ・

エンジニアは， を利用したホームページの設計やサーバ管理，あるいは，個人データを

大量に扱うシステムの設計を行う立場である．プライバシーの考え方，法制度等について無関心

であるのは問題である．

一方，一般のユーザは，プライバシー保護の法律の現状についても知らず， によるデー

タ収集自体にも不知である．著者らは大学で生活している立場なので，教育の場について言えば，

以下の対策が考えられる．著者の所属する研究科では，ネチケット等と共に，カリキュラムに取

り入れている．

・エンジニア教育：近年では工学部でも知的所有権についての科目が設けられている．大変に

意義深いことと思われるが，この中で，プライバシー権の現状，法制度等についても，紹介

していただけると効果的である．

・コンピュータリテラシー教育：近年は文系の学生に対しても，広く，情報リテラシー教育が

実施されている．しかし，情報を提供する側に将来なるであろう，これら文系の学生につい

ては， ， ，ネチケットだけでなく，ウイルスやプライバシー保護について紹介

してゆく必要がある．

． 法制度の制定

現行の法律では，企業が収集した個人データを販売することに対して，何らの規制は無い．実

際，株式会社名簿図書館〔名簿図書館〕でも，〔購買データ買います〕との広告をインターネッ

トで掲示している． レンタルショップ等で，会員のデータをアルバイト学生が半ばおおっぴ

らにコピーして小遣いを稼いでいる話もよく聞く．

前述したように，どのような個人データでも，それが漏れてしまえば，プライバシー侵害の危

険を増大させる．基本的には，制約充足問題であるため，ひとつでも制約表が増加すれば，それ

だけ解が絞り込まれるからである．

このような状況にあって，良心的なエンジニアがおり，プライバシー保護に配慮したシステム

を提案しようとしたとする．この場合でも，（ ）プライバシー保護は儲からないので，企業とし

ては優先順位が低い，（ ）もともと，コンピュータ・エンジニアは顧客から発注を受けて仕事を

しており，立場上，コストアップ要因となる提案は出しにくい，に違いない．しっかりしたコン

ピュータシステムをエンジニアが提案できるためにも，プライバシー保護の法律が必要である．
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また，本稿で示したように，どのような低いデータ弁別度をもつ個人データであっても，それ

を開示したために，個人が特定されてしまうケースがどこかで生じる恐れがある．その意味では，

自分に取ってセンシティブなデータを含む個人データは，絶対にデータ管理者以外には流通して

はならない．そのためにも，法的な規制は必須である．そして，ドイツ法のように，データ統合

を禁止する条項を法的に規制することも，今後は，視野に入れる必要がある〔米丸 ，小澤 ，

斎藤 〕．

一方， 年 月にプライバシー保護のための が制定をみた〔 〕．この は，

の様に，絶え間ない見直しと改善を主旨とする．おそらくは，今後，プライバシーに

関するコンサルティング・教育を，ビジネスチャンスとしてみる団体が現れるであろう．しかし，

それが，一部エージェンシーやコンサルティング会社の利益のみに終わり，インターネット利用

者全体のプライバシー保護の意識が変化しないなら， の意義は薄いものとなる．

自分の ファイルを消して良しとするエンジニアが多いのも多少，気になる現象である．

あまり，前向きの態度とは言えない． が手本とした環境分野では，環境対策を前向き

にとらえて，むしろ，ビジネスチャンスとして生かすことを考えている．プライバシー保護を，一

部のうるさい人が言っていること ではなく，顧客の囲い込み手段，サービスの向上施策として，

活かすべきである．

終章

ネットワーク上の情報を統合することによるプライバシー侵害の可能性について問題提起した．

そして，情報統合のために利用する属性として，ドイツ法で想定しているようなキー属性（ドイ

ツ法では国民背番号に相当する個人 ）を利用しなくても，氏名や複数属性による統合が可能

であることを明らかにした．更に，民間部門を対象とするプライバシー保護法制の存在しない我

が国では，特に，いわゆる 名簿屋 の存在が問題となることを指摘した．

次に，データ統合に向いたデータを取得する手段である に注目した．我が国では，異

なる企業間で，インターネットユーザを識別するための個人 を 経由で共有できる．こ

の の問題は，ドメイン名構造が同一の 諸国でも生じるが，明確なプライバシー保護

法やデータ監察官を持つ とは異なり，民間部門を対象とする保護法制すら持たない我が国で

は，より危険である．

一方，我が国には，通産省等のガイドラインが存在する．これらガイドラインの果たして来た

役割は大きいものと思われる．しかし，プライバシー侵害が，複数ソースからの情報の統合によっ

て行われ始めようとしている今，個々のソースに対応する規制（ 業界毎のガイドライン）のみ

で，全体としての実効性を確保できるか否かは十分に議論する必要がある．

図 にも示したように，情報公開，データベースマーケティング（顧客データベースを利用し

た販売促進），そして，プライバシー保護は相互に相矛盾する側面を有し，相互に関係が深い，

東京都条例，大阪府条例等，情報公開条例はプライバシー保護に配慮している〔公開法 〕．都
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図８：情報公開・プライバシー保護そしてデータベースマーケティング

情報公開条例では， 個人に関する情報で特定の個人が識別できるもの とある．国の情報公開

法も平成 年 月に成立を見た．しかし，そもそも， 特定の個人が識別できる情報 が，当該情

報のみでは決まらないのである．

ホームページを利用して商品購入した経験のあるユーザなら分かるように，相手の顔や店構え

を見れない状況で，住所・氏名・クレジットカード番号等の個人情報をインプットするのは，恐

いものである．しかし，この事は，どんな情報を取得しているかをユーザに開示できれば，より

大きな安心をユーザに与え得る事を示唆している．収集した個人情報は他の目的に利用しません

とホームページに掲示するだけではなくて，取得したデータそのものをユーザに開示するアプ

ローチは無いであろうか？ その方が，自己情報コントロール権の立場にも合致する．

周知の様に，環境保護分野では， もうからない環境対策 から， ペイする環境対策 へと，

大きく流れが変化している〔ワイツゼッカー ，ブレイク 〕．コンピュータ・エンジニアは，自

分のパソコンの ファイルを消して良しとする 様な，後ろ向きの取り組み姿勢から一歩

進んで，広くプライバシー保護の法制度に興味を持ち，その有りようを考えるべき時代に入りつ

つあると思われる．そして，日本人が新しいプライバシー保護と流通の観点に立てるような，新

たなプライバシー収集・活用のビジネスモデルの構築へと，企業エンジニアの意識が変革するこ

とを，強く念ずるものである．
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〈注
１この 原則の和訳は， プライバシー問題検討ワーキンググループの訳を ホーム

ページから引用させて頂いたものである［ ］．
２実際には，福岡県春日市，神奈川県等，地方自治体の中には，プライバシー保護条例を設けて

いる場合があるが，本論文ではその詳細は割愛する［春日 ，神奈川 ］．但し，春日市の例でも，

対象は市が所有する個人情報に限定される．
３ 台のサーバマシンを世界中からアクセスできるインターネットの世界では，どこの国の法律

を適用するかが分からない（準拠法の問題），問題を生じたときに，どこの国の裁判所が事件を

審理するのかが分からない（管轄権の問題）をしばしば生じる．
４名簿等については，プライバシー保護のために，一応，著作権の主張等を行い，プライバシー

に配慮しているケースも多いようである．しかし，現在では，電子データで名簿屋にプライバシー

情報が提供され，それが紙打ち出しで販売されているケースが多いのではないだろうか？ この場合，

名簿等に著作権表示をしても，紙への打ち出し結果から，その侵害を確認することは難しい．
５電子メールを発信・受信する専用のサーバコンピュータ．
６今後は，社内電話がすべてコンピュータテレフォニー化し， ですべての通話が処理され

る可能性がある．この場合も， にくらべて社員間の通話ログ取得は容易なはずである．
７以上の議論では，プライバシーは個人に関するもののみであるように論じてきた．しかし，企

業等の法人にとっても，決済情報や，企業活動の詳細を統合されることは，法人にとってのプラ

イバシー（秘密）を犯される危険をはらんでいる．
８ コンソーシアムのプライバシー保護施策である ［ ］は，クライアント側での定

型化された個人情報の準備と，マウスクリックによる承諾を前提としている．ここらにも，米国

とヨーロッパの立場の違いが感じられる．
９本稿で キー属性 と言う場合，データベース理論でいう完全なキーではなく，ほぼキーに近

いものを言う．全員のプライバシーが侵害されずとも，大半の人物のプライバシーが侵害されれ

ば問題であるからである．それはまた，定義 からも裏付けられる．

社が プロセッサに内臓した，個々のチップを識別するための 番号である．

の発売当時に大きな話題となって，米国のプライバシー保護団体の圧力により，

社は，出荷時には，この機能を止めて出すこととなった．但し，我が国では，プライバシー保護

への意識が薄いためか，あまり議論になったとは言い難い．すべての には内臓されて

出荷されているものと思われ，大規模な企業等でのパソコンの管理を考えると，技術的には魅力

的な機能である．

わが国には，プライバシー保護の法律がないので，企業間で，個人データを流通することはまっ

たく自由である．これは，マーケティング上は，興味深いデータである．

個人のデジタル署名を付すことは，結果として，不正に当該データが流出したときに，それを

否認できない．この問題を解決するには，認証に，かならず個人に戻る必要がある否認不可署名

〔櫻井 〕の利用が効果的である．以下の議論は，否認不可署名であると考えても，同様である．
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要 旨

新しいコミュニケーションツールとして登場したインターネットは、従来は情報の受け手で

あった一般市民が、情報の発信者になれるという新たな世界を生み出した。これまでは、個人が

不特定多数に向けて情報発信するためには、既存メディアの力を借りなければならなかったが、

インターネット上には自由に発言できる場が数多く存在する。

最近、インターネットを武器に個人が大企業を告発する事件が起こり、今後もそれは続くもの

と予想されている。インターネットを利用して、これまで立場の弱かった消費者が、大企業に立

ち向かえるようになったことは、新たな民主主義社会の到来といえるが、その反面で、インター

ネットが自由な発言の場だと過信し、多くの有害情報をも発信しているのもまた事実である。表

現の内容によっては、民法・刑法に違反するものもあり、しばしば 無法地帯 と呼ばれるサイ

バースペースにおいてでも、一般社会の法律が当てはめ得ることは十分に考えられる。

わが国の現行法体系上、インターネットは一応 放送 ではなく 通信 の範疇に入れて考え

られているが、ホームページは不特定多数の人に情報を発信することから、従来 通信 に想定

されていた一対一で行われる情報伝達の概念を大きく超えたものとなっている。そのため、ホー

ムページ上で行われる情報の受発信は 通信 なのか 放送 なのかの二分論が議論され、通信

にも 放送 にも該当しない 公然性を有する通信 という概念が用いられ始めている。そこで

インターネットにこの 公然性を有する通信 という概念を導入する場合、それはどのようなも

のであるべきかを、特に大きな問題点として考えられている 匿名性 を踏まえながら検討する。

また、今後インターネットが有効に利用されるために、ユーザーが考えなければならない点に

ついて、インターネットが持つ影響力を念頭に考察する。

― ―



はじめに

インターネットはいまや世界中にネットワークを構築し、私たちの生活にも身近になってきた。

オンラインショッピングや電子商取引など、これまで時間的・距離的制約があった取引も、イン

ターネット上で瞬時に行えるようになった。 （ ）は様々な情報をキャッチ

することができる多様性を持っており、新しいコミュニケーションツールとして、大きな可能性

と魅力を持っている。それに加えて、従来はもっぱら情報の受け手であった一般市民が、情報の

発信者になれるという新たな世界を生み出し、世界の人々に自己の情報をホームページ上で公開

できるようになった。

そんな中、インターネット時代を象徴するひとつの事件が起きた。平成 年 月、福岡市の会

社員が 東芝のアフターサービスについて というホームページを立ち上げ、東芝製 の修

理をめぐるトラブルの一部始終をホームページに掲載した。このような企業を告発するタイプの

ホームページは決して珍しくはなかったが、このホームページがマスコミに大きく取り上げられ、

社会全体を揺るがす大きな問題となったのは、東芝の社員から暴言を吐かれたとする証拠として、

東芝社員と会社員の電話でのやりとりを録音した音声ファイルが公開されていたからだった。

個人がインターネットを武器に大企業を告発したということで、これはまさにインターネット

時代を象徴した事件であるといえる。これまでは、個人が公の場で自由に発言することは困難で

あったが、ホームページという新しいメディアを用いれば、容易に情報発信できるようになり、

これをもって企業に対峙できることが明らかになった。企業にとっては現状の危機管理体制をあ

らためて確認することが要求される。

本論文では、これら最近のホームページ上で見られる、個人が企業や団体に対して告発すると

いったような新たな事件を事例とし、個人がホームページ上で表現行為をする際の法的諸問題に

ついて考察し、さらにはコミュニケーション手段として従来の放送・通信といった枠組みに収ま

りきらないであろうインターネットの今後のあるべき方向性を検討する。

第１章 インターネット、その問題の背景

１．個人が情報発信できる時代

近年にみられるインターネットの急速な普及は、パソコンの低価格化、インターネットサービ

スプロバイダーの急激な増加などの影響があると考えられ、とりわけ個人が家庭内にいながらに

してインターネットに直接アクセスすることが可能になったことが大きく起因しているといえる。

この新しいコンピュータ・ネットワークの社会圏は、現実社会とは違う人格で情報発信ができ

ること、また匿名でいられることから、インターネットが仮想的に作り出す空間として、サイバー

スペースとも呼ばれている。サイバースペースの中では、時間的・地理的制約から解放され、世

界中の人に向けて情報の伝達ができる。
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従来は、情報の受発信といえば、電話やファクシミリなどを用いて、何らかの関係のある当事

者間同士で行われていた。ところがインターネットが開発され普及しはじめると、 の登場

により政府機関や企業のホームページに直接アクセスして、さまざまな情報を得ることができる

だけでなく、個人であってもホームページを開設して自己の持つ情報を他人に公開することがで

きるようになった。そして、その情報には文字、音声、静止画像、動画などが含まれている。

これまで、個人が不特定多数に情報発信するためには、新聞、出版、放送などの既存メディア

を利用しなければ不可能であり、これらのメディアを通してはじめて情報発信が可能になるので

あった。出版を例に挙げると、ひとつの原稿が出版物として店頭に並ぶまでには、いくつものプ

ロセスを必要とする。もしその原稿の内容が、出版物として世に送り出されるのに適さない内容

であれば、編集段階で原稿が消されることになる。その点において、ホームページならば誰から

も制限されずに自由な発言ができる。既存のメディアに頼ることは、時間や経費がかかり決して

簡単な手段ではなかったが、インターネットならばこれまで伝統的に用いられてきたメディアに

頼ることなく、自由にかつ安価で情報発信をすることができるのである。それと同時に、従来で

あれば世に出る前に消されていた情報までもが、社会に出て行くようになった。これは裏を返せ

ば、信憑性のないレベルの低い情報も、そのまま流れているということにもなっている。

２．最近騒がれたホームページでの事件

ここ数ヶ月の間にマスコミ等で取り上げられ話題となったいくつかのホームページの事例を簡

単に紹介する。

【事例１】東芝 事件

平成 年 月、福岡市の会社員（ハンドルネームに を使っているため、以下 氏

と呼ぶ。）が 東芝のアフターサービスについて と題したホームページを立ち上げた。ここに

は東芝製 の修理をめぐるトラブルの一部始終が掲載された。これまでも、特定の企業を名

指しで批判するホームページはいくつも見られたが、このホームページが他のものと決定的に

違ったのは、東芝社員との電話での会話を録音した音声テープが 暴言 とタイトル付けられて

公開されており、実際の会話内容をリアルに聞くことができる点であった。

この前代未聞のホームページは、初期段階では掲示板などでの書き込みをもとにネットワー

カーの間で話題となっていたにとどまっていたが、その後マスコミが報じ始めると、当ホームペー

ジへのアクセス件数は加速度的に増加し、 万件単位で増えていった。

事態の重大さを自覚した東芝は、 氏のホームページ立ち上げから約１ヶ月後、自社の

ホームページ上で説明するとともに、名誉権と営業権に基づく妨害排除請求の仮処分申請を福岡

地方裁判所に提出し、 氏のホームページの一部削除を要求した。こうして法的判断に事

態の解決を委ねる姿勢を見せながらも、 言論の自由を侵すのか というネットワーカーたちの

反発に直面し、一転して申請を取り下げ、副社長が 氏に直接面会して謝罪するという結

果に至った。

一方ホームページを開設した 氏も、無作法なマスコミの取材に困惑し、また個人情報
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がネット上に流出したため、もはや平和な日常生活が維持できなくなった。その上 通を超

える第三者からの誹謗中傷メールに耐えきれなくなり、ホームページの内容のほとんどを削除し

た。

こうした一連の流れのなかでは、 氏を支援するホームページや掲示板、あるいはリン

ク集などが多数立ち上がり、ネット上で第三者たちによる賛否両論の活発な論議がなされたとこ

ろを見ると、一般市民の関心も非常に高かったように思える。インターネットが強力な影響力を

持つということを、世に知らしめた事件であった。

【事例２】松屋カエル入り牛丼事件

このホームページは東芝 事件の直後開設され、 牛蛙松吉 と名乗る男性が、 松屋フー

ズ北千住店 で購入したキムチ牛メシ弁当の中に、切断された上半身だけの青ガエルが混入して

いたことで苦情を申し立て、その後松屋側スタッフと交わされた迷惑料と証拠写真を巡る交渉に

ついて、順を追って報告している。

【事例３】いじめ問題で親が学校を告発

小学生の子どもを持つ親が、自分の子どもがクラスメートにいじめられているので 何とかし

て止めさせて欲しい。 と学校側に願い出たが、学校側が思うように行動してくれずいじめが続

いたため、最終的にホームページ上で学校を告発した。トップページには 校長先生お願いです

殺される前に彼を出席停止にしてください。 と書かれている。

このホームページの作者は、自分の実名と住所を掲載している。校長や担任教師の氏名は伏せ

てあるにしても、学校名が公表され、かつ、子供の顔写真と実名が掲載されているわけであるか

ら、おのずと校長らが特定されることになる。また、いじめをしたとされる児童についても、ホー

ムページ上では名前をイニシャルで表記されているが、同じ学校の児童であれば本人を特定する

ことが可能である。この事件に関する他のサイトの掲示板では、いじめをしたとされる児童の名

前が掲載されている。この児童の人権は絶対的に守られなければならないし、今後いじめをした

とされ実名を掲載された児童の両親によって起訴される可能性もある。ホームページ作成者が登

場する人物の実名を伏せていても、それを第三者が面白おかしく取り上げて、作成者本人の知ら

ない間に当初の趣旨とかけ離れた方向へと導かれる恐れがあるため、個人の情報については慎重

に取り扱わなければならない。

この事件についてワードショーなどのマスコミが報道したため、学校長はその責任の重さに耐

え切れなくなり辞職している。

【事例４】ネッツトヨタ東京事件

トヨタ製自動車のユーザーが、ネッツトヨタ東京に修理のため自動車を預けたところ、何の断

りもなく予定外の修理を施され、事故車同然になって戻ってことを理由に、その後ネッツトヨタ

東京と交渉した経緯を掲載したものである。これによると、修理に出している間に自動車に傷を

つけられたが、ネッツトヨタ東京の内部でその痕跡を隠す処理がされたということであり、会社
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内部で責任のなすりあいがされていたと指摘している。

このホームページも発信者が実名で公開しているが、発信者自身はトヨタファンであることや、

誤解を招くような表現や、過激な発言は見られないことから、第三者からの声援や賛同はあって

も非難は集中していないようである。

【事例５】和歌山医療ミスカルテ流出問題

和歌山市の和歌山県立医大附属病院で、 年に入院中で医療ミスにより亡くなった女児のカ

ルテや看護記録が、 医療事故防止対策研究会 というホームページに公開されたという事件で

ある。この事件は、被害を受けた当事者もしくは親族が公開したのではなく、第三者が医療情報

を病院から持ち出し掲載したと思われる。しかも過去に起きた医療ミスによるトラブルはすでに

解決済みのものである。

第２章 さまざまな法的問題の考察

この章では、前章【事例１】で挙げた東芝 事件をもとに、ホームページ上で情報発信す

る際の行為について、どのような法的問題が起りうるかを考察する。

１．録音行為の是非

わが国の憲法第 条 項では 通信の秘密 を保障しているが、通信の秘密は当事者間には存

在せず、第三者に対抗するものである。従って相手方に無断でテープに会話を録音していたとし

ても、録音をする行為そのものは、メモを取るのと同じであるといえるので、問題がないと思わ

れる。

２．音声ファイル公開の是非

これまでは、このような音声ファイルを作って不特定多数に公表することは容易にできなかっ

たが、音声ファイルを作成するソフトが容易に入手できるようになってから、手軽に公開するこ

とが可能になった。東芝 事件の影響で、暴言を吐かれた際に録音しておきホームページで

公開することを勧めるホームページまで登場する始末である。

（ ）音声ファイルの著作性

では、会話の内容を録音したテープが著作物だと考えたらどうであろうか。

氏はホームページの内容の著作権を放棄する コピーフリー宣言 をしている。これ

によって多数のミラーサイトが登場することになり、 氏本人のホームページでは内容が

削除されても、ミラーサイトでは今もなお音声ファイルが入手可能になっている。

しかし、もしこの音声ファイルを著作物とみなせば、東芝社員との間で行われた会話であるか
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ら、これは 氏一人の著作物ではなく、両者によって制作された共同著作物ということに

なる。従って相手方に無断で録音内容を公開すれば、まず、著作者人格権のうちの公表権侵害（著

作権法第 条）に相当するはずである。また公衆送信権侵害（同法第 条）が成立し、場合によっ

ては複製権侵害（同法第 条）となることも考えられる。

（ ）人権・人格権の問題

他人の声を録音した物を勝手に公開することは、そもそもその当事者の人権、もしくは

人格権を侵害することにはならないのだろうか。もしそうだとすれば、不法行為（民法 条）

や名誉毀損（同 条）に基づく損害賠償請求が可能なのではないだろうか。

（ ）差し止め請求の可否

今回の東芝 事件のように、ホームページからの情報発信を差し止めることは、法律構成

上可能なのだろうか。今回、取り下げられてしまったのが残念である。しかし、実際に法的に差

し止めたとしても、ミラーサイトなどには必ず次々と同じものが出現するので、現実的効果があ

るかどうかは疑問である。

３．ホームページ上で告発行為の是非

ホームページでの表現行為は、その表現方法、内容によってその他にも以下のような様々な法

的問題が発生すると考えられる。

（ ）名誉毀損（刑法 条１項）

他人の名誉を毀損する事実をホームページに掲載すれば、公然と事実を摘示して人の名誉を毀

損したことになり、名誉毀損罪になる。

（ ）信用毀損罪（同法 条前段）

虚偽の風説を流布して、他人の信用を毀損すれば信用毀損罪になる。

（ ）業務妨害罪（同法 条）

虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の業務を妨害すれば、業務妨害罪になる。

（ ）強要罪（同法 条）

相手方、またはその親族の生命、身体、自由、名誉や、財産に対し害を加える旨の言動をなし

て脅迫すれば強要罪になる。

（ ）脅迫罪（同法 条）

恐怖心を起こさせる目的で、相手方またはその親族の生命、身体、自由、名誉に危害を加える

ことを通告すれば、さらに人を恐喝して財物を交付させること（同法 条 項）および人を恐喝し

て、財産上不法の利益を得、または他人に得させること（同条 項）は脅迫罪になる。

（ ）恐喝罪（同法 条）

人を脅して、金銭を要求すれば恐喝罪になる。

（ ）秘密漏示罪（同法 条）
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一定の職にある者（医師、薬剤師、弁護士、公証人など）またはあった者が、その職務上取扱っ

たことにつき知り得た人の秘密を漏示すれば、秘密漏示罪になる。

第３章 インターネットの法的位置づけ

この章では視点をさらに広げて、インターネットを法的にどのように位置づけることが適切か

を考察する。

１．従来のメディア

これまでの歴史上において、情報を伝達するメディアは、プリント（新聞・雑誌等の印刷メディ

ア）、コモンキャリア（郵便・電話・情報通信の通信）、ブロードキャスティング（テレビ・ラジ

オ等の放送メディア）の順で登場してきた。それぞれは我が国では、憲法第 条が保障する表現

の自由のもとに、その発展過程において独自の規制を作りながら、現在のメディアとしての地位

を確立してきた。

憲法第 条

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

表現の自由の法理は、口頭による表現である言論と印刷による表現である出版を前提として形

成されてきた。そして、表現の自由を獲得するための多くの争いは、新聞、雑誌、書籍などの印

刷メディアをめぐってのものであったといえる。言論・出版の自由は、人の名誉とプライバシー

やわいせつ表現を含むもの以外は、原則として認められている。

報道の自由は、憲法 条に明文化されてはいないが、当然に表現の自由として保障されるもの

と解されている。

放送は同じマスメディアである新聞や雑誌のような印刷メディアと違って、放送法、電波法に

代表される特別の法規制の下に置かれている。

もしこれが印刷メディアに適用されるならば、表現の自由を保障した憲法 条に違反すること

になるが、放送メディアについてその議論がなされないのは、 電波の有限性（周波数の希少性）

放送の影響力（放送のお茶の間性）があるためである。

放送法は憲法 条のもとでの放送における表現の自由を重視している。また同法 条では、 放

送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されるこ

とがない と規定し、放送番組編集の自由を保障している。

しかし、放送メディアにおける表現の自由で重要なことは、放送番組編集準則の存在である。

現行放送法 条の 第 項は次のように規定している。
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放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなけ

ればならない。

一 公安及び善良な風俗を害しないこと。

二 政治的に公平であること。

三 報道は事実をまげないですること。

四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

表現の自由（報道の自由）を保障された新聞社や出版企業などのマスメディアであるが、その他

面で、 年に制定された 新聞倫理綱領 に代表される、権力によらない自主的な出版・報道

の基準・準則が、各種の 倫理綱領 として、マスメディア企業やその連合体により制定され、

それに基づく自主規制の制度を整備している。 テレビ各局も権力によらない自主的な番組統制

を備えている。今日のマスメディアは、このような自主規制が、公権力による規制に成り代わっ

て、出版・報道内容の抑制に大きな役割を果たしているのである。

これには、情報の送り手であるマスメディアから受け手の国民へ情報が流れる際に、公権力に

よる 検閲 と同じ働きがあり、国民が多様な情報を得る際の妨げになっており、 知る権利

や アクセス権 を侵害することになるのではないかという指摘もある。しかし、最近のマスメ

ディアによる加熱気味の行き過ぎた報道、それから発生する人権を侵害するよう報道被害などか

ら考えると、ある程度の倫理自主規制はやむを得ないと考えられる。むしろ、真実だけを正確に

国民へ伝えるという誠意に基づく報道姿勢は、国民からの支持を得て信頼性のあるマスメディア

になっていくであろう。

２． 通信 か 放送 か

憲法 条は、新聞・雑誌・書籍などの出版および放送を 表現 、郵便・電話は 通信 いう

ように、この二つをはっきりと区別している。放送と通信は送信技術の面では基本的に同一であ

るが、放送は一対多のメディア、通信は一対一のメディアと解され、それに応じた個別の法的枠

組みが作られてきた。

従来の情報の受発信は手紙、電話、ファクシミリなどを利用した、特定の相手とのものであっ

たが、インターネットの登場により、世界中の人と国境も越えて制約なしに情報の授受が可能に

なった。インターネットの特徴のひとつには、その双方向性があり、ネットワーク上での不特定

多数からの情報受信、または不特定多数への情報発信というように、双方向的な情報受発信が可

能となった。

情報受発信のためにコンピュータ同士を連結する際には、電気通信事業者の提供する回線が使

用される。そこでの通信は一対一に限られず不特定多数間の通信が可能であり、ここで 通信

と 放送 の概念の区別が不明確になってくる。さらに、双方向の情報伝達が行われるために情

報の送り手と受け手との区別もつかなくなってくる。

わが国の電気通信事業法等の現行法体系上、インターネットは一応 放送」ではなく 通信

の範疇に入れて考えられている。しかし、ホームページを開設すると国内外の不特定多数の人に

― ―



情報を発信し、不特定多数の人がこれにアクセスすることができるので、従来 通信 に想定さ

れていた一対一で行われる情報伝達の概念を大きく超えたものとなっている。こうして、ホーム

ページ上で行われる情報の受発信が 通信 なのか 放送 なのかが揺らぎはじめ、いわゆる 通

信と放送の融合化 が議論されている。

今日科学技術の進歩により進みつつある、衛星通信、デジタル通信、 の普及、データ

放送等の実用化などは、従来の 通信 と 放送 の区分を、技術的にはすでに困難なものとし

ている。そしてインターネットの登場により、この問題はさらに顕著なものとなった。

通信の秘密の観点から、通信によって受発信される情報は以下の三つの分類に分けて考察する

必要がある。

（ ）通信の秘密の対象となる 特定の相手方に対して行われる通信

（ ）通信の秘密の対象とならない 不特定の相手方に対する通信（放送を除く。）

（ ）通信の秘密の対象とならない 公衆により直接受信されることを目的とする通信の送信

放送（有線放送を含む）

特定の相手方に対して行われる通信 は、発信者及び受信者の秘密であるとの前提に立ち、

秘密の保護の範囲は、通信の内容だけでなく、通信の日時・場所、通信当事者の氏名、住所・居

所、電話番号、通信回数等これらを知られることによって特定の通信の意味内容が推測されるよ

うな事項を含むとされる。従って、まず、特定の相手でない、すなわち不特定多数の相手に向け

て行われる通信は、秘密の保護の対象にはならないと解することができる。

さらに 公衆により直接受信されることを目的とする通信の送信 は 放送 または 有線放

送 とされている。そこで通信の秘密の対象にはならないが、 放送 にも該当しない通信とし

ての 公然性を有する通信 という概念が用いられ始めた。 インターネットもこの 公然性を

有する通信 という概念で捉えることが、もっともふさわしいといえる。以下、この前提にそっ

て話を進めていきたい。

３．公然性を有する通信

３．１ 第３の定義 公然性を有する通信

通信の秘密の対象にはならないが、放送」にも該当しない通信としての 公然性を有する通信

がインターネットでの主要部分を成している。ホームページ上で公開されているコンテンツは、

ほとんどがこれに該当する。ホームページでは、文字、音声、静止画、動画を表現することがで

きるため、放送に近い要素を持っている。従って、受信者に与える影響力も非常に大きいものと

考えられる。

これを 放送 か 通信 かという二元論で整理するのではなく、 放送 における不明確さ

を認識しながら、 秘密の通信 に該当しない立場での 公然性を有する通信 の概念を確立さ

せることが有効な手段ではないだろうか。 放送 として強い規制の下に置くかどうかという議
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論よりも、 公然性を有する通信 の規制がどのようにあるべきかを、先に議論すべきである。

通信と放送の区別よりも、秘密を守ることが必要な 通信 と、 公然性を有する通信 の区

別の方がまず重要であると思われる。その上で 公然性を有する通信 の中でも、特に社会的影

響力の大きい通信については、これを 放送 として捉え、放送番組と同様な規律を課すことが

適切であると考えられる。

３．２ 公然性を有する通信 はどうあるべきか

インターネット上には違法・有害情報が氾濫して、犯罪や人権侵害が多数生じている。

わいせつ的表現、名誉毀損、誹謗中傷、暴力的表現、詐欺行為、プライバシー侵害、著作権侵害、

肖像権侵害、ねずみ講など、およそ実社会で問題視されている全ての事項がインターネット上に

はある。

違法・有害情報が氾濫している理由としては、インターネット上での情報発信行為が極めて簡

単であること、大量かつスピーディーに伝達できること、匿名性、一括管理システムの欠如など

が挙げられる。なかでも最も大きな問題点は匿名性にあるのではないだろうか。

インターネットでは本名を使う必要がなく、匿名での情報発信が可能である。その一方で本名

を隠すことができる安心感から、無責任な言動に走りがちだと批判されている。

匿名での表現活動には、例えば不正行為の内部告発のように、告発後の報復を恐れて自己抑制

されていた情報を公にするという意味では、社会的に有意性を備えている。しかし匿名による情

報発信が、表現の無責任さを誘発しやすいのも事実である。

そもそも人は表現行為にあたり、自己の発言や行為には絶対的に責任を持つべきである。出版

メディアも放送メディアも常に責任者を明確にし、その表現行為内での発言に対して責任を持っ

ている。これだけの人権侵害や犯罪が行われている以上、不正利用の主たる動機づけを与えてい

る 匿名性」を制限することも必要なのではないか。誰でも簡単に世界に向けて情報を発信でき

るというインターネットのメリットは残しておきながら、不正利用者等に悪用されることを防止

するために、効果ある改善が必要である。

ただし、匿名といっても、プロバイダーは個人情報を把握しているので、全く匿名ということ

ではない。しかし通常は、無責任な発言によって何らかの被害を受けた人が、プロバイダーに対

して加害者の身元を教えて欲しいと願い出ても、電気通信事業法上の通信の守秘義務の関係で教

えることはできない。（プロバイダーは電気通信事業法上の第二種電気通信事業者に該当し、取

扱う通信サービスについて、検閲の禁止（ 条）および秘密の保護（ 条）が義務づけられている。）

しかし、これを 公然性を有する通信 の概念で捉えれば、不特定多数のアクセスを想定してい

るため、これには従来の通信の秘密の保護は及ばないと解されている。先に述べたように、通信

の秘密には通信の日時・場所、通信当事者の氏名、住所・居所、電話番号、通信回数等の発信者

に関する情報も保護の対象とされている。これらの秘密の保護も受けないとなるとすれば、 公

然性を有する通信 では発信者に関する情報も開示も許されるということになる。ただし、匿名

による表現行為もそもそも憲法で保障されたものであり、発信者情報の開示は、その運用時にお
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いて、人権侵害が明らかである場合や刑法犯罪に関わる場合などの厳格な要件のもとでのみ認め

られるべきである。

さらに問題となるのは、無料のホームページスペースを提供しているサイトでのホームページ

である。通常はこのような無料ホームページ開設する際の申し込みは、本人を特定する情報を記

入する必要がない、あるいは虚偽の内容を記入しても可能な場合が多い。この場合、発信者を特

定することは困難であり、管理者側で一方的にコンテンツを削除する他は手立てがない。

そもそも、匿名でなければ発信できない情報とはどのようなものであろうか。正当な主張であ

ればあえて匿名にしなくても、正々堂々と公表できるはずである。匿名性が利用されるのは人権

を守らなければならない等の特別な事情がある場合のみに限られてよいと考える。

これらの問題に対する一つの勧告として、電子ネットワーク協議会は インターネットを利用

する方のためのルール マナー集 （平成 年 月 日）を発表し、インターネットの正しい利

用を呼びかけている。これには、電子メールを利用する際の注意事項や、ホームページ開設にあ

たっての注意事項が記載されている。

第４章 インターネット時代における社会制度のあり方

これまでで述べたように、インターネットの世界でも一般社会の法理を当てはめていくことが

可能である。しかし、インターネットの性質上、既存の法制度だけでは対応しきれなくなってき

ている場合があることも否定できない。もっと大きな視点で言い換えれば、インターネット時代

には、既存の法制度に頼るだけでなく、それよりさらに広い社会規範や制度、倫理、また企業に

おける内規など、社会制度全般を時代にふさわしいものに変え、対応していく必要がある。

１．インターネットの影響力

東芝 事件で見たように、これまでは比較的に立場の弱かった一般消費者が、インターネッ

トという新しいツールを使って発言力を持ち、大企業に対抗できるようになったという面では、

新しい民主主義社会の到来という意味で好感が持てるが、このメディアを利用して企業を陥れよ

うとする動きが続出する危険性もある。実際に、この事件と同じように個人が企業を告発するホー

ムページが後を絶たない上、今後もますます激化していく恐れもある。（もっとも、このような

情報が蔓延しすぎて、ついには誰も感心を持たなくなるだろうという見方もある。）ある週刊誌

は東芝 事件報道の中で、個人の情報発信であるメディアであるホームページを 第５の権

力 と定義した。それほどインターネットを利用することが現代社会で大きな影響力を持ってい

ることを示している。

氏に謝罪した東芝の副社長は記者会見の席で、 インターネットでなら自分の都合のい

い話だけを流すという、一般社会では許されないことをやってもいいのか。 ともらしていたと

いう。確かに、わが国では憲法 条で表現の自由を保障されている。しかし、ホームページ上な

― ―



ら何でも言えるという誤った概念は、インターネットの将来を揺るがしかねない危険性がないだ

ろうか。私たちが 第５の権力 を真の意味で獲得するには、権力行使の妥当性を理解すること

が必要なのではないだろうか。

なぜ今回の事件が大きく取り上げられ話題となったのか。それには、情報発信者の匿名性、同

賛者の匿名性、反論者の匿名性、情報伝播のスピードの速さ、情報入手の容易さ、情報複製の容

易さ、不特定多数への情報発信などが考えられる。そして何といっても音声ファイルの存在は無

視できない。文字で表現することは臨場感が出ないため限界があるが、音声なら説得力がある。

また、一度流れはじめた情報は、技術的に止めることが不可能であるという点に注意しなけれ

ばならない。東芝は妨害排除請求の仮処分申請を提出したが、もしそれが通って差し止めができ

たとしても、すでに大量配信されているデータまでの差し止めは不可能である。ここにもインター

ネットの特徴が表れている。

２．今後に予想される危険性

事例で取り上げたものと同じような告発タイプのホームページが、今後ますます増えることが

予想される。特に面会時や電話での会話のやりとりを録音して音声ファイルを公開するものが増

えるであろう。かつて 和歌山毒入りカレー事件 の手口を 新潟毒物混入事件 の犯人が真似

たように、世の中に事件の内容が広められることによって、同じような方法を使う人が必ず出て

くるものである。当事者の電話の録音行為は原則的に違法ではないうえ、最近の情報機器の普及

により音声ファイルを作ることは、機械に弱い人でなければ非常に容易にできるようになってい

る。これが音声にとどまらず、静止画、動画になってくれば、肖像権、パブリシティ権の侵害と

いった問題も出てくる。ライバル企業が一般消費者を装って、ホームページ上で相手企業の営業

を妨害するような内容の噂を流すケースが出てくる可能性もある。

これまでの告発といえば、公衆トイレの落書き等のレベルの低いものから、怪文書、新聞への

投書などで、それほどの社会的影響力を持ち合わせてはいなかった。また署名運動などでは多く

の人の協力を得なければならなかった。それほどに個人が大きな企業や団体などに対して意見を

言うことは非常に勇気のいることであった。また、その後の反響や、その影響を個人一人で背負

うにはあまりにもリスクが大きすぎて、情報発信以前にあきらめてしまうことが多かった。イン

ターネットはこうして不可能であったことを可能にしたが、使い方を誤ると現実社会への影響も

大きくしてしまう恐れがある。

インターネットの利用が急激に増大したことから、インターネット歴が浅いユーザーが多いこ

とが考えられるため、インターネット活用に関する注意事項やガイドラインをもっと周知徹底す

る必要がある。これはプロバイダーの役割であり、入会時に注意事項を配付するなどの工夫が必

要とされる。場合によっては入会時またはホームページ開設時に規約への承認をとっておいて、

それに反するユーザーに対しては退会処分にするなどの制裁もあってもよいと考える。

問題なのは刑法や民法に違反しない有害情報の発信である。法に触れないからといって何を

やってもいいのだ、という考えはインターネットを無秩序に利用することを助長することになる。

結局のところ、発信された情報が善意であるのか、悪意であるのかを見分けるのは、発信する
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側の問題ではなく、その情報を受け取る側の問題といえる。発信された情報を鵜呑みにせず正し

く判断する能力が必要である。インターネットが自由な言論の場であるためには、それを受け取

る側にメディア・リテラシー（メディアを主体的・分析的・批判的に利活用する能力）がどれだ

け備わっているかが重要なポイントとなる。

３．企業の課題

このような企業を告発するホームページが多数登場する中で、企業は自社の管理体制をあらた

めて見直す必要がある。東芝 事件がインターネットの持つ影響力とその背後にあるネット

社会が持つ大きな力を痛烈に示したであろうことは異論がない。企業の法務部等は今後このよう

な点も考慮した上で、企業運営・危機管理に取り組むべきである。

企業に求められる態度として、以下のような点が考えられる。

（ ）対応は迅速にすること

東芝が自社のホームページで説明したのは、 氏がホームページを開設してから、約１ヶ

月後であった。それ以前にも のフォーラムで東芝のサービスに対する不満が 氏に

よって書き込みがなされていたし、東芝側もそれを随時確認していたはずである。ここまで大き

な問題になったのは、東芝の対応が遅れたことが影響したと考えられる。

（ ）インターネットの威力を認識すること

電子メールは多数に向けて送信することができるため、ひとたび電子メールの中でホームペー

ジの紹介がなされると、瞬時にその情報が広がるという伝播性を持っている。インターネットで

はメーリングリストやメールマガジン、ニュースの配信などのサービスが普及しているため、ひ

とつの情報が多数のもとに配信されるのは時間がかからない。また、複製が容易にできるため一

度流れた情報を止めることは技術的に不可能である。

（ ）苦情における対策を末端まで浸透させること

たとえ企業が お客様相談窓口 を設置して、消費者のクレームを一括して管理していても、

すべてのクレームがはじめからそこに行くわけではない。相談窓口には専門相談員を配置できる

が、その部署に連絡が到達するまでに、電話がたらいまわしにされたり、回答に時間がかかった

りでは、ますます消費者の怒りを買うことになる。企業はこのような点にも留意して、自社で危

機的事態が起こった場合にどう対処するかを、あらかじめ検討し、企業全体に周知しておく必要

がある。

このように多くの企業はこれらの事件を、他人事と軽視せずに、自社に起こったものと捉えて

教訓にしていかなければならない。

おわりに

インターネットは政府等の公権力に規制されない情報の流通の場として発展してきた経緯があ
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るため、過度な政府による規制はインターネットの長所を奪うことになる。従ってインターネッ

トに関する規制法を新たに設けるのではなく、既存の法体系を適宜適用してこの新しいメディア

に対応していくことが妥当である。 インターネットの世界は無法地帯である などといわれる

ことも時としてあるが、 オフ・ラインでの違法行為はオン・ラインでも違法行為である とい

うことを当然の考え方とすれば、決して無法地帯であるわけではない。しかし、ネットワーク全

体を集中的に管理する組織がないため、インターネットの世界では、その細かな部分の利用につ

いては、ユーザーのモラルに委ねざるを得ない部分も多々ある。つまりはインターネットを利用

する人々すべてが、もっと法規範や社会規範に対して敏感であることが求められるわけである。

また、インターネットに関する事件では、マスコミ側にも知識や理解が不足している場合も多く、

一方の当事者をあたかも被害者であるかのように扱ってしまい、世論を不適切な方向に、導いて

しまうこともある。

今日のインターネットを作り上げた多くの研究者たちの努力と苦労を無駄にしないためにも、

それを使う私たちに与えられている責任を自覚すべきである。
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はじめに

インターネットは、 年代末に米国国防総省高等研究計画局（ ）が、全米規模の実験

的コンピュータネットワークである を構築したことにより発している。その後

年に全米科学財団（ ）が運用していた に受け継がれ、学術研究用ネットワークと

して、全米各地の大学のコンピュータが接続されていた。 年に の実験的役割が終り、

商用目的の利用が可能になると、インターネットは世界的に発展した。１）コンピュータの低価

格化、インターネット関連アプリケーションの操作性の改善も手伝って、個人ユーザが激増し、

企業においては ホームページ による情報発信、とくに広告の媒体として利用されるに至って

いる。

インターネット初期のころにおいては、ホームページアドレスや電子メールアドレスのなかに

含まれる ドメインネーム は本来コンピュータの宛先であり、アクセスを容易にするためのニッ

クネームのようなもので、工学的に一意性が証明されて、わかりやすければいいというくらいの

基準で決められていた。

ところが、インターネットが商業ベースにのり、ドメインネームが広告や情報交換のための 標

識 としての役割を果たすようになり、さらに高度情報化への対応等のイメージアップにつなが

るといった付加価値が加わるようになると、現実社会の中の権利である 商標権や商号 と、サ

イバースペースの権利である ドメインネーム とが衝突するようなケースが発生してきた。

このような衝突が起こっている原因としては、 登録機関の違い 効力が及ぶ範囲の違い 言

語の違い などが挙げられる。つまり、これらを保護するための法律や規則は、まったく別の地

域、別のシステムのなかでそれぞれ独自に運用されているから、現在報告されているようなトラ

ブルは当然起こりうる現象であると言えるだろう。

この論文では営業標識とドメインネームの衝突について、いったいどのように解決したらよい

のか 既存の法的枠内による解決 を試みた。なお、考察対象は国内法問題に限定した。また、

問題のフィールドがインターネット上ということでもあるので 技術的解決策 についても調査・

検討した。
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第１章 ドメインネームと商標・商号

この章では現在のドメインネームのしくみと登録の規則を挙げて、商標や商号との違いを確認する。

．ドメインネームについて２）

アドレス

インターネットに接続されるコンピュータは、お互いのコンピュータを識別するために、

アドレスという ビット（２進数 桁）の番号をもっている。これは、ある組織の代表となるよ

うなホストコンピュータであろうと、プロバイダにダイアルアップをしてインターネットに接続

した自宅のパソコンであろうと、基本的にはこの番号を持たないとインターネットに接続出来な

い。

この ビットの番号を、８ビット４ブロックに区切り、さらにその８ビットを 進数表記した

ものが アドレスと呼ばれているものである。例えば、新潟大学内のあるコンピュータの ア

ドレスは であるが、このコンピュータ上にあるホームページ３）を見たかったら、

という （ 。ホームページアドレスと呼ばれ

ることもある。）でリクエストすれば表示される。

ドメインネームシステム

しかしこれでは、 どこどこのホームページはこの番号 というように利用者は対応表を作ら

ねばならず不便である。そこで、ドメインネームというある程度意味のある文字列を使うことに

よって、コンピュータの識別符号が、わかりやすく覚えやすいものとなった。電子メールのアド

レスでも、 ＠ よりは ＠ のほうが、送信者

の所属を概ね判断することができるので便利である。

ドメインネームシステムは、ドメインネームと アドレスの対応表のようなデータベースを

使って、利用者から というリクエストが出されると

という アドレスに変換して、目的のコンピュータにたどりつくという仕組

みである。

ドメインネームの構造

ドメインネームは、電子メールアドレス・ 等のなかに使用されている。

たとえば ＠ という電子メールアドレスであれば ＠（アットマーク）

以降の部分が、 という であれば、プロトコル（ ）を

除いた がドメインネームということになる。

ドメインを例にして、ドメインネームの構造を説明する。

― ―



↑ ↑ ↑ ↑

：国別

ドメインネームの一番うしろの２文字を国別 （ ）という。

国別 は、主に各国の （ ）が独自に運用しており、登録

規則はそれぞれ異なっている。各国の は、商標の登録をおこなう機関とは異なる民間機

関であることが多く、ドメインネームの申請は先着順で処理されている。

また、 ドメインは国内の組織にのみ付与されるが、トンガ王国の ドメインなどいくつ

かの国では、どこの国の組織でも申請を受けつけている。

：第２レベルドメイン

その組織の種類を表わし、 ， ， ， ， ， ， ， などがある。

ドメインネーム問題でとりあげられるものは、 （会社、銀行）が多い。

：第３レベルドメイン

・組織の名称などが多い。以前は第３レベルも、 ドメイン空間の中で一意でなければならな

かったが、現在はその要件がなくなり、属性が異なれば同じ文字列でも登録できる。（たとえば、

、 、 、などの並存が可能。）

・３文字から 文字の英字および数字で構成される文字列。

（ など、数字のみも可能）

商標や商号と衝突するのは、主にこの部分である。

：サーバ名、もしくはサブドメイン

サブドメイン・サーバ名については、組織内でその宛先が特定できればよく、 に申請

して登録する必要はない。

米国の組織に多いトップレベルドメインで、 と呼ばれている。（ ）

現在は ， ， などがある。

米国の企業で一般的にみられるドメインネームは、 などであるが、だいたい

以下のような規定になっている。

申請順に登録される、という以外の規則はないため、

・譲渡売買可能

・その組織の国籍は問わないので、世界中のどこからでも取得できる

・１組織複数登録

ということが可能になっている。

― ―



ドメインの登録規則４）

のドメインネーム登録規則は以下のようになっている。

（本論文で関連するものを抜粋）

・先願主義（第７条）

・１組織につき１ドメインしか申請できない（第９条）

・社会的許容性を欠く文字列を含む場合、そのドメインネームの登録をしないことがある。（第 条）

・移転の禁止（第 条）

・申請は 希望ドメイン 組織名 住所 代表者の氏名・連絡先 などを記入した電子メー

ルを 宛てに送信することによって行われる。（第 条）

・属性によって、申請時に 登録要件確認票 代表者の印鑑証明 が必要であるが、 属性は、

申請時にその組織を証明するような書類の提出は必要ない。（第 条）

．商標や商号との違い

登録機関

登録機関、つまり管理している機関が違うということが挙げられる。

ドメインネームは ドメインであれば 、商標は特許庁、商号は所轄の法務局となっている。

登録されたものの適用範囲

登録されたものの適応範囲についてもそれぞれ違いがある。

ドメインネームはインターネット全体のなかで一意でなければならない。

登録商標の場合は、 種類の指定商品・指定役務ごとに登録されるため、種類が異なれば同一登

録商標が存在する場合もありうる。

商号は所轄の法務局内で同一目的の同一又は類似のものが存在しなければ登録が認められるから、

全国的に同一名称のものが多数存在する。

登録できる文字列等

ドメインネームは前述したとおり、英数字であればなんでもよい。

商標の場合は、商標登録を受けることができない文字列が規定されている。（商標法第４条）た

とえば、他人の氏名・名称・著名な雅号等（例： ）や、著名な商標と同一又は類似の

商標等（例： ， ）がある。商号の場合は、日本語の文字列のみ登録可能で、英字で

の登録はできない。

第２章 問題となる ドメインの登録状況

上記の通り、 ドメインは １組織１ドメイン名のみ登録可能 移転禁止 として、売買目的

等の登録をしにくいように、 に比べ規則が厳しくなっているが、問題となる事例がいくつ
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か報告されている。

なお、調査には ドメインネームデータベースを利用した。５）

．周知または著名な企業の商標や商号と同音の英字表記のドメインネームが、関係のない組織

に取得されたケース

デパートの松坂屋ではなく、コンピュータ機器販売会社の登録。

当初、アダルトグッズを販売するホームページであったため、悪質なドメイン登録として注目さ

れた。 年９月現在も同社の保有であるが、ホームページにはなにも表示されない。

伊藤園、ロッテ、ハナエモリとは無関係と思われる組織が登録していた。

それぞれ組織名は違うが、登録担当者や技術担当者が同じ名前であり、実体は同じ組織の申請で

ある可能性が高い。

なお、これらは以前なんらかのホームページを開設していたようであるが（ はアダル

トサイトであった）、ドメインネームを登録しているのみで、ネームサーバ未設定の状態が ヶ

月経過したため、 年１月 日をもって登録抹消期限が到来した。（ ドメイン名登録規

則第 条）

現在は は伊藤園、 はロッテの保有となっている。

は、登録者なしの状態であった。

東京のウェブ関連会社が、同社のホームページでこれらドメインネームを公開し、一部企業にド

メインネーム買い取りを打診したという。

我国のドメインネーム登録規則では、ドメインネームの取得は一団体につき一件としたうえで、

譲渡売買が禁止されている。この件について、 は について架空の組織に

よる申請だったとしてデータベースから削除し、その後申請のあった通信販売会社セシールに

の利用を認めている。６）

も、 年５月には冷凍食品会社加ト吉が登録している。

このように、 ドメインは原則として １組織１ドメイン であるが、それを厳格に審査し

ているわけではないので、組織名をかえて複数取得しているケースが存在する。

．同一人物が、組織名をかえて多数登録しているケース。

商標問題と直接関係はないが、多数の組織名を使用すれば、同一人物が複数のドメインネー

ムを取得することができる。下記のドメインネームは代表者氏名がすべて同一であった。

［ドメイン名］
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［組織名］ホケン・シーオー・ジェーピー インコーポレイテッド

［ドメイン名］

［組織名］ギンコー・シーオー・ジェーピー インコーポレイテッド

ほかにも など、優に は超えると思われる。

．実際に提訴されたケース７）

株式会社ジャックスが 年 月、自社の商標 をインターネット・ドメイン名に使っ

たとして富山の業者を富山地方裁判所に提訴した。

問題のホームページ は富山の企業 数社の親ぼく団体、

（ ） が設けたものである。

そのページでは、携帯電話を販売しており 自社業務と競合する可能性がある という理由で

ジャックスは不正競争防止法で提訴した。その後、このページでの物品販売はやめたものの、

ジャックス側は 断固ドメイン名の使用停止を求める としている。

現在、 は 専門店街ひよこタウン というホームページを開

設しており、内容は などのリンク集で、それらリン

クされているホームページのドメインネームは、すべて富山県内の組織として登録されている。

第３章 既存の法的枠内での検討

商標権者等が、自己の有する商標・サービスマーク・商号等を英字表記したドメインネームを取

得しようとした場合、すでに他人がそのドメインネームを登録していたとき、どのような対抗手

段が考えられるかということを、既存の法的枠内（特に商標法・不正競争防止法）でまとめてみ

たい。

なお、ここでは ドメインにおける第３レベルドメインについてを対象とし、サブドメインに

ついては考慮しない。また、ホームページ内に表示されるドメインネーム（多くはリンクの問題

になるが）については除外し、ブラウザ上の もしくは 場所 の欄に表示される、

としての使用についてを検討の対象とする。

．ドメインネームの知的財産法的位置づけについて

米国では商標権とドメインネームが衝突したことによる訴訟が数多く提起されている。

我が国においても、著名商標を含むドメインネームが無関係の組織に登録されている例がいくつ

か報告されている。

そこで、商標権の効力がドメインネームにまで及ぶかどうか、他人の登録商標等を英字表記した

ドメインネームを登録して使用することが、商標権の侵害といえるのかどうかを考える前に、ド

メインネームの知的財産法的位置づけについて整理する。
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ドメインネームは商標法における商標といえるかどうか

商標法における商標の定義は商標法第 条に定められている。それによると商標といえるため

には 標章であること 業として使用するものであること という要件を満たしていなければ

ならない。

標章とは 文字、図形、記号もしくは立体的形状もしくはこれらの結合又はこれらと色彩の結

合 とされており、文字列であるドメインネームは標章といえる。

また 業として とは営業との関連のみに限定したものでなく、 一定の目的の下に継続・反

復して行う行為 という意味に解されていることから、ホームページをインターネット上に公開

する行為は 業として ということが言える。

さらに 使用するもの という要件については商標法第 条 項各号で具体的に列挙しているので、

その定義に該当するかを検討すればよい。そのホームページで何をしているかによって分類する

必要があるが、情報提供サービスなどを行っている場合は商標法第 条 項 号または 号に該当し、

商品の広告を行っている場合は商標法第 条 項 号に該当するものと思われる。

以上のことから、ドメインネームは商標法における 商標 と認められる可能性がある。

ドメインネームは商標として機能しうるか

前述したとおり、ドメインネームが単に アドレスの代用、と考えればインターネットに接

続されたコンピュータを識別するための符号でしかない。それは、コンピュータの固有の名前と

いうよりは、インターネット上の位置情報を示す符号ということになる。

のドメイン名登録規則第２条（ドメインネーム登録の目的と意味）においても、 当セ

ンターのドメインネームの登録は、インターネット上での識別子として用いることを目的として

行うもので、当センターが管理する ドメインネーム空間におけるドメイン名の一意性を意味し、

これ以外のいかなる意味も有さない。 としている。

これまで各所で行われた議論や論文においても、 としてのドメインネームの使用は、単

なる 宛名 のようなものであって、商標の使用には該当しないとするものが多数みられる。そ

の組織のドメインネームがわからない場合であっても、検索エンジンなどによってアクセスする

ことが可能で、推量で ○○○ とすることは少ないから、ドメインネーム自体が商品・

役務の出所表示機能を果たしているとはいえない、という意見である。

ところが、ドメインネームはもともと 単なる番号ではなく、覚えやすい文字列でコンピュー

タを管理しよう という目的で付与されたものであるから、組織名や一般名詞など、利用者の記

憶にのこりやすかったり、概念や現象を容易に想起できるものであることが多い。

そして、インターネット利用者は、ドメインネームを入力してホームページを表示させ、その

行為を何回か繰り返すうちに、表示されているホームページとそのブラウザ上に表示されている

ドメインネームとの関連性を認識し、ドメインネームによってホームページを他のページと識別

したり、出所を確認するようになる。したがって、このような使用態様を考えれば、ドメインネー

ムは ホームページの識別標識 として機能し、商標的使用が認められるといえる。
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ドメインネームは商標と類似するものといえるか

他人の商標を含むドメインネームでホームページを開設することによって、それが商標権侵害

にあたるかどうかを判断するときに、はたしてドメインネームは商標と同一又は類似するものと

いえるかどうかが問題となる。

会社等のホームページであれば、 欄には ○○○ と表示されてい

ることが多いであろう。 ○○○ の箇所に商標を英字表記したものが入ることになる。そこで

まず検討しなければならない点は、 ○○○ を除いた をどう考えれば

よいかという点、もう１点は日本語の商標を英字表記したものが類似といえるかという点である。

商標の類似判断にあたっては、従来の裁判例において具体的判断基準が形成されているのでそ

れらを参考にしてあてはめてみた。

・分離観察（要部観察）による判断

分離観察とは、複数の文字、図形、記号などの組合せによって構成されている商標を分離し、

可分な特定の部分を抽出して、これを対比観察することによって、その類比を判断する方法を

いう。この場合において、抽出するべき部分は、自他商品識別力を有する部分、すなわち取引

者または需要者の注意を惹く部分であり、これが類似するときには、他の部分に相違があった

としても、二つの商標は全体として類似しているということになる。８）

の部分は、企業の であればほぼ同じ部分であり、自他識別力は

ない。需要者の注意を惹く部分は ○○○ の部分であり、この部分のみを比較することが可

能である。

・次に、上記により抽出した部分を比較することになるが、伝統的に 外観 呼称 観念 の

３点を判断要素としている。そのうち 呼称 において類似するということは、二つの商標を

聴覚によって対比し、発音が類似していることを意味する。したがって、日本語を英字表記し

たドメインネームは呼称において類似しているといえる。

以上 により、ドメインネームには商標概念、商標法的使用、および商標との類似が認め

られることもあるから、他人の登録商標と同一又は類似のドメインネームを使用していた場合に

は商標権侵害を構成する可能性がある。

しかし、だからといってドメインネーム単体を独立させて商標権と対等に扱うことはできない。

なぜなら、我が国のドメインネームは により先着順に登録されるのみで、登録商標と抵

触するか否かはもとより、先登録ドメインネームと混同を生ずるか否かについての職権的な審査

は行われていないし、商標法では自他商品または役務の識別力のないものは登録が認められてい

ないが（商標法第 条 項各号）、ドメインネームは英数字からなる文字列ならなんでもよい、と

いうように、まったく別のシステムのなかで存在しているものであるからである。

関連各法の適用については、ドメインネームを含む とそれとともに表示されるホームペー

ジとの関連性において判断されるべきである。
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．ドメインネーム（ ）の使用態様による分類

ここで、どのような使用態様があるか分類し、そのときにどのような法を根拠として権利主張が

可能かということについて列挙する。

なお、ここでの分類は ネットワーク商標問題調査研究委員会の報告書 ９）での分類を参考に

した。

社の商標と同一又は類似の文字列を含むドメインネームでホームページを開設し、自社商

品の販売活動又は広告活動をおこなっている場合であって、 社の商品等と同一又は類似である

場合。

商標法による権利主張

ホームページを不特定多数の者に継続して提供する行為は、業として情報を提供する行為すな

わち情報提供という役務にあたるので、商標法第２条１項２号のサービスマークとしての使用と

いえる。

ホームページ上での販売活動、広告活動について、現実社会との違いを考えると、折り込みチ

ラシやパンフレットのような紙媒体での広告かホームページの広告かの違いにすぎず、パンフ

レットや広告に識別標識であるドメインネームが付されたものと解釈できる。したがって、商標

法２条３項４号 役務の提供にあたりその提供を受けるものの利用に供するものに標章を付した

ものを用いて役務を提供する行為 にあたるか、もしくは同７号 商品又は役務に関する広告、

定価表又は取引書類に標章を付して展示し、又は頒布する行為 にあたり、商標の使用と認めら

れる。 したがって、 社の商標が登録商標であった場合には、商標法 条１号により商標権侵

害が認められる可能性がある。

不正競争防止法による権利主張

社の商標に係る商品と類似の商品を販売し、広告しているのだから、誤認混同の可能性があ

り、不正競争防止法第２条１項１号に該当すると考えられる。

不正競争防止法第２条１項１号は 他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている

ものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

を不正競争として定義しているものである。ここでいう商品等表示は 人の業務に係る氏名、商

号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。 と例

示されている。また、この例示以外でも商品または営業について自他を識別し、出所を表示する

ものであればよく、商標法に基づく登録要件や、現に登録されていることまで必要としない。た

だし、 需要者の間に広く認識されている すなわち 周知 でなければならないが、これは全

国的に知られていることを要するという趣旨ではなく、一地方において広く知られている場合も

含むとされている。

社の商標が著名な場合は、不正競争防止法第 条１項 号に該当すると考えられる。

不正競争防止法第２条１項２号は、 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一
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若しくは類似のものを使用 した場合の定義で、著名な商品等表示の場合には１号のように混同

を要件としていない。ここでいう 著名 とは、周知の商品等表示の中でも特にその営業努力な

どによって高い名声、信用および評価が備わり、全国的に広く知られるようになったものをいう。

社の商標と同一又は類似の文字列を含むドメインネームでホームページを開設し、自社商

品の販売活動又は広告活動をおこなっている場合であって、 社の商品等と非類似である場合。

商標法による権利主張

商標の使用 に関しては、 のケース同様認められる。

しかし、扱っている商品・役務が非類似であるから、 社の商標が登録商標だったとしても、商

標法第 条が 指定商品又は指定役務について登録商標を使用する権利を有する としているこ

とから、 社の商標権の効力は及ばないと思われる。

ただし防護標章登録があるときは、商標法第 条第１号に該当する場合もある。

不正競争防止法による権利主張

社の商標が周知であった場合、その商品又は営業が非類似であっても、需要者において新規業

種参入など誤認を生じる可能性がある。その場合、不正競争防止法第２条１項１号が、また、

社の商標が著名であった場合は と同様、２号に該当する。

社の商標と同一又は類似の文字列を含むドメインネームでホームページを開設し、非営利

活動として情報提供活動を行っている場合。

営利を目的としない情報提供活動を行っていることから、このケースではただちに商標の使用と

はいえない。しかし、商標法第２条１項に規定する 業として とは 一定の目的の下に継続・

反復して行う行為として という意味であり、営利的な目的で行われる行為であることを要しな

いとしているから、他人の商標の使用と認められる場合もある。

不正競争防止法の適用については、営業との関連において判断されなければならないのでこの

ケースにはあてはまらないと思われる。

社の商標と同一又は類似の文字列を含むドメインネームを登録しているが、ホームページ

は開設していない場合

ドメインの場合、移転禁止という規則があるが、売買・貸与の目的、または単に不法占拠の

目的で他人の商標と同一の文字列を登録しているケースも存在している。（本論文第２章参照の

こと） しかしながらこの場合、あわせて判断されるホームページが存在しないため商標の使用

に該当しないし、 同様、不正競争防止法の適用も難しい。

ドメインネームを登録してもインターネットに未接続な状態が１年たてば、自動的にその権利は
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解除されるが、このようなケースでは、接続していても空白ページのみでなにも表示されない場

合が多い。

のケースについても言えることだが、 社がそのドメインネームを登録できない状態にし、そ

のドメインネームでホームページを開設することを妨げているとすれば、営業妨害にあたり、民

法第 条の不法行為に該当する場合も考えられるが、ここでは のケースに関連して、下記

の米国の判例を参考に考えてみた。

インターマティック社 対 トッペン 事件 ）

（連邦地方裁判所イリノイ州北部地区 年 月 日）

［事実の概要］

インターマティック社はコンピュータ製品を販売し、自社製品に の商標を使用し

ていた。被告のトッペンは 年 月に のドメインネームを取得した。

これに気づいたインターマティック社は、被告に対してドメインネームの返還を求めたが、被告

はこれを拒絶したため、原告は被告によるドメインネームの使用は商標権を侵害するとして訴え

を提起した。

［争点］

・被告の行為は混同のおそれを惹起するものとして商標権を侵害したか

・被告の行為は原告の商標をダイリュートするものであるか

ダイリューション：

ランハム法 条（連邦商標法）の定義では

著名商標の、商品またはサービスを特定または識別する能力を減少させるもの と

されている。

［判決］

被告の開設したウェブサイトには単に被告が居住している街の地図がディスプレイされているだ

けで、原告が仮にウェブサイトを開いた場合、原告の製品情報等が含まれると考えられ、両者の

間では類似性が認められないため、混同のおそれは認定されない。

しかし、原告は を使用できないから、原告の商品・サービスを特定しまたは識

別する能力がインターネットにおいて減少しており、被告の行為は原告の商標をダイリュートす

るものと認定し、今後原告が を取得することを妨害してはならないなどの差止

命令をくだした。

判例以上

ダイリューション（稀釈化）は、我国では不正競争防止法第 条 項 項が根拠条文となる。この

規定は著名表示の有する顧客吸引力にただ乗りする行為（フリーライド）や、いかがわしい営業

などにその著名表示を使用することにより、その表示のもつ高い信用・名声・評判とそれを本来

使用してきた者との結びつきを薄め（ダイリューション）、その良いイメージを汚す行為（ポリュー

ション）を規制するものである。

したがって、 社の商標が著名であれば、判断すべきページが存在しないため誤認混同を生ず
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る恐れはなくても、インターネット上において本来その商標を使用してきた者との結びつきが稀

釈化されているということが言え、不正競争防止法第 条 項 号を適用することが可能ではない

だろうか。

第４章 技術的解決の可能性

第３章では法的解決をみてきたが、インターネットや情報処理の技術の進歩は早く、技術的に解

決できる可能性もある。

郵政省において インターネット・ドメインネームに関する研究会 が開催され、その成果

が 年７月７日に報告書としてまとめられた。 ）

そのなかで 世紀のドメインネームに関する将来展望 として、次のようなものがあった。

・電話番号又はそれに類する番号体系（郵便番号など）を導入すれば、 わかりやすさ、覚えや

すさ とともに 商標問題の回避 も可能である。

・ホームページアドレスに対してできるだけ多くの利用者にアクセスしてもらおうとする企業な

どの立場からは、現在のように欧文アルファベットによる表記だけではなく、日本語・中国語・

アラビア語など多言語に対応したドメインネーム・システムが必要であるとの考えもある。これ

により顧客のターゲットによって言語を使い分けることができるし、仮に商標権などの問題が生

じても、その言語の世界だけに紛争処理の広がりを限定することができる。

既存の 以外でホームページを表示させる技術

実験的なものも含めて、 欄（ 欄）に直接組織名を入力したり、インターネット番号を

入力してホームページを表示させるしくみを提供しているものがある。今後、ますますホームペー

ジを開設する組織が増えることを考えると、このような入力形式に移行してゆくものと思われる。

・有限会社バリアフリー（ ）という会社では、 中に日本語

を導入したシステムを実験している。たとえば、 首相官邸 と 欄に入

力すると、首相官邸のホームページに接続する。

また 電話番号 と入力すると、指定のホームページに接続する、電話番号を

用いた転送サービスもおこなっている。

・サイバーネット社が提供する サイバーワーク （ ）は、

欄に直接会社名などを入力し、そのホームページを表示させるしくみである。 に入力され

た文字列で、同社が運営するデータベースにアクセスする、という内部処理を行っている。した
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がって、そのデータベースに該当するページが登録されていない場合は見つからないが、その場

合は 等での検索に移行する。利用するにはまず、 変換プログラム（無料）を一度

インストールしなければならない。

・ハッチサービス（ ）は、 欄にインターネットナンバーと呼ばれ

る数桁の番号を入力することによって、ホームページが表示されるしくみである。このサービス

ではリクルート社発行の雑誌に紹介されているホームページはすべて、インターネットナンバー

でアクセスすることができ、紙媒体と電子媒体をうまく融合させたサービスである。サイバーワー

ク同様、専用アプリケーション（無料）を一度インストールしなければならないが、日立・ ・

富士通のパソコンには購入時に標準でこの機能がついており、初心者にとっては非常に使いやす

いものであると思われる。

（３）その他

・技術的進歩に期待する

将来インターネットがもっと普及し、マシン能力・ユーザインタフェースなどの技術的進歩が

すすめば、キーボードを使う必要がなくなっている可能性もある。そのときに、わざわざ を

入力しているとは思えない。現在、インターネットが家電に取り入れられつつあることを考えると、

テレビ番組をリモコンで選択するような感覚で、見たいホームページを選択するとか、音声認識装

置により希望のページを表示するというような手法が一般的になって行くのではないだろうか。

第５章 ドメインネーム紛争解決方針の策定

．各機関のうごき

年から今までの間でドメインネームをとりまく環境は大きな変化を遂げている。

の登録機関である とアメリカ連邦政府との契約期間が終了するはずだった 年９月

日にむけて、欧米で活発な議論が行われた。

特に、 年 月に設置された、 （ ：インターネット国

際暫定委員会）による （ ： に関する覚

書）において、ドメインネームの管理・紛争解決の方向性が示された。 年４月 日の段階で

は の国際機関や企業や署名を行い ）、 とアメリカ連邦政府の契約終了後、

体制に移行するかに見えた。ところがアメリカ商務省は、 年１月 日付けで インターネッ

トにおけるネームとアドレスの技術的管理を改善するための提案書（通称 グリーンペーパー ）

を公表し、実質的に の活動を凍結させてしまった。 ）

さらにその後、アメリカ商務省はグリーンペーパーに対するコメントを受付け、最終的に イン

ターネットにおけるネームおよびアドレスの管理 いわゆる ホワイトペーパー を 年６月

５日に公表した。 ）
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ホワイトペーパーのなかで、これまでインターネットの アドレス・ドメインネームの管理

をおこなってきた （ ）が、ジョン・ポステル氏を中

心に非営利の新法人の母体となることが示されていた。これを受けて設立した新法人が現在の

（ ）である。

また、紛争解決機構に関しては、 （ ：世界知的

所有権機関）に検討グループを設置し、新法人に提案することが要請されていた。

． インターネットドメインネームプロセス最終レポート ）

ホワイトペーパーの要請を受け、 では紛争防止策を検討してきたが、三度にわたり一般

に広くコメントを要請し（ ） ）さらに世界各地で公聴会を開催し、

年 月 日に最終案をまとめ 理事会に提出した。

最終案では

・ドメインネーム登録から発生する紛争を最小限にするための業務形態

・統一的な紛争解決手続き

・著名・周知商標の保護について

・新 に関する知的財産的立場からの考慮点

などがレポートされている。

紛争解決手続きに関しては、 （ ：紛争解決機関）によ

る解決方針が詳細に規定されている。これをうけて、 年９月 日 から紛争解決ポリ

シーがアナウンスされ、現在に至っている。

日本においても、工業所有権仲裁センター ）においてドメイン名に関する紛争の仲裁が可能と

なっており、おそらく の役割を担うことになるのではないかと思われる。

． 商標等常設委員会 周知商標の保護に関する勧告決議案

年６月に開催された、 の商標等常設委員会においては 周知商標の保護に関する勧

告決議案 が、我が国を含む参加約 ヵ国、国際機関等により議論され、採択された。

この第６条においては、ドメインネームが悪意で登録又は使用されたときは、周知商標と抵触し、

周知商標の所有者にはそのドメインネームの登録の取消、移転することを要求する権利が与えら

れる、としている。

今後、 の登録規則、不正競争防止法や商標法などの検討も含めて、我が国でもなんらか

の動きがあると思われる。

第６章 ドメインネームの法的問題とその解決策

［法的側面から］

商標権を登録していれば、そのドメインネームを優先的に使用できるか

― ―



現行法では、商標権侵害行為や不正競走行為が認められたとしても、商標権者は差止め、抹消、

損害賠償請求はできるが、そのドメインネームを譲渡せよ、ということはできない。ところが、

商標等常設委員会 周知商標の保護に関する勧告決議案 （本論文第５章 参照のこと）

によれば、ドメインネームが悪意で登録又は使用されたときには移転も認めている。悪意の判断

をどうするかという問題も残されているが、今後 登録規則にも盛り込まれる可能性もあ

るだろう。

第３章で検討したとおり、商標権の効力がドメインネームに及ぶ可能性があることは否定できな

い。しかし、商標は指定商品・指定役務ごとに登録され、分類は別でも同一の呼称のものが存在

するから、それとドメインネームは別のものであり、商標権を保有しているからといって、優先

的にそのドメインネームの使用権を認め、商標権者にドメインネームの使用権を移転することは

できないと考える。

今後は、侵害行為に対するルールを決めるだけでなく、このような紛争を防ぐためにも登録時の

ルールも整備しなければならないだろう。そのときに、まず検討しなければならないのは、その

ドメインネーム登録者が 正当な権利者であるかどうか ということであると思う。ここでいう

正当な権利者とは、その登録しようとしているドメインネームが、その会社の社名・商品名・サー

ビス名またはそれらの略称と類似しているかどうかで判断される。正当な権利者でなかった場合

にはじめて権利侵害を認めるべきではないだろうか。

のようなケースはどうするべきだろうか。

第３章 で検討したように、なにもコンテンツがない場合は商標の使用とはいえない。したがっ

てたとえ商標権者が商標権の効力である専用権・禁止権を行使しようにも、そもそも商標の使用

の事実がないのだから、なにもできないのと同じである。

消費者は、著名な企業のホームページは 会社名 であろうと予想してブラウザの

欄にタイプして接続を試みることもあるだろうから、そこに何もコンテンツがない又は工事中の

表示のみであった場合、 まだ何も作っていないのだな とあきらめて、その企業が 上で

広告している内容にたどりつかないかもしれない。

この場合、その企業の営業の機会を減少させ、営業上の利益を侵害していると考えれば、民法

条の不法行為の問題となりうるが、因果関係の立証が難しく適用には無理があると思われる。し

かしながら、第３章 で紹介した判例 インターマティック社 対 トッペン事件 の判決を

参考にすると、 には、なにもコンテンツがなく混同のおそれ

は認められないけれども、松坂屋は を使用できないから、松坂屋の商品・サー

ビスを特定しまたは識別する能力がインターネットにおいて減少しており、このドメインネームの

保有者の行為は松坂屋の商標をダイリュート（稀釈化）するものと認定できるのではないだろうか。

我が国の不正競争防止法では、第２条１項２号の 著名な商品等表示の冒用 が根拠規定になる。

の場合はどうか。

は 専門店街ひよこタウン というホームページを開設して
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おり、このトップページ自体は営利を目的としない単なるリンク集である。しかし、第３章

で検討したとおり、商標法２条１項に規定する 業として とは 一定の目的の下に継続・反復

して行う行為として という意味であり、営利的な目的で行われる行為であることを要しないと

しているから、他人（株式会社ジャックス）の商標を使用しているということがいえる可能性も

ある。しかし、扱っている商品・役務が非類似であるから商標法第 条によりジャックスの商標

権の効力は及ばない。

また、不正競争防止法の適用についても、営業との関連において判断されなければならないと

すればこのケースにはあてはまらない。しかし、不正競争防止法の目的理念は 取引経済秩序の

公正維持 ひいては一般消費者の保護にあることから、 営業とは非営利の事業も含まれる と

される場合もある。

が 著名な商品等表示 ということが認められれば、上記 同様、不正

競争防止法第２条１項２号に該当し、 の差止めまたは抹消が可能と思われる。

［技術的側面から］

ドメインネームは単に 宛名 なのに、それ自体に意味を持たせたために財産的価値をおび

てしまったと考えられる。特別な意味の感じられない、 番号などでよいのではないか。

現在のドメインネームシステムが開発された目的が 覚えやすくしよう ということだったの

なら、これだけドメインネームの数が増えた今、もはやあまり利点はないのではないだろうか。

それならば、 アドレスによる運用に戻してしまうということも考えられるが、ドメインネー

ムシステムのように実際の番号に別名を対応させて運用する仕組みは、非常に便利である。なぜ

なら、１台のマシン（ アドレス）に複数の別名をつけて運用することもできるし、もし接続

箇所が変更になっても、 アドレスとドメインネームの対応表のみを変更すればよく、ユーザー

はなにも意識しなくてすむからである。

現在のドメインネームシステムは利用しつつ、 アドレスに対応する別名として、特別な意

味の感じられない 番号を付与するという方法は考慮に値する。これに近いかたちで実現して

いるハッチサービス（第４章（２）参照のこと）は、今後テレビ等の家電からホームページにア

クセスするようになると、非常に手軽で有効な仕組みと思われる。

ドメインネームによる商標権の侵害は、それがブラウザ上表示され、利用者に認識させてし

まうことが問題なので、表示させないようにすればよいのでないか。

商標・国名・業種などの語で検索すると、いくつかのホームページの候補が表示されるような

仕組みがあれば、あえてドメインネームを意識する必要はない。

などのディレクトリサービスは、その機能をもっているので、現在使われているブラウ

ザの 欄を、検索語入力欄にしてしまえばよいのではないだろうか。

各国 のドメインネームを登録する際に、いくつかのキーワードを付与してデータベース

を構築すれば可能である。（各国の で管理しているドメインネームデータベースとディレク

トリサービスの合体。）また、現在では特許庁の商標検索ページもあり、これをそのままインター
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ネットのディレクトリサービスとして利用することも可能であろう。 ）

出所について利用者に混同を生じさせない為の工夫

・ （認証局： ）によるサイト認証

電子商取引等の通信販売を行っているホームページは、確かに間違いなくその企業が運営して

いるものであるか証明されることが必要である。そうでなければ、安心してクレジットカード番

号を入力できない。 は、今表示されているホームページの出所を証明するしくみである。具

体的には、このようなページにアクセスすると、 では セキュリティボ

タン を押すことにより証明書情報が表示される。

そのホームページ及びドメインネームとそれを提供する企業の結びつきを、 が証明するな

らば、非常に強い証明書となるだろう。

ドメインネーム問題に限らず、紛争の解決を目指すためには、法的な判断や新ルールを策定する

ことと同時に、紛争が起きないような工夫をしてゆくことが重要である。技術的解決は紛争を回

避するために有効なものが多く、今後も関連各所において様々な試みがなされることが望まれる。

第７章 おわりに

ここまで、ドメインネームと商標権等既存の権利との調整をどのようにとっていったらいいか、

紛争がおきた場合にどのような解決方法があるかということを、既存の法的枠組みのなかでのあ

てはめ、技術的解決の可能性などの面から検討してきた。現在のところ我が国においては、ドメ

インネーム問題に関する裁判所の判断はでていないが、既存の法的枠組みのなかでの解決もある

程度可能であることを本論文で確認した。しかしながら、ドメインネームの登録規制は、商標法

や不正競争防止法などの法律との整合性を考慮して作られていないにもかかわらず、既存の法を

あてはめてよいのだろうかという疑問も残る。

インターネットは草創期から、大企業でも個人でも同じレベルで情報発信ができるという利点

を生かし、通信規約やアプリケーションの標準化をおこなってきた。商標法等既存の権利を無理

にあてはめることによって、自由な空気を乱し、ボトムアップ的な合意形成による標準化過程を

阻害するようなことがあってはならないと思う。

その点において インターネットメインネームプロセス最終レポート は、

（ ）によって作成されており、各国のドメインネーム登録機関の指針にな

るものと思われる。

本論文では、日本国内での衝突にのみ焦点をあてたが、国家間レベルでの紛争が起きた場合に、

どのように解決してゆくべきか。インターネットガバナンスという問題も含めて今後の検討課題

としたい。
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要 約

問題の所在

今日、経済や情報技術のグローバル化が進展するに従って、アメリカの優位性が印象づけられ

ている。アメリカの前国防総省国際問題担当次官補のジョセフ・ナイと前統合参謀本部副議長の

ウィリアム・オーエンズは、アメリカは、これからの新たな政治・技術的環境において、ソフト

パワーによって、自らの理念、イデオロギー、文化などを広くアピールするべきであり、自由主

義的で平等主義的なアメリカ大衆文化、映画・テレビ・電子コミュニケーションがテレコミュニ
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ケーション分野における優位性を確保する機会をもたらすと説いている（ジョセフ・ナイ ウィ

リアム・オーエンズ（ ））。現にこれまでもハリウッドを抱えるアメリカの映画産業は世界市

場を席巻しようとしており、 世紀の大衆文化の大波は、多くの国々に影響をもたらした。東ア

ジアに位置する韓国や日本も、無論この例外ではない。すでに我々の日常の中に アメリカな

るもの は、無自覚に浸透しており、情報技術が急速に進歩する今日においては、様々な形で ア

メリカ に向き合わざるを得ないことが予想される。

今回我々がテーマとして選択したものは、アメリカのテレビ番組流通に関する問題である。こ

の問題は古く、そして新しい問題として捉える必要があるように思われる。今日、放送事業をめ

ぐる社会・経済的環境は大きく変化し、またアメリカ製番組を見る人々のまなざしもこの 年で

大きく変化をしたであろう。しかしながら、アメリカ製ソフトは完全に消え去ったわけでもない

し、恐らく常に 影 として存在する。 本論は、日本と韓国におけるアメリカ製番組の流通状

況を概観することから始め、その文化的な影響力について検討していきたい。

これまでの研究のレビューと本論の流れ

年代から、ユネスコを中心に議論されてきたテレビ番組の国際的な流通は、アメリカのメ

ディアソフトによる市場の独占と、その結果として生じたいわゆる不均衡な流れに研究の焦点が

置かれてきた。ユネスコの要請を受けて、 年と 年の 回にわたってテレビ番組の国際流通

状況を調べたタピオ・ヴァリスらは、アメリカのテレビ番組が世界各国でどれだけ流通している

のかを具体的に数字で表した研究として注目を浴びた。彼らの研究からも明らかになったように、

アメリカ製のテレビ番組は全世界で大量に流通しており、このような現象を表すものとして、一

方的な流れ（ ）という言葉が使われるようになってからもはや 年近く過ぎよう

としている。

なぜアメリカのテレビ番組が世界市場を独占しているのかという問題の答をめぐって、これま

で多くの研究者が研究を重ねてきた結果、同じ現象を異なった視点から分析する２つのパラダイ

ムが確立した。その一つである文化帝国主義アプローチ（ ）は、アメリカ

を中心とする西側先進諸国が、資本主義的な価値観を世界各地に普及させる新たな植民地化政策

または帝国主義政策を展開することによって、世界のマス・メディア市場を支配していると主張

する。一方、番組の流通を自由な競争市場と捉えるアプローチ（ ）は、ア

メリカの番組が世界市場を支配する理由を、世界一大きい放送市場と、テレビ番組という商品の

特徴から、市場規模の大きい国が有利に作用するという点から説明している。

また、これらのパラダイムは、一方的な流れが生じる理由だけでなく、番組流通における一方

通行が将来的にどのような結果をもたらすかについても全く異なった見解を示している。例えば、

文化帝国主義アプローチでは、アメリカのメディアソフトによる世界的な文化の画一化が起こる

ことを予言している一方、自由競争市場アプローチは、文化的影響というものについてはあまり

言及していない。むしろ、番組の自主制作能力がない発展途上国にアメリカのメディアソフトを
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供給することが、それらの国々の放送事業を軌道に乗せることになり、将来的には番組の自主制

作能力の育成につながるというのが、後者の見方である。

この論文では、アメリカのテレビ番組がなぜ世界のソフト市場を支配しているかと言う問題よ

りも、それぞれの国で放送事業が始まって以来、常に番組表の一部を占めてきたアメリカ製テレ

ビ番組の文化的影響について考えてみたい。つまり、アメリカのメディアソフトが世界各国で流

通していることは既成事実であり、故に、日本に住むものと韓国に住むもの、または世界中の人々

が共通に語り得るテーマである。これまでの研究を敷衍して言うならば、アメリカの番組が流通

した理由は文化的な所にも求められるし、経済的な所にも求められるであろう。そこで我々は、

アメリカの番組が半世紀に渡り流通した結果、文化的影響と言えるものはあったのか、もしあっ

たならば、それはどのようなものなのか、について考えてみたい。

文化的影響そのものを取り扱った研究は比較的少ない。それは、調査研究においてマスメディ

アの文化的影響を明らかにすることは非常に困難であるため、その存在を決定的なものにするこ

とは難しかったことも一因しているであろう。しかし、この問題は番組の輸入規制や緩和などの

政策決定などにおいて、必ず議論の俎上にあがる非常に重要な問題である。したがって、我々は

文化的影響なるものが存在するという立場に基づき、アメリカのテレビ番組が人々に与えてきた

影響力について考察することを試みたい。

ここで我々が文化的影響と呼ぶものは、 （ ）が定義する文化帝国主義に近いもので

ある。これによれば文化帝国主義とは ある国家が他の国々に対して、その国の一連の信念・価

値体系・知識・行動様式または生活様式全般を押し付けていく可視的な社会的影響力 である。

つまりここで言う文化的影響とは、アメリカのテレビ番組で描かれている価値観、行動様式、生

活様式などを、他の国の人々が受け入れていく過程全体を意味する。

現在のアジア地域におけるアメリカ製テレビ番組は、国によって差があるものの、以前より減っ

てきていることも事実である。このような状況を背景に、研究の動向は、番組の受容過程に焦点

を当てるものや、アジア地域を積極的な発信者として位置づけたものなどが多くなってきている。

つまり、以前よりも輸入番組の文化的影響に対する関心が全体的に薄れてきているような感があ

る。しかしながら、アメリカ製テレビ番組の影響は、それぞれの国で放送が始まって以来現在に

至るまで長期にわたる問題であり、アメリカという国が再びクローズアップされる今日、今一度

考え直さなければならないテーマであると思われる。放送技術の著しい発達により、放送をめぐ

る環境は変化を遂げつつあり、多チャンネル化や、放送と通信の融合など問題が浮上してきてい

る。このようなメディア環境の変化は、ソフト不足という状況を引き起こし、その結果中にはア

メリカ製番組の需要を一層高めた国もある。 （ ）が彼らの調査でヨー

ロッパ地域におけるアメリカ製フィクション番組の増加にもっとも影響を与えたのは民間放送の

出現であると指摘しているように、アジア地域でも民放およびケーブルテレビの出現によって競

争が一層激しくなり、実際に輸入番組の編成比率が上昇したのである。

まず、文化的影響という本題に入る前に、現在の日本と韓国の地上波テレビにおけるアメリカ

製テレビ番組の流通状況を明らかにすることから始めたい。これは日本と韓国の事例を通して、

過去と比べて減少傾向にあるアメリカ製テレビ番組のアジア地域における現在の位置を確認する
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作業である。ここで日本と韓国に限定してアメリカ製テレビ番組の流通状況を説明している理由

は、両国の輸入番組に関する放送事情が日本と韓国に限らず幅広い地域に適用できる話であると

思われるからである。また、現在のような多チャンネル化した放送環境の中で、地上波テレビに

限定してアメリカ製テレビ番組の文化的影響力について論じることは時代遅れであるとの批判を

受けることが予想されるが、その普及率や社会的影響力を踏まえた上での判断であることをあら

かじめ説明しておきたい。

東アジア地域におけるアメリカ製テレビ番組

日本では放送が始まった頃、多くのアメリカ製テレビ番組が放送され人気を集めたが、 年代

からは高度経済成長による放送事業の発達と共に、輸入番組の比率は放送時間全体の パーセン

ト未満に減少し現在に至っている。一方、韓国も 年には平均 割近くあった輸入番組が 年

代に入ってからは パーセント未満の水準を保ってはいるが、近年の多チャンネル化傾向により

輸入番組の量は徐々に増えつつある。このように国の経済的発展と放送事業の成長によって自主

制作番組が増えると同時に輸入番組は減少するという傾向は、 年に

（ ）が東アジア地域の カ国を対象に行った調査でも明らかになったことである（文末参考

参照）。また、放送技術の発達により多チャンネル化が実現し、放送の商業化および規制緩和が

進んでいる中でのソフト不足問題が再びアメリカ製ソフトに対する需要を高めているのも韓国に

限らず全世界的な傾向といっても過言ではない。したがって、日本の経済成長と輸入番組の減少、

そして韓国の多チャンネル化と輸入番組に対する新たな需要の高まりという具体的な事例を通し

て、幅広い地域における現在の輸入番組の流通状況を推定することが可能であると思われる。

ケーススタディ ： 日本

まず始めに、日本においてアメリカ製番組がどのような背景によって登場し、またどのように数

を減少させていったかを、放送事業の産業的背景と重ねあわせて見ていくことにする。

（ ）は、一国の経済力とその経済力を放送事業に投資する傾向が、放送局が

放送する輸入番組と自主制作番組の比率を決定するという仮説を立て、 の大きさと放送産

業の経済的基盤（ ）を利用して、経済成

長および放送産業の発達が輸入番組の量に与える影響を、アジア カ国において調査している。

とは、広告収入や視聴料などの様々な収入源が含まれており、調査対象である ヶ国の中

では、日本の を除くと公共放送の場合でも広告収入を主な収入源としている放送局が圧倒

的に多い。これによると、全体的に や放送産業の経済的基盤が大きい国では輸入番組の量

は少なく、自主制作番組が多い傾向が見られる（参考参照）。

この （ ）を参考に、経済力の成長による、放送産業規模の拡大（営

業収入とその内訳としての広告費）、それとアメリカ製テレビ番組の減少を示したのが、図表 で

ある。日本の場合、公共放送と民間放送の併存体制であるため、 に視聴料収入、営業収入
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（主に広告収入）の２つを選んでいる。また、アメリカの生活スタイルがどれほど浸透したかを

示す一つの指標として、マクドナルドの店舗数を併記している。 （ ）

の場合は、 年における調査であったが、本論では 年代から 年代にわたって、 、 、

輸入番組の数を取り上げ、経済成長による放送の経済的基盤の拡大とともに輸入番組の量が減少

していく傾向を提示することにした。

図表 １ アメリカ番組の本数と放送産業の拡大と日本の産業力

外国テレビ番組盛衰史 ザッツ グラフティ・外国テレビ番組全リスト より高橋作成 単位：本

民間放送年鑑 より作成 単位：億円

マクドナルド公式ホームページによる 単位：店

＊： 年の輸入番組は、地上波放送のみに限定することができなかったため、数が表示されていない。

年に日本に始めて放送局が開局してから 年までの間、海外からの輸入番組は急激に増加

した。この当時の編成表から察する限り、プライムタイムなどの大事な時間は外国製番組を放送

し、他は 分程度の番組を制作するというスタイルであるとおり、放送局における制作能力は概

して低かったため、その結果外国製テレビ番組は番組編成の中で大きな比重を占めていくことに

なる。このように多くの外国製テレビ映画が輸入されたのは、 年 月に日本映画連合会がテ

レビへの邦画の提供を拒否したことも一因している。テレビ局側はその対策として外国テレビ映

画の購入を計画し、その結果次々と外国製の番組が放送されることになった。また、当時 分の

ドラマにかかる制作費は 万円、 映画では約 万円であるのに対して、外国フィルム

本の権利料は 万円相当であり、日本語版製作費は 万円だった。つまり、外国番組の購入は

制作する場合の費用の４分の１ですむのである（乾、 ）。この制作におけるコスト高という

問題も、輸入番組を増加させた一要因に挙げられるであろう。 年から 年までに放送され

た番組は高い視聴率をとるものもあり、この時期が外国輸入番組の最盛期であったということ

ができる。

年に の受信契約者数は 万人を超え、 年にはテレビの普及が約 ％になるな

ど放送事業は勢いを増して行き、それと同時に輸入番組も平行して増加した。 年が、外国製

テレビ番組のピークとなり年間 シリーズも登場している。量としては増加するが、 年の視
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聴率調査では、上位に入るものはごくわずかであり、本格的国産テレビフィルム第一号が登場す

るなど、次第に国産化の体制を強めていく。成長期における広告収入の増加などにより放送産業

の規模も拡大し、広告費、 、全ての要素で右肩上がりに上昇していくが、それに反比例し

て外国製テレビ番組数は低下していく。

また、日本においてアメリカ製テレビ番組は、 年までに全輸入番組の ％、 年までに

は ％が占められていることからわかるとおり、極端にいえば、輸入番組 アメリカという公式

になる（図表 ）。 年にキー局４つが出そろい、日本の放送市場は急速に拡大傾向を見せた時

期に、これまで輸入の代行を行っていた中堅商社に変わって、アメリカの制作会社が直々にやっ

てくるようになった。 年にはアメリカ の会長や 会長なども来日しているなど（乾、

）、日本の放送がアメリカマーケットのターゲットとして注目されたということも一因して

いるであろう。

年以降、輸入番組の数が減少してもアメリカの番組が占める割合は、変化がない。つまり、

輸入番組の総数が増えた場合、アメリカ製番組の増加し、逆に、輸入番組数が低下しても、そこ

ではアメリカ製の番組が大きな比率を占める（図表 参照）。

図表 外国番組においてアメリカ製番組が占める本数 出典：各種資料より高橋作成

また、この表からは察することはできないが、アメリカ製番組は量だけでは測りきれないもの

があると思われる。 日本産 テレビ番組の中身はどうであろう。パッケージは異なるが、アメ

リカが残した手法・スタイルが与えた影響は大きいのではないか。筆者は今回、この調査を行う

為に、アメリカ製番組についての文献を探してみたが、 年から 年の間に、実に多くの放送関

係者や研究者がアメリカの番組について分析を試みていることに驚かされた。 面白い番組とは

何か 、 放送事業とは何か を模索する中で、 アメリカの番組 を日本の放送事業者も自らの

価値基準として体得していったのではないかということが察せられる。例えば、 年に始まっ

た日本テレビの早朝番組は、アメリカ のニュースショーを参考にしたものであり、その後

のバラエティー番組に影響を与えたと思われるミュージカルバラエティーショーなども、アメリ
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カというお手本がなければ、それ自体、自発的に登場したとは考えにくい。しかしだからといっ

て、日本オリジナルなものは存在しなかったというわけではない。アメリカを見本と見立てるこ

とで、独自の手法を確立させたということもできるであろう。このような、フォーマットを提示

してくれた、という点において、アメリカが果たした役割は大きいと考えられる。

ケーススタディ２： 韓国

韓国では 年の末 という韓国初の民間放送局が放送を開始し、それから約 年後の 年

月にはケーブルテレビが導入されるなど、本格的な多チャンネル時代が始まった。このような

新しい放送環境によって、電波の希少性を根拠に行われてきた規制政策は緩和される方向に進ん

でおり、輸入番組に対する規制も例外ではない。たとえば、上限が パーセントに定められてい

た輸入番組の週間編成比率が 年には パーセントに調整されるなど、輸入番組に対する需要

の高まりに対応した措置が取られている。

一方、民放の出現によって視聴率競争は一層激しくなり、娯楽番組が全体の中で占める割合が増

加する傾向が顕著になったのも多チャンネル化による大きな変化の一つである。また、 年の

秋から地上波の深夜放送時間が延長されたため、放送時間を埋めるためのテレビ番組が必要とな

り、輸入番組に頼らざるを得なくなってしまったことも輸入番組に対する需要を高める要因と

なった。次の表は が放送を始めた 年から 年までの間、各地上波放送局が放送した輸入

番組の比率である。これによれば、 、 、 は番組輸入の規制枠の上限にかなり近

いところで推移していることがわかる。

図表 輸入番組が占める割合

出典：ジョンユンキョン資料より、高橋作成

また、 年から 年まで各地上波放送局が輸入した番組の 本数 の変化を追ってみると

が本格的に放送を始めた 年から輸入番組の本数は増加しており、 年には一度減少するものの、
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全体としては上昇傾向を示す。しかしながら、 年のいわゆる の影響を受けて全ジャンル

における番組の輸入本数が減少したことが分かる。

図表 輸入番組の総量とジャンル

出典；ジョンユンキョン資料より、高橋作成

このように 年以降、全体としては上昇傾向を示したが、その中で番組輸入対象国に変化はあっ

ただろうか。図表 は輸入番組を国別の割合で示したものであるが、全体の中でアメリカ製テレ

ビ番組が占める割合は韓国でも非常に高く、 年から 年の間、常に輸入第一位を保っている国

であり、アメリカ製番組が占める比率は全体の平均 割近くという圧倒的な存在である。

図表 地上波放送局の番組輸入国（ 年 年）

出典：ジョンユンキョン資料より 沈作成
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１位 位 位 位 位 ヶ国の比率

年
輸入国 米国 日本 フランス 英国 ドイツ

比率

年
輸入国 米国 日本 英国 ドイツ フランス

比率

年
輸入国 米国 香港 ベネルックス 日本 英国

比率

年
輸入国 米国 香港 英国 日本 フランス

比率

年
輸入国 米国 香港 日本 台湾 フランス

比率

年
輸入国 米国 日本 香港 英国 フランス

比率



このように韓国におけるテレビ番組の輸入は、米国、日本、香港、英国などが中心的ではある

が、アメリカの占める比率が非常に高いことがわかる。「文化的親近性（ ）」と

いう言葉は、文化的に近い国のテレビ番組や映画が視聴者に好まれる傾向を説明する時に使われ

る言葉であるが、このなかでそのような傾向によって説明することができるのは日本や香港のテ

レビ番組だけである。特に、 年以降香港のテレビ番組が数多く輸入されるようになったのは、

文化的に近い香港のテレビ番組が韓国の視聴者の間で人気を集めたからである。既に述べたとお

り、アメリカのテレビ番組は、多少の変化はあるものの、 年代以降も韓国における輸入番組全

体の 割以上を占めている。このような傾向は上記の文化的親近性という言葉で説明できるもの

ではない。

韓国におけるアメリカのテレビ番組は、時代によって様々な役割を果たしてきた。国内放送局

の番組自主制作能力がまだ確立されていなかった時期には、技術的に優れた番組として視聴者を

テレビに引き付ける役割を果たしており、 年代までもそのような傾向は続いた。つまり、アメ

リカのテレビ番組は量的にもかなりの割合を占めていたが、視聴率が最も高いプライムタイムを

中心に放送されてきたため、質的にもかなり重要な位置を占めてきたといえる。現在では、週末

の夜の時間帯に主に放送されてきたアメリカの映画も徐々に深夜の時間帯に移行するなど、視聴

率競争の為にアメリカの番組が放送されることは過去と比べて少なくなっている。

しかし、現在のメディア環境を考えると、このような現象によってアメリカのテレビ番組が韓

国の視聴者、社会及び放送環境全般に与えてきた影響がなくなってしまったと判断することはで

きない。まず、長期間の間視聴者や社会全般にマス・メディアを通して伝えられてきたアメリカ

的な価値観や物の考え方がどれほど浸透してしまったのかを考えなければならない。また、現在

の自主制作番組と呼ばれるものの中にアメリカ製テレビ番組の影響を受けていないものがどれだ

けあるのかを考えてみる必要がある。

東アジア地域におけるアメリカ製番組

これまで日本と韓国の事例で見てきたとおり、輸入番組が増減した時期、理由に違いはあり、

多少なりともその国の国情が反映される。しかしながら、輸入番組 アメリカという図式が成立

した点では共通であるということがいえよう。 年に東アジア地域の ヶ国を対象に輸入番組の

調査を行った （ ）は、アメリカのテレビ番組がアジア地域における 文

化公分母（ ） であると指摘し、その理由の一つとして地域共通語

としての英語の影響力を挙げている。しかし、この地域でダビングやサブタイトルに頼らずテレ

ビ番組を見るほどの英語力を持つ人口は少なく、イギリスの植民地支配を受けていた香港ですら

英語を話せる人口は推定 ％未満といわれている。つまり、放送が始まってから現在に至るまで

常に番組表の一部を占領してきたアメリカのテレビ番組を見続けてきた人々は、決して文化的に

は近くないはずのアメリカ文化に長い間接してきたため、ある種の親近感を感じるようになって

しまったのではないだろうか。
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４ 文化的影響について

…他の国に対して経済的および政治的影響力を行使している国が、それらの国に対して文化

的影響までも与えると考えるのは当然である… （ ）

「文化的影響」に関する研究は、具体的に言えばアメリカのマス・メディアが他の国の人々に与

える影響の研究であり、それは一般的な効果研究のひとつとして位置付けることができる。効果

研究がマス・メディアが受け手大衆に与える影響、つまり媒体のメッセージがそのメッセージに

接した人々に与える影響全般を研究している中で、研究対象をアメリカのマス・メディアと外国

の受け手に限定したものをこの論文ではいわゆる文化的影響に関する研究と呼ぶことにする。

また、ニュースや大衆文化の国際的な流れに関する研究を、国際コミュニケーションにおける

一つの研究領域として考えた場合、文化的影響に関する研究はそれに属する一つの研究分野とし

て捉えることもできる。しかし、メディアソフトの国際的な流通に関する研究は、各国で放送さ

れるテレビ番組のなかで輸入番組が占める割合を調査するものなどの送り手研究を中心に行われ

てきたため、アメリカのテレビ番組を見る機会が多ければ多いほどそれが受け手に与える文化的

影響も大きいことが予想されてきただけであった。

このような流れの中で、アメリカのテレビ番組を見ることが受け手一人一人の従来の価値観や

考え方にどのような影響を与えているのかを直接的に研究したものがいくつかある。その数は決

して多いとは言えないが、これらの研究は受け手の態度や行動における変化を明らかにすること

を目的としているため、文化的影響について具体的に考察してみる機会を我々に与えてくれるも

のである。

．初期の研究

（ ）は、アメリカのマス・メディアが諸外国の受け手に与える影響に関する初期

の研究が、 年代から 年代を代表する 限定効果論（ ／

） の影響を受けていると指摘した。

年に台湾で行われた （ ）の調査では、テレビを見ている小学 年生と見たことのな

い小学 年生が問題を解決する際、東洋的な解決法と西洋的な解決法のどちらを選ぶのかを調べ

たところ、両者の態度に根本的な差を見つけることはできなかった。しかし、この調査によると

テレビを見ている子供たちと見たことのない子供たちのアメリカ文化に対する態度は大きく異な

ることが明らかになった。このような調査結果を当時有力であった限定効果論の枠組みのなかで

解釈した は、テレビを見ている子供たちが表面的には アメリカ化（ ） して

いるように見えても、彼らの根本的な価値観は影響を受けていないという結論を出している。

…子どもはテレビという媒体に選択的に接触している。番組のなかで提示された

新しい意見や刺激が自分達の基本的な信念 それは既存の知識・態度・家庭環境な

ど に反するものである場合、それらは認識されないか、認識されても否定される
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であろう。テレビを見ている子供たちは、家族 学校・その他コミュニケーション・

メディアから学んだ意見を保持する傾向がある。テレビを通じて他の文化の様々な

価値観に頻繁に接するようになっても、これらの根本的な態度は影響を受けないよ

うである…。

このように初期の研究はアメリカのマス・メディアが外国の受け手に与える文化的影響につい

て慎重な態度を示している。つまり、文化的価値観は人々の中に深くしみ込んでいるものであり、

簡単に変わるものではないと推定されたのである。また、アメリカのマス・メディアから流れる

メッセージは外国の受け手にとって不適切なものではないかとも思われていた。このように初期

の研究がアメリカのテレビ番組が外国の受け手に与える文化的影響の限界を指摘していたのに対

して （ ）は、次のように述べている。

…繰返し外国のメディアメッセージに接することが受け手に何の影響も与えない

とは考えられない。また、受け手の社会認識に与える微妙な影響などが当時の研究

では明らかにされていない。

．（文化的）価値観に与える影響

年代の研究は、アメリカのマス・メディアが外国の受け手全体に与える一律的な効果ではな

く、受け手個人の属性によって現れる効果の差別化を試みている。例えば、

（ ）は彼らの研究で性別によってアメリカのマス・メディアから受ける影響が異なることを

検証している。

韓国に駐在するアメリカの軍人を対象にアメリカのテレビ番組を放送している

（ ）は、韓国の一般家庭でも視聴が可能であることから、

（ ）はその影響を韓国の学生を対象に調査した。その結果、 をよく

見ている女性は、そうでない女性よりも進歩的な価値観を保持していることが明らかになった。

しかし、男性の場合そのような差を見つけることはできず、むしろ を見ている男性は外

国のメディアから流れるメッセージに能動的に抵抗する傾向が見られた。また、男性視聴者達は

西洋文化の諸側面を受け入れながらも同時にそれらを意識的に拒否しているため、精神的に張り

詰めた状態に陥ってしまったと彼らは分析した。

また、フィリピンの高校生を対象に行われた調査でも、学生達はテレビで描かれているアメリ

カ的な価値観が自分達の価値観とは根本的に異なるものであることを意識しているため、それら

を受け入れる事に対して 内部的対立（ ） を経験しているとの結果が報告され

ている（ ）。つまり、アメリカ的な価値観に接する（あるいはアメリカ

的な価値観を受け入れる）過程で発生する従来の価値観と新しい価値観との対立は、韓国人男性

の場合アメリカ文化に対する能動的な抵抗としてあらわれた反面、フィリピンの調査では伝統的

なフィリピンの価値観よりもアメリカ的な価値観を支持するという結果をもたらしたのである。

．現実認識に与える影響

今まで研究されてきたアメリカのテレビ番組の影響には、上記の価値観に及ぼす影響以外にも、
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受け手の現実認識に与える影響がある。これは （ ）の培養分析の仮説に

基づいて、外国のメディアが受け手の現実認識に与える影響を分析したものである。つまり、テ

レビをより多く見ている人はそうでない人よりもテレビの中に描かれたイメージや偏見を現実と

して受け入れる傾向があり、したがってアメリカの番組をより多く見ている人のアメリカや自分

の国に対するイメージは、アメリカのテレビ番組の影響を受けていることが予想されたのである。

年にオーストラリアのパース（ ）で地域内の公立小・中学、高校に通う 人の学生

を対象に行われた調査は、暴力的なシーンが数多く含まれているアメリカのテレビ番組を視聴し

た子供たちが、アメリカという国に対して暴力的なイメージを持つのではなかという仮説に基づ

いて行なわれた（ ）。しかし、調査の結果によると、オーストラリア

の子供たちは、アメリカのテレビ番組で描かれている暴力を、アメリカ社会の一面として捉える

のではなく、オーストラリア社会の現実として認識する傾向が強いことが明らかになった。つま

り、アメリカのテレビ番組はオーストラリアでつくられた番組やアメリカ以外の国から輸入され

た番組よりも、子供たちの現実認識に強い影響を与えていることが検証されたのである。

．文化的影響力の有無

しかし、文化的影響に関する実証的研究は必ずしもアメリカのマス・メディアが外国の受け手

に文化的影響を与えるという結論を出しているわけではない。例えば、アイスランドで行なわれ

た （ ）の調査では、アメリカのテレビ番組がアメリカに対する好意的な態

度を形成できる効果は最小限（ ）であり、アメリカの政治に関する情報を提供で

きる効果はないとの結論が出されている。つまり、文化的影響に関する研究のなかには、アメリ

カのマス・メディアが外国の視聴者に与える文化的影響を認めているものもあれば、その影響を

限定的に捉えるかあるいは否定している研究も存在するのである。

このような状況の中で、 （ ）は、これらの研究のメタ アナリシス

（ ）を行った。メタ アナリシスとは、単純に言えば 分析の分析（

） であり、個別研究から得られたそれぞれの結果を一つの枠組みの中で分析すること

によって一般化を試みる手法である。したがって、公表されているものに限らず、該当する分野

のすべての先行研究に目を通すことが分析の信憑性に関わる重要な課題となる。一方、この分析

に含まれた先行研究は、アメリカのテレビ番組のなかでもニュースや教育番組を除く娯楽中心

（ ）のテレビ番組が外国に住む外国人の受け手（アメリカに住む外国人

を除く）に与える影響を明らかにしたものに限定されているが、この論文で紹介された研究も

（フィリピンの高校生を対象に行なわれた調査（ ）を除く）このメタ

アナリシスの対象に含まれている。

分析の結果によると、アメリカのテレビ番組が外国の受け手の態度・認識・行動に与える影響

は大きいとは言えないが、統計的に有意であるという結論が出されている。つまり、世界各国で

異なった研究手法を用いて、様々な受け手を対象に文化的影響力について調査した一連の研究を

まとめて分析した結果、アメリカの娯楽番組が外国の視聴者の価値体系・現実認識・生活様式な

どに影響を与えることができるという結論が出されたのである。
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文化的影響について

この論文で取り上げられた研究を中心に文化的影響について整理してみると、

）文化的価値観は人々の中に深くしみ込んでいるものであり、簡単に変わるものではなく、ア

メリカのテレビ番組を見ることによって表面的に アメリカ化（ ） することは

可能であるが、根本的な価値観は簡単に影響されるものではない。

）外国の受け手はアメリカのテレビ番組を通してアメリカ的な価値観に接することによって従

来の価値観と新しい価値観との間で発生する内部的対立を経験することがある。このような内

部的対立は、アメリカ文化を能動的に否定する結果をもたらすこともあれば従来の価値観より

もアメリカ的な価値観を支持するという正反対の結果をもたらすこともある。

）アメリカのテレビ番組は自分の国で作られたテレビ番組やアメリカ以外の国から輸入された

番組よりも、視聴者の現実認識に強い影響を与えることがある。つまり、人々はアメリカのテ

レビ番組で描かれたイメージや偏見に沿って自分の国やアメリカそしてその他の国々に対する

イメージを形成することがある。

）これらの効果はアメリカのテレビ番組をより多く見ている人にあらわれやすい傾向がある。

先行研究から得られた知見によって文化的影響について考察してみると、まず価値観の問題に

関しては、従来の価値観とアメリカ的な価値観の二分対立という傾向が明らかに見られる。つま

り、アメリカのテレビ番組を見ている外国の視聴者は、家族や学校から学んだ価値観と放送メディ

アを通して学んだアメリカ的な価値観の衝突を経験することになる。このように異なった二つの

価値観が対立あるいは衝突することは、必ずしも従来の価値観をアメリカ的な価値観に置き換え

るという結果につながるわけではない。幸い価値観というものは人々の中に深くしみ込んでおり、

簡単に変わるものではないためである。しかし、場合によってはアメリカ的な価値観を積極的に

受け入れることもあるため、このような文化的影響力を根拠にアジアおよびヨーロッパ地域、そ

してカナダなどの諸外国では輸入番組を規制し続けてきた。

しかし、文化的影響を排除するための規制は、文化的影響力があらわれる状況を理解した上で

の規制でなければ意味がない。つまり、文化的影響というものが異なる価値観の対立のなかでア

メリカ的な価値観を選ぶという究極の選択を意味するのであれば、固有の価値観やアメリカ的な

価値観に限らず様々な価値観を提示できることが、文化的影響というものに対応できる理想的な

方法ではないだろうか。これまでの規制のありかたは、輸入番組全体を量的に限定するクォータ

規制や性的に露骨な表現や暴力などの過激な内容を削除するという内容規制が主流である。しか

し、これらの方法によって人々の価値観に与える影響を防止する効果は期待できないように思わ

れる。なぜならば輸入番組を量的に限定してもその中身がアメリカ製テレビ番組一色であれば、

テレビという媒体が提示できる価値観はアメリカ的なものとそうでないものに限られるためであ

る。

また、現実認識の問題に関しても人々がアメリカのテレビ番組が提示する世の中のイメージに

影響される可能性から考えれば、アメリカのテレビ番組で描かれた現実のイメージだけを浮き彫

りにしないことが必要であると思われる。つまり、世の中の様々なイメージがテレビを通して伝
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わることが、輸入番組を量的に規制することよりも文化的影響力を考慮した理想的な対策ではな

いだろうか。

結論と議論 文化的影響と 内なる アメリカ

本論では日本と韓国におけるアメリカ製テレビ番組の流通状況を概観し、過去の先行研究に基

づいてテレビ番組が人々に与える文化的影響について考えてきた。その結果、輸入番組全体が増

えたり減ったりする中で、常に主流としての不動の位置を築いてきたアメリカ製テレビ番組の存

在を確認すると同時に、文化的影響という側面から考えた時、輸入番組は、多様な価値観やもの

の見方を提示することができなかった、ということを明らかにした。

しかし、ここで考えなければならないことがある。今回我々が取り上げた先行研究は、主に

年代から 年代にかけてのものが多く、この当時は アメリカ を 外なるもの として位置づ

け、例えば アメリカの価値観 と 日本の価値観 という二項対立を成立させ、この対立図式

を前提に論が成り立っている。しかしながら、我々がアメリカなるものに親しんでから約 年が

経過しようとしている現在、アメリカ的価値観、行動様式、生活様式などは、恐らく我々に内在

化されているものであり、不可分なものになりつつあると考えられる。それ故、現在の我々にとっ

ての アメリカ は、極めて無自覚なものになってしまっており、 アメリカ を知ることは、

自己の解体作業をすることになってしまうのであろう。つまり、 西欧とりわけアメリカを基準

とした 近代性 という理念に基づいて、それからの 変異 としてしか 日本的なもの を解

釈できなくなってしまった とも考えられるのである。振り返ってみれば、 年の第二次世

界大戦終了後、日本も韓国も、それぞれ近代化を成し遂げなければならなかった。近代化とはし

ばしば、西欧化やアメリカナイゼーションという形態をとった発展図式が描かれるが、恐らくこ

の近代化の過程で アメリカ というものを身体の中に取り込み、内在化させたのだと思われる。

このように我々が アメリカ を内在化させていく過程で、放送事業はたまたま一役演じたにす

ぎず、 理想 としてのアメリカ像を人々にわかりやすく知らせるには、格好の装置であったで

あろう。 年代以降急速に広がる郊外の住宅群、また繁華街や郊外のファーストフード店の乱

立に見られるように、 アメリカなるもの は我々の生活の中に取り入れられ、そして我々の生

活文脈の中で再配置された。

また今日の放送を見渡してみれば、アメリカ製番組自体が占める比率よりも、国内で制作され

たものが映す アメリカ のほうが身近なものとなり、アメリカ製番組だけが、アメリカを写し

だすものではなくなった。また、インターネットを始めとした新しいメディアが登場し、これか

ら様々な形で アメリカ に向き合わざるを得ないことが予想される。新しい技術が登場し、メ

ディアとして人々の生活文脈に定着していくには、そこにすでに培われている 文化 との接合

点がなければならない。 の語源はラテン語の 耕作された土地 という意味で

あるが、文化は一朝一夕に形成されるものではなく、ある程度の年月が必要なものである。これ

までのアメリカ製番組が果たした役割は、まさに 耕し であったと思われる。その土地が元々
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持っていた要素と外部的な力が混ざり合うことによって、最適な土壌ができあがる。つまりこれ

からは、我々に育まれた 内なる アメリカという視点から、文化的影響は考えられるべきであ

り、それに見合った文化政策が必要になるであろう。

また、今回の調査は日本と韓国を具体的事例として取り上げるのみにとどまったが、これを通

じて考えられたことは、 東アジア 全体を対象とする地域レベル研究が必要であるということ

である。対アメリカという図式の中で、発展途上としてのラテンアメリカに関する研究は比較的

多いが、東アジア地域に関するものは少なく、地域特性を考慮したものはさらに少ない。東アジ

ア地域における番組流通を規定する要因は、言語・歴史など様々なものが考えられるが、その規

定要因を考察することによって、アメリカとの関係性もより明確なものになるのではないか、と

考えている。
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参考〉

テレビ番組の国際的な流れに関する最近の研究には、世界的な番組の流通を経済学的視点から

分析しているものがいくつかある。

と は 年 月に香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、フィリ

ピン、シンガポール、台湾、タイを含む ヶ国の地上波放送局計 局で 週間の間放送された輸入

番組と国内で制作された番組の比率、 ヶ国の国内総生産（ ）、そして 年の放送産業の経済

的基盤（ ）を利用して経済成長および放

送産業の発達が輸入番組の量に与える影響を調査している。

表 〉

※ アメリカの資料は 年のものである。

※ は 年、 は 年の数字である。

国によって多少の差はあるものの、シンガポールとマレーシア以外の国では自主制作番組が輸

入番組よりも圧倒的に多いことが分かる。また、輸入番組のなかではアメリカの番組が占める割

合が最も高く、地域内での番組の交流はほとんど行なわれていないのが現状である。つまり、調

査対象の ヶ国では、平均 ％の番組を自主制作しており、 ％をアメリカから、そしてわずか ％

をその他の国から輸入している。

一方、 表 〉を見ると全体的に や放送産業の経済的基盤が大きい国では輸入番組の量は

少なく、自主制作番組が多い傾向が見られる。インドネシアは唯一 に比べて放送産業への

投資額は少ないが、自主制作番組は多い国である。これについて と は、イン

ドネシアの放送が政治的影響を強く受けているため、経済的な要素が番組の編成に大きな影響を

与ることができなかったと説明している。
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はじめに

世紀を間近に控えた現在、コンピューターネットワークが当たり前に存在する社会を念頭に

置かない議論が、多くの分野で意味を持たなくなっている。その理由は、ネットが存在する社会

では、物体から離れた電子データが、物体に定着しているかの如く確かな記録として流通する所

にある。

実態を踏まえた裁判例も蓄積されつつある。そうして回答が与えられつつあるのを見ると、ネッ

トが変えた社会に存する問題を解決するためには何らの支障もないかに見えるかも知れない。し

かし、本稿はむしろ、事実を正確に認識すれば、より多くの未解決の問題を知らざるを得ないと

の立場に立つ。そして、かく考えるのであれば、解くべき問題はあまりに多いと指摘せざるを得

ない。解かれたかに見える問題もある。しかし、誤って認識された問題が解かれたり、認識は妥

当であっても解法が不適切であったりすることも稀ではないことは、詳論は避けるが決して稀で

はない。

以上の問題意識の下、本稿では、刑法を通じた財産情報の保護に注目した。以下、刑法が情報

をどのように保護してきたかを振り返りつつ、電気通信が発達した現代にふさわしく、電子デー

タ保護のために刑法が果たすべき役割に関し、どのような問題があるかを明らかにし、その問題

をどのようにして解決すべきかを論ずる。

財産的情報とは何か

はじめに、財産的情報とは何か、その全体像を明らかにしたい。

情報とは何か

様々な情報の定義が存在することに配慮した過不足ない定義は、困難を極める 。しかし、本

稿で問題とすべきは、すべての 情報 ではなく、財産的価値を持ち、刑法上保護され得る情報

である。財産的価値についての詳論は以下に譲り、まずは本稿で扱うべき 情報 の定義を明ら

かにしたい。

まず、 人がその対象に何らかの意味を感知し、あるいは価値を認知したモノという定義を参

照したい２。これを文面通りに読むと、感知・認知される以前の段階、つまり何者かによって偶

然生産され、あるいは機械の自動処理で生成された状態では、それは 情報 とされないとも言

える。こう考えると、生産者乃至管理者、保有者などと呼び得る者にすら認知されていない情報

（らしきもの）が存在し、それが化体した財物がそうと認識されることなく盗まれたような場合、

盗まれた後に中身を見られることで初めてそれが情報となる不都合を生じることになりかねない。

そのような場合に配慮してこの定義を若干変更し、情報の定義を、とりあえず 人がその対象に

何らかの意味を感知し得、あるいは価値を認知し得るモノ とする。
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次に問題となるのは、情報の多様さである。例えば境界（刑法 条の ）のような、物体があ

る様式を備えて存在することではじめて情報を表し得る場合と、例えば講演録の如く、先に情報

があってそれが物体に定着し得る場合を同視してよいのであろうか。少なくとも、情報と呼び得

るもののうち、語の通常の意味で情報と呼ばれるものとそうでないものは区別すべきであろう。

そこで以下では、特に前者のようなものに限って言及する場合を狭義の情報、後者のようなもの

を含む場合を広義の情報と呼び、区別する。

以上にしたがい、狭義の情報の定義を、 既に存在するものが物体に定着し得る、人がその対

象に何らかの意味を感知し得、あるいは価値を認知し得るモノ とする。

何の財産的価値か

で定義した情報には、きわめて広汎なものが含まれる。それらのうち、どのようなものを

財産的情報と称して限定すべきか。例えば、ごく簡単に、 財産的な意味・価値を持ち得る情報

をもって財産的情報とするならば、遺漏はなかろう。しかし反面、その点につきすべての情報に

相違がないことを容易に指摘でき、このように定義づけるだけでは限定したことにならない。

財産 という言葉の意味をもう少し強調し、財産的情報を 一般人が何らかの対価を支払う

べく認識すべきものと言える情報 のように言えるかも知れない。しかし、これも必ずしも妥当

でない。ある程度実際的な例をあげてみよう。＠ニフティや 等の会員制有料サーヴィス

の持つ掲示板機能３が利用されるとき、ごく簡潔な雑記が稀でなく見られる。その 情報 が含

まれる電子データを得るためには、一定の会費が必要である。対価として会費の支払が必要であ

る以上は、それらを構成する個々の情報についても、価格という端的な財産的価値が存すると言

い得る。しかし、そういったきわめて些末な 情報 一つ一つについては、 一般人が対価を支払

う と解してよいかどうかに困難がある。そこで支払われているのは、もっと別の情報へのアク

セス可能性とか、情報を媒介として成立するコミュニティーへの参加の対価かも知れないのである。

この例が示唆する所に鑑みれば、集積された情報と個々の情報を区別し、ある一まとまりの情

報の価値に着目するという解決策を見出すことができる。上述の如きものであれば、その価値は、

どこかの誰かには多少の財産的な意味があるかも知れないといった程度に留まろう。しかし、そ

ういったものを含む 情報 についてであって、例えば、それが集められる場が有料で提供され

て商業的に成立しているという事実には、財産的な意味がある。その経営ノウハウや技術的背景、

そしてそれらが表現されたものである仕様やこれを実現するソフトウェアには財産的価値がある

ことになり、したがって、そういった 情報 を知ることで利益を得ることが可能であると言え

るからである。

以上を踏まえれば、 財産的 情報のここでの定義は、 それ自体が独立して財産的価値を持つ

一まとまりの情報 である、とすべきことになる。

財産的情報とは

ここで問題となる財産的情報は、具体的にどのようなものか。これまでの定義をまとめれば、人

がその対象に何らかの意味を感知し得、あるいは価値を認知し得る、それ自体が独立して財産的
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価値を持つ一まとまりのもの とすることになる。このように定義すると、情報の価値の根拠に

触れていないことになる。この点に配慮するなら、どのような定義を用いるべきであろうか。

情報の価格と生産コストがあまり強い相関を持たない以上、生産コストに着目するのは妥当と

は言えない 。ならば、価値の根拠は、価値を認める行為や意思が現にあることに求めるより他

ない。情報の 財産的 存在としての保護は、あくまで市場における価値を基準にし、 金銭的

に評価しうる ものに限って考えるべきであろう。

例えばプライヴァシーであれば、主観的に秘密としたい事柄を保護すべきであるとすることも、

それなりの合理性を持つ 。しかし、財産的価値に関しては、情報の価値が主観によって大きく

異なり得る点を無視できない。主観的期待に刑法上保護すべき事由があるならば、それは、その

期待が第三者から認められ得るということである。財産価値について言うなら、即ち、市場の目

で見て十分に合理的であるというのと同義であると言えよう。

以上を踏まえてより厳密に財産的情報の定義をするならば、 市場において交換価値を有し、

ないしは交換価値を有すると推定される情報 とでもすべくことになる。そして、もし、この立

場を取ることで保護から漏れる情報があるとしても、それは財産的価値とは別途の視点から検討

すべきであろう。

以上の検討から、ここでは、財産的情報を、 人がその対象に何らかの意味を感知し得、ある

いは価値を認知し得る、それ自体が独立して市場において交換価値を有し、乃至は交換価値を有

すると推定される一まとまりのもの と定義することになる。更に、これに基づいて、狭義の財

産情報を、 人がその対象に何らかの意味を感知し得、あるいは価値を認知し得る、それ自体が

独立して市場において交換価値を有し、乃至は交換価値を有すると推定される、物体に定着し得

る一まとまりの存在 と定義する。

＊１

情報の定義については、多くの先行研究がある。例えば野口悠紀夫 情報の経済理論［野口 ］

以下は情報の分類・定義を精密に行っている。しかし、経済分析を目的とする同書の内容は、

本稿の立場からは過不足があるため、意図的に参照していない。

ところで、本稿の主題ではないので詳論は避けるが、三森定道 総合政策科学と情報システム

［三森 ］ に以下のような記述がある。

情報の活用法を理解するには、まず情報の分類が必要である。データと情報の区別がつ

かないため、新たな情報提供機関としてデータベースに期待する情報社会の落ち零れもす

でに現れている。情報社会の個人は情報の想像と操作に参加すべきなのである。データ処

理システムと共に情報処理システムまたは情報システムという用語は使われる。しかし

テータベースという用語は使われるが情報ベースという用語は使われない。この理由を考

えてみて欲しい。勿論、データベースが工業社会的な活動には不可欠な情報技術だという
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点を否定しているわけではない。

データと情報の定義は、

データ（ ） ：非属人的な事実

情報（ ）：属人的な意図または解釈

であろう。辞書によれば、データは 歴史的な、または計算、実験に基づく事実 であり、

情報は 聞いたり、読んだり、伝達された事項 である。この辞書の定義と大きく違わな

いが、属人性の有無を強調したのが筆者の定義である。

更に、参考のため、上掲［三森 ］と反対の説を、伊賀興一 コンピュータ犯罪と刑法の課題

［伊賀 ］ から引用しておく。

あるコンピュータ実務家（コンピュータを導入し監査をしている公認会計士）に情報の

窃用の問題、無権限使用の問題について、処罰規定の新設の動きがあるがどう考えるか、

と聞いてみた。そうするとその実務家は次のように答えてくれた。

我々もデータの集積や処理方法の開発にもコストがかかっているが、それは、使用料

という形で回収するものだ。情報は、誰が集めたかによってその内容も質も変わるもので

はなく、権限によって情報が変わるものでもない。我々は情報の誤りをなくすべく努力し

なければいけない。情報は本来国民すべてのものであるが、使用料も払わずに情報を盗も

うとするものにも自動的に請求書がいくようにならないか考えている。

本稿の限りでは、以上のような定義・整理もそれなりの合理性を持って成り立つという点にの

み注意を促しておきたい。

＊２

園田寿 刑法における情報の位置づけ［園田

］ 参照。

＊３

フォーラムとか、 とか呼ばれるものが持つ機能である。

＊４

前掲［園田 ］ には、情報生産コストと情報の価値につき、次のように記されている。

情報生産には必然的にリスクが伴う。情報の生産や収集に投入された物的人的資源の大

きさが必ずしも情報の価値と正比例するとは限らず、重要な情報が偶然生産されることも

ある。

なお、近代経済学の基本的な立場も同旨である。西村周三 応用ミクロ経済学［西村 ］

は、コスト・プラスの価格づけにつき次のようにまとめる。

価格が１単位あたりの費用にある程度比例しているかどうかという基準は、日常的には

よく価格が公正かの判断基準とされ、直感的には受け入れ易いけれども、実際はわれわれ

が陥りやすい落し穴なのである。この点を２つに分けて説明しよう。
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まずこのような考え方がなぜまずいかの第１点としては、費用そのものがきわめて測り

にくい、あるいは極端にいえばきわめていい加減なものであるという点に求められる。価

格が費用の一定割合になっているかどうかでものの値打ちを評価すると、ものを作る企業

は殆ど経営努力をしないという危険がある。（引用後略）

＊５ 前掲［大谷 ］ 参照。

＊６

プライヴァシーの保護に関する検討にも、情報の新たな存在・流通形態を踏まえたものが多数

ある。本稿は、それらの影響を受けつつ、紙幅の都合上、具体的な検討に際してはそれらの大半

を無視せざるを得なかった。

財産情報の刑法的保護

情報 という単語を手がかりにする限り、刑法には、この語を用いた条文は三つしか見出す

ことができない。しかし、刑法が視野に入れる情報は、これだけではない。例えば、（虚偽の）

陳述 （ 条［偽証］）や （虚偽の）情報 乃至は （不正の）指令 の入力（ 条の ［電子

計算機損壊等業務妨害］・ 条の ［電子計算機使用詐欺］）等、一定の情報の発信が犯罪とさ

れていることから見ても、刑法が「情報 に何らかの意味を与えている点に疑いはないのである。

さて、では具体的にはどのような情報保護規定があり、どのように情報が保護された事例があ

るのであろうか。そして、その原則と限界はどこにあるのであろう。ここでは、その現状につき

情報全般について確認した上で、財産情報に限定した検討を深めたい。

情報保護規定の類型化

情報を保護するものと見ることが可能な犯罪類型も存在する。本節では、それらの諸規定につ

き、分類と整理を試みたい。

保護対象の態様から見た類型化

ここでは、園田教授の整理１を参照しつつ、情報を無形的情報と有形的情報に分けて検討を加

える。

無形的情報

無形的情報とは、 情報本来の非定型非物質の性質がそのまま前提にされているもの である

（［園田 ］ ）。刑法典が無形的情報を保護の対象としていると解釈されるものとしては、秘

密 （ 条［秘密漏示］）、 利益 （ 条［外患援助］・ 条 項［ 項強盗］・ 条 項［ 項詐

欺］・ 条の ［電子計算機使用詐欺］・ 条［背任］・ 条［準詐欺］・ 条 項［ 項恐喝］）、
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説教 （ 条 項［礼拝所不敬及び説教等妨害］）が挙げられている。

有形的情報

有形的情報とは、 情報が一定の物理媒体に化体したもの である（［園田 ］ ）。これに

ついても条文を見れば、 封印 （ 条［封印等破棄］）、 信書 （ 条［信書開封］、 条［信

書隠匿］）、 貨幣、紙幣又は銀行券 （ 条以下［通貨偽造の罪］）、 御璽、国璽又は御名、印章

又は署名、詔書、文書、図画、記録、記載、診断書 （ 条以下［文書偽造の罪］）、 証券、株券、

有価証券 （ 条以下［有価証券偽造の罪］）、 印章、署名、記号 （ 条以下［印章偽造の罪］）、

文書、図画、物 （ 条［わいせつ物頒布等］）、 富くじ （ 条［富くじ発売等］）、 境界 （

条の ［境界損壊］）、更には各種財産犯における 財物 及び 物 一般が、保護され得る情報

として挙げられている。

その他の類型

以上の分類に基づく例示との関連で問題となるのが、今日存在する新たな態様の情報、典型的

には電磁的記録の扱いである。電磁的記録それ自体は、ネットワークを通じて全く同じものが無

数に複製され流通し得る。それらは物体と一体ではなく、使用される際にハードディスク等の一

部に化体するに過ぎない 。そして、それは一定の手順でコンピューターを操作することでのみ

人間の五感で認識し得る。その存在の不明確さ・不確実さは無形的情報に、伝達される内容の確

実さは有形的情報に、それぞれ等しい。このように考えると、電磁的記録は、いずれの類型にも

属さないことになる。

以上を踏まえつつ、電磁的記録として存在する情報の保護に関する規定を改めて検索すれば、

上掲の類型に含まれるもののほか、 条の［電子計算機損壊等業務妨害］の規定を発見できる。

本条の保護法益は人の社会生活上の地位における人格的活動の自由などとされる が、本条を財

産罪に分類する立場などもあり、その保護法益は必ずしも明らかではない。しかし、電磁的記録

の損壊を禁ずる等の内容から、本条の罪の少なくとも一部は、電磁的記録たる情報の存在を保護

するものであると言える。

刑法上の情報の保護

で引用した類型化は、広義の情報に関して、概ね支持できる整理である。しかし、そこ

で直接的に保護されるのが狭義の情報ではなく、他の何かを保護することによって情報を保護す

る趣旨や、反射的に情報をも保護する内容であると見てよい規定がある。そこで、以下の議論の

ために、刑法上保護される 情報 全般と本稿で扱うべき 情報 に関して、ここで整理したい。

情報一般の保護の方法

保護されるべきものとしての 情報 は、様々な態様で保護されている。

例えば、信書開封（ 条）の罪は、信書の内容が知られ得る状態になることが問題となる抽
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象的危険犯と解するのが通説である。その保護法益は個人の秘密であり 、ここで言う秘密とは

即ち信書の内容である。このような場合は、そこで保護されるのは信書に記された情報そのもの

であると言ってもよかろう。もっとも、この場合、具体的に一定の行為から保護されるのは信書

という物体であって、情報そのものではない。だとすると、情報それ自体をより直接的に保護す

るような類型は別途に想定せねばならないことになる。また、その他のものへの保護が情報にも

及ぶ場合についても同様である。

このように考えると、情報を保護する規定は、観念的には、

１）無形の情報それ自体を保護する規定

２）情報をそれが化体した物体を通じて保護する規定、

３）構成要件の形式はともかく実質的には情報が保護される規定

４）別のものの保護が反射的に情報にも及ぶ規定

に分類できる。そして、それぞれの類型において、そこで言う情報が広義か狭義かの相違を想定

できる。

では、ここではいずれの類型が問題となるのか。

類型４においては、物体が保護されるとき、その物体が表現する情報もまた保護されるのが典

型的である。これらは狭義の情報を保護するものではないから、これにあたる 封印 ・ 文書、

図画、物 ・ 貨幣、紙幣又は銀行券 ・ 証券、株券、有価証券 ・ 印章、署名、記号 ・

富くじ ・ 境界 及び 御璽、国璽又は御名、印章又は署名、詔書 は、本稿では問題とな

らない。

類型 にあたる規定が保護するものとしては、 電子計算機 乃至 電磁的記録 があげられる。

これらは、実際の機能は狭義の情報へ向けられた保護を含むと解してよかろう。

類型 は、基本的には情報を保護するものであると解してよい。ただ、その情報が狭義の情報

に該当するか否かが明らかでない場合があるが、そうでない場合もあり得る以上、本稿で扱う対

象から除くことはできない。

そして、類型 に該当し得るものは、 に掲げたものすべてである。

以上より、 信書 （ 条・ 条）・ 文書、図画、記録、記載、診断書 （ 条以下）の・

秘密 （ 条）・ 利益 （ 条・ 章・ 章）・ 物 または 財物 （ 章 章）及び 説

教 （ 条 項）・ 電子計算機 乃至「電磁的記録」（ 条の ）が、現在の刑法において保護

される狭義の情報を含む被保護利益たり得るということになる。

財産情報保護の現状

本稿の定義による限りは、大多数の規定は言うに及ばず、前項で列挙したものに関する規定で

あっても、なおそのすべてが財産情報を保護するものであるとは言えない。

第一に、 条の 利益 は、 軍事上の ものである。同条が国家の存立を保護するものであ
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ることと合わせると、この 利益 は、一般的には財産的なものとは言えない。また、 説教

を保護する 条 項の保護法益は、現に存在している健全な宗教的風俗 感情であり 、何人かに

属し得る性質ではない社会法益であって、財産的な法益とは言い難い。

よって、以上二点に関連するものを省けば、 信書 ・ 文書、図画、記録、記載、診断書 ・

秘密 ・ 利益 ・「電磁的記録」・ 物 または 財物 が、現在の法によって保護され得る

財産的情報の類型であると言えることになる。

なお、以上の類型に該当する情報すべてが財産的であるという訳ではない。それらが財産情報

を含み得るに過ぎないのである。

ところで、個人の秘密を保護法益とする秘密漏示罪６の如く、財産的な法益を保護しない規定

が上記に含まれる。しかし、これらの規定も、財産的利益を保護し得るものではある。様々な具

体的状況を視野に入れるならば、直接に財産的法益を保護しない規定についても、財産情報保護

との関係で注意を払う必要があるとは言うべきであろう。もっとも、 条の 利益 や 説教

は、類型的には財産情報ではない。これら想定し得る事情が財産情報に直結しない場合には、財

産情報を侵す行為であっても、他罪との観念的競合となるか、さもなくば立法の欠缺によって他

罪では罰せられないと解すれば足りよう。

財産的情報の保護に関する事例

刑法がどのような情報をどのようにして保護するかは、以上に見た規定を概観するばかりでは、

必ずしも明らかではない。そこで、財産的情報の保護に関する判例を検討し、実際の保護の内容

を明らかにしたい。

綜合コンピューター背任事件 （東京地裁昭和五九年三月六日・二〇日判決）

判例タイムズ 号 ・判例時報 号 ・刑法判例百選 ・最新重要判例 刑法

会社の従業員が自社が開発したソフトウェアを他のコンピューターにコピーし、退職後に設立

する予定の新会社で利用しようとして背任に問われたこの事件の判決は、会社のために忠実にそ

の業務を遂行すべき任務に反することでソフトウェア代金に相当する財産的損害を与えたと認定

し、背任罪の成立を認めた。

新薬産業スパイ窃盗事件 （東京地裁昭和五九年六月二八日判決）

判例時報 号 ・刑法判例百選

ライバル会社が開発した医薬品に関する情報のファイルを持ち出してコピーした者らが窃盗に

問われたこの事件の判旨によると、 情報の化体された媒体の財物性は、情報の切り離された媒

体の素材だけについてではなく、情報と媒体が合体したものの全体について判断すべきであり、

ただその財物としての価値は、主として媒体に化体された情報の価値に負うものということがで

― ―



きる。 とのことである。

新潟鉄工業務上横領事件 （東京地裁昭和六〇年二月一三日判決）

刑月 巻 ・ 号 ・判例時報 号 ・刑法判例百選

会社の従業員が退職・独立を意図し、会社で作成したコンピューターシステムの内容はほぼそ

のままに名称を変えて販売しようと、仕様書などを持ち出してコピーしようとしたこの事件では、

他人の物を一次的に持ち出した際、使用後返還する意思があったとしても…不法領得の意思を

認めることができると解され…被告人たちが持ち出した本件資料は…その内容自体に経済的価値

があり… 等とし、業務上横領の成立を認めた。

住民基本台帳閲覧用マイクロフィルム窃盗事件 （札幌地裁平成五年六月二八日判決）

判例タイムズ 号 ・最新重要判例 刑法

住民基本台帳の閲覧として正規の手続で借り出したマイクロフィルムを持ち出して複写した行

為が窃盗に問われたこの事件では、被告人側は 情報の窃取そのものを処罰することになり、罪

刑法定主義に反する と主張したが、判決は、マイクロフィルムの財物としての価値が 情報の

価値をも包含 するとし、窃盗罪の成立を認めた。

情報保護の実質

前掲各判例の趣旨から見る限り、財産的価値を持つ 情報 は、実質的には広範囲に刑法の保

護を受けてきたと言える。但し、背任事件を除けば、情報はあくまで財物として保護されてきた

点に注意を要する。これらの判例では、例えば窃盗の客体は、あくまで情報ではなく情報と一体

化した物体であり、物体の価値が情報の価値を含むものとされているのである。

背任の事例が際立って見えるが、そもそも背任罪における財産上の損害は全体財産に関して起

こることが要件であり 、個別具体的な財産の侵害乃至これに結びつく行為は要件とされていない。

故に、背任においてのみ物体から離れた財産情報を客体とする構成要件的行為が認定されている

ことは当然であり、他の判例と特に異なる趣旨を見出し得るものではない。

以上からは、現行刑法が持つ情報保護に関する原則として、それが有形化していれば拡大的解

釈をもってしても保護しようとするという態度が読み取れる。その限界は、伝統的な解釈の枠を

外れるまでに広いものとなっている。窃盗の二事例（ ・ ）においては、一見して正当

な手続を踏んだ短時間の持ち出し行為すら 窃盗 とされているのである。

何らかの情報を保護すべきことは判例にも学説にも広く認識されているし、実際に保護が及ん

だ場合もある。これは、刑法が財産情報を保護することの現実的な妥当性を反映している。にも

かかわらず、刑法は、財産情報それ自体を明瞭に保護する規定を持たない。このギャップに、問

題の核心がある 。

＊１ 前掲［園田 ］の全体を参照。
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＊２

電磁的記録は、有体物に定着するとは言っても、単に有形化すると表現することにも問題があ

る。この問題は、それ自体が可視的でないといった単純な理由のみによるものではない。これに

関し、 裁判実務とコンピュータ［夏井 ］ 以下に、次のような記述がある。

ところが、ランダム・アクセス型の電子記憶媒体では、１個の文書に相当するファイル

が物理的に連続した記憶領域に存在しておらず、１個のファイルの構成部分が複数のデー

タに分割されて媒体上の記憶領域にばらばらに分散しており、これが番地管理情報である

によって論理的に１個のファイルとして連結されているのにすぎないことが普通で

ある。…たとえば、ディスクの４分の１だけを切り取ってくれば文書の４分の１がそっく

りそこに記録されているということにはならない。１個のディスクから必要なファイルの

みを抽出できるのは、媒体上の のデータがソフトウェアによって読み取られて処理

された結果であって、ファイル自体がまとまって記録されているわけではない。この点が

紙の書類による事務処理と全く異なっている。

以上に見たように、電磁的記録は、 有体化 する場合であっても、情報を表わす一個の形あ

る物体として 有形化 するわけではないのである。但し、一まとまりのデータが 枚のフロッピー

に化体して 有形化 する場合も想定でき、事態は単純ではない。

＊３ 前掲［大谷 ］ 参照。

＊４ 前掲［大谷 ］ 参照。

＊５ 前掲［大谷 ］ 参照。

＊６ 前掲［大谷 ］ 参照。

＊７ 前掲［大谷 ］ ・ 参照。

＊８

この点の議論については、渥美東洋 プライバシーの刑法的保護［渥美 ］ の後掲

引用を参照されたい。

…財物が法益として保護されている点にだけ着目して、財物それ自体の価値には全く着

目せずに財物罪、たとえば窃盗罪の成立を肯定するという解釈の構成がとられることがあ

る。これは実は、財物それ自体の価値とは異なる、情報、秘密、名誉等の、財物に化体さ

れている価値を、財物の保護を意図する財物罪を成立させて保護しようというのである。

これが、現在のわが国の実務・判例の立場でもある。…刑法成立当時に実際には意図され

ていなかった、つまり立法者の意図には含まれていなかった情報と…を新たに刑法上保護
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する必要があるとの認識が、ここには示されている。

現在及び将来の課題

以上の検討を踏まえつつ、具体的な解決策を検討する。

解決すべき問題

立法は、現状から乖離している。電磁的記録は、ネットワークの発達により、無形的情報とし

て存在しつつ有形的情報と同様の操作がなされる存在となった。つまり、電磁的記録は、無形的

情報・有形的情報という、伝統的な情報の存在様式に基づく分類からは外れる存在となったので

ある。ところが、刑法の規定の多くが情報を視野に入れてはいるにも関わらず、 年改正で追

加・変更された電磁的記録に関する規定を除けば、直接的には配慮が払われていない。また、そ

の改正規定にしても、電磁的記録を保護する規定は主として文書に関する罪でしかない、断片的

なものである。

コンピューター犯罪が問題となった時代には、この点は重大な問題ではなかった。多くのコン

ピューターは独立して存在しており、電磁的記録 は 電磁的記録”物” と事実上ほぼ等しかっ

たからである。ネットワークに関しては、せいぜい、金融機関のオンライン等を念頭に置いた特

別の規定が若干あれば足りたと言えよう 。しかし、現在の問題は、ネットワーク犯罪である。

殆ど総てのコンピューターが潜在的には相互に接続され得る状態となり、電磁的記録は瞬間的に

複製され得るようになった。この時、一個の物体に化体した情報や、記録されない無形の情報だ

けを想定してきた社会、そしてそれを前提とした法制度そのものが問い直されるべきであるとさ

え言えるのではないだろうか。

問題点

領得の意思との関連

財産罪のうち領得罪（窃盗・不動産侵奪・強盗・詐欺・恐喝及び横領の各罪）は、不法領得の

意思が主観的違法要素であるとされる 。不法領得の意思とは、 権利者を排除して他人の物を自

己の所有物として 、 その経済的用法に従いこれを利用し処分する意思 である 。

このような解釈論からは、所謂一時使用においては、領得の意思が問題となる。これに関し、一

時使用目的による占有の取得も、それが所有権その他の本権の侵害を伴う態様において行われた

場合は単なる一時使用ではないから、（引用注：領得の意思）必要説に立っても奪取罪の成立を

認めるべきである。 とする見解 がある。

ここで問題となるのは、情報が容易に複製され得ることである。「経済的用法に従いこれを利

用し処分する意思 がある行為者は、 権利者を排除 することなしに 他人の 情報を 自己

の所有 するものとして利用できる以上、情報という財産が複写されて奪取されたとしても、そ
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れのみでは不法領得の意思を認めることができないのである。この種の行為は、今日では、不正

アクセスを伴うクラッキングを典型的な手段とし、決して稀な行為ではない 。しかも、遠隔操

作により、業務を直接に妨害することもなく、高度な技術を持つ者ならば痕跡すら一切残すこと

なく行っているのである。

この種の行為を犯罪として把握するための一つの単純な考え方が、不法領得の意思を必要とし

ない旨理解することにあるかに見える。しかし、かく解することは、あまりに短慮である。かく

解した所で、対象となるのは物ではない以上、何らの解決も導かれない。

刑法が保護すべき情報とは

そもそも、財産情報は刑法によって保護されるべきなのだろうか。例えば、管理する者の自己

責任によってのみ情報の保護が図られるべきであるとするならば、容易に窃取できる状態に置く

こと自体に問題があるとも言える。だとすると、問題は主としてシステムのセキュリティ強化に

よる不正利用対策となる 。このように考えるならば、刑法による保護の難点を強調すること に

障害はないので、刑罰による情報保護そのものを否定する見解も導かれ得よう。

しかし、情報を含むすべての財産は、実行可能なすべての対策を採っても奪われ得る。情報、

それも電子データに限定して言うならば、対策が窃取を促すとすら言えるかも知れない。クラッ

カーは、愉快犯的に対策に挑戦するものだからである 。故に、情報システムのセキュリティ対

策は、如何なるものであっても十全ではあり得ないと言うより他ない。だとすれば、刑事法を通

じて犯人を追跡・捕捉し、しかるべき償いをなさしめることは、それが不可能であることが法の

瑕疵として咎められようと、可能であることが正義に反するとは言えないのではないか。やはり、

法は、情報を保護すべきなのである。

刑事法によって情報が保護されるべきであるとするならば、具体的にどのようなものが保護さ

れるべきなのであろうか。

解決策の検討

解決策の方向

新たな方策を探求すべきか

原則としては財産情報自体を保護しない現在の立法に基づく処理がそのまま続くべきであると

するならば、電子データの流通形態を変えたネットワークの普及を無視することになる。国内の

インターネット利用者が 万人に及ぼうかという時代 には、ネットを無視するのは最早適当

とは言えまい。新しい解決策は、必要なのである。

情報保護の方法

情報の保護は、解釈論によってなされるべきか。刑法上の 物 乃至「財物」とする対象を極端

に拡大した管理可能性説を採らないのであれば 、それは不当な拡大乃至類推解釈として退けら
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れよう。だとすると、何らかの立法的な対策が必要であるとすべきことになる。

もし、現行法を改めるべきでないとの立場を維持しつつ、実質的必要性から情報を保護しよう

とするならば、罪刑法定主義を歪めることになると言って差し支えない 。そうすることで、個

別の事例の解決においては妥当な結論が得られるかも知れない。しかし同時に、歪んだ法解釈の

蓄積によって、法は信頼を失うことになろう。

具体的な解決策の検討

以上に述べた通り、電子データとして存在する財産的情報の保護のためには、立法的な解決が

必要である。では、その立法は、どのようなものであるべきだろうか。

年の刑法改正同様、 電磁的記録物 乃至 電磁的記録 の名を冠した罪名に関する新た

な条項を設けることが、先例に習う解決策としてありえる。この方法は、多数の条項の新設が必

要となり煩雑である。そして、新設すべき内容につき、相当の議論が予測される。

そこで考えられる一つの単純な解決策は、電気と同様乃至類似のみなし規定を設け、刑法中の

適当な位置に 本章の罪について（または この法律において ）、電磁的記録は、財物（または

物 ）とみなす。 とでも定めることである。この方法は、保護を要しないような価値の低いデー

タまでも一律に保護されるかに解する余地につき、批判され得る。しかし、それを問題にするな

ら、少なくとも財産罪規定のすべてが同様に問題となる 。その種の問題は、違法性に関して個

別の事例において配慮すれば足りるものなのである。ならば、みなし規定によって明瞭な解決を

目指すことが望ましいと言うべきであろう。もっとも、どこにどのようなみなし規定を置くべき

かは別に検討されなくてはならない。

結論から言うと、刑法の総論部分に一個のみなし規定を置くことが適当である。

すべての犯罪類型に際して電子データを有体物とみなす必要はない以上、あえて広い網をかぶ

せる必要と実益はない。しかし、ほぼ同様の規定を複数設けるのは煩雑である。また、この方法

によることで特段の混乱が生じるとも言い難い。もっとも、どのようなみなし規定を設けるかは、

問題となる。電磁的記録は財物なのか、それとも物か。財産性の判断は個別具体的になされざる

を得ない以上、 物 とするのが適当であろう。

以上の通り、 この法律において、電磁的記録は、物とみなす。 との規定を刑法総則に設ける

ことで、財産的価値を持つ電子データを不正に入手・利用することは、物体を窃取したことと等

しい犯罪となる。

何が保護するべきか

以上では、情報の保護のためには刑法改正が必要であると結論づけた。しかし、それが真に適

当な手段であるか、別の面からも検討する必要がある。即ち、それが刑法の任務であるかいなか

である。

― ―



無体財産権は、特許法・著作権法等によっても保護されている。通信の秘密の観点から情報を

保護する電気通信事業法も存在している。更に、不正競争防止法もまた、不正の手段によって営

業秘密を取得・使用する行為を禁じている。もしこれらが財産情報保護のために十分なものであ

るならば、刑法が保護を重ねる必要はない。

これらの法律が情報保護に資するものであることは、否定できない。そして同時に、刑法は補

充的な役割を果たすべきである 。しかし、上記の各法律に情報の保護を全面的に委ねることも

また適当ではない。財産情報は、様々な態様で自然人・法人に属し得る。それらは、さほど複雑

でないデータベースであれば著作物の要件を満たすとは限らないし、所定の手続を経なければ特

許として保護されることもないし、そのデータが「営業上の」ものであると直ちに言えるとも限ら

ない。

他の法律が財産情報保護のための特別法として機能すべくことは言うまでもない。しかし他方、

一般法としての規定もまた、情報の確実な保護のためには必要である。それは、一般法としての

刑法に求められる役割であると言わねばならない。

＊１

コンピューター犯罪 が俎上に昇った時代から、ネットワークを悪用しても実行可能な行為

は既に考慮されていた。しかし、ネットワークの存在は、ほぼ考慮の外にあった。

例えば大谷實 コンピュータ犯罪（上）［大谷 ］ では、システムの盲点を利用して

コンピューターを悪用する犯罪・コンピューターに加害する犯罪・データを盗み取る犯罪・

キャッシュカード犯罪の四類型を想定している。このような整理は、現在知られているネットワー

ク犯罪にも概ねあてはまる。しかし、具体的な行為態様として想定されているのは、ネットを利

用しない行為が中心である。ネットを利用した行為としては、金融機関のオンラインに関するも

のがあげられるに留まっている。ここから、当時の想定では、ネットワークを利用した犯罪が金

融オンラインに関するものにほぼ限られていたことが示唆されている。

＊２ 前掲［大谷 ］ 参照。

＊３ 前掲［大谷 ］ 。

＊４ 前掲［大谷 ］ 。

＊５

クラッキングについては、それを煽るかのような出版物が少なくない。その中には、具体的な

事実を示してクラッキング経験を披瀝するものすらある。そういった出版物の知名度が僅かでも

上昇することを回避するために、本稿では敢えて具体的な例示を最大限避けている。ここでは、

年９月現在、大規模な書店のコンピューター関連コーナーには常時その種の書物が置かれて

いるという、筆者が観察した事実のみを示しておく。
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＊６

伊賀興一 コンピュータの普及と刑事法の対応をめぐる諸問題［伊賀 ］ の以下の部分

は、刑事法の役割を限定し、この種の犯罪への対策が一義的にはセキュリティの問題である旨述

べる。

…コンピュータ・セキュリティの強化などがコンピュータ普及と有用性を基礎付け、あ

らゆる危害から守る基本的な要素とでもいうべきものだとすると、刑事法の対応は、コン

ピュータをめぐる脅威に対しては、補足的役割とでもいうべきものであろう。

＊７ 前掲［伊賀 ］ がこの立場である。

＊８

情報セキュリティ［多賀谷 ］ の以下の叙述も同旨である。

刑罰を定めて犯罪の抑止を図る場合、理性的・合理的な判断をする人であれば、刑罰の

もたらす不利益と犯罪の誘因とを比較考量して、犯罪を思いとどまるであろうことを前提

としている。しかるに、いわゆるクラッカーにとってはこれらの刑罰の抑止力は十分には

効かない。彼らの中には刑罰があろうとなかろうと犯罪を犯そうとする確信犯がいること

は否定できない。

なお、クラッカー自身による告白を、雑誌編集部が整理の上まとめたものとして、 実証！大

企業がハッカーに狙われている［裏編集部 ］ がある。彼らの愉快犯的性格の例証として、そ

こから以下の通り引用する。

狙う獲物はシステム規模が大きく高性能なコンピュータシステム。 の規模が大き

ければその分探検する楽しみも増える。…。…今回、私は日本のインターネットを使い、

使用を認められていないコンピュータに侵入し、痕跡を残さないよう監査データを書き換

え、パスワードの暗号を解読することにより、他のコンピュータにもハッキングできうる

ことを実証して見せることができたと自負している。…。自分で言うのもおこがましいが、

スペシャリストともなれば侵入痕跡のデータファイル等を書き換えることによって、証拠

を残すことなくハッキングできるのである。

同一の人物に関する別の記事 大企業がハッカーに狙われている！［裏編集部 ］ 中の、同

じ人物が編集部にコンタクトを取った際の記録からも、同様の例証となり得るであろう記述を引

用する。

編集部の諸君、前回の原稿で私が真のハッカーであることを理解していただけただろう

か。さすがにあれだけの証拠品を見せつけられれば疑うわけにはいかないだろう。

＊９

インターネット白書’９９ 掲載の 年 月現在の推計値による。なお、同所に記さ

れた 年 月の調査による利用者数は、約 万人である。
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＊

前掲［大谷 ］ 参照。また、［曽根 ］ に、次のような説明がある。この説によれ

ば、情報は管理可能性説を採っても財物とは言えない。なお、その他の説によっても、同様の結

論となる場合が通常である。

情報は、有形の物質ではなく、無形のエネルギーでもないが、土地・労働・資本と並ぶ

新しい生産要素であり、価値を担った財である。物質・エネルギーに比して、情報の財と

しての特殊性は、例えばコピーが作られることによってそれが窃取されても、本来の所持

者の元に犯行前と同じ情報がそのまま残存することにある。情報の 非移転性 と呼ばれ

るものがこれである。この点から、情報は、同じく無形の財であってもエネルギーとは異

なり、管理可能性説によってもなお財産犯の客体である 財物 の中にこれを含めて考え

ることができないのである。

＊

前田雅英 罪刑法定主義の変化と実質的構成要件解釈［前田 ］ の次の記述のように、

罪刑法定主義の原則を緩やかに解する見解もある。

罪刑法定主義の自由主義的要請の見直しも必要である。この考え方は、刑罰規定が国民

の行為規範となっていることを前提にしている。国民は、刑罰法規を認識して行動するの

であり、それ故に、国民が見て不明確な条文は罪刑法定主義に反すると考えるのである。

だが、国民誰もが容易に処罰の限界を知り得るとはいえないような条文や、評価の分かれ

る規範的要素を含んだ条文はすべて無効なのであろうか。可能な限り記述的で明確な条文

が望ましいことは争いないが、現実の犯罪現象に対処するには、一定の規範的で抽象的な

犯罪類型を採用せざるを得ない。

しかし、仮に前田説のように考えるとしても、自由主義的要請を無視しない限り、解釈論に限

界があるのは疑いのない所である。そして、大谷實 コンピュータ犯罪（上）［大谷 ］

は、次のように解釈論の限界を指摘する。

刑法においては罪刑法定主義の原則が支配しているのですから、いわゆる刑法解釈の限

界が問われて然るべきです。他方、新しい技術革新を含む急激な社会の変化に対処するた

めには、いかに目的論的解釈を駆使してみたところで、解釈にはおのずと限界があるので

すから、古い皮袋に新しいブドー酒を入れるような姑息な方法は捨てて、新しい時代に適

応した立法、すなわち刑罰法規の創設を図ることが先決であるという場合もありうるのは

無論です。

＊１

形式的には構成要件に該当すると言える行為であっても、法益侵害が微細である場合には犯罪

とならないとする考え方が、学説・判例において支配的である。その先駆的な事例として、いわ

ゆる一厘事件（大審院判決明治四三年十月十一日・刑録 ・ ）判決がある。
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＊ 大谷實 刑法講義総論［大谷 ］ 参照

おわりに

財産情報の適正な利用を保護するための施策は、一応ある程度の検討の上で示すことができた。

しかし、多くの問題を積み残さざるを得なかった。

紙幅の都合上、権限なき者による情報の不当な流通への対処を検討するにとどまり、損壊につ

いては割愛せざるを得なかった。また、財産価値とは別の視点からの情報保護については、まっ

たく無視することとなった。これらの残された問題については、機会を改めて触れることでお許

しを願いたい。

付記

その後、本論文を展開したものが修士論文となった。そこでは、構成・結論といった重大な事

項に大幅な変更があった。これはこれで不完全ではあり、全く別の論文と考えていただくべきも

のかも知れない。とは言え、それ以上に不完全な本論文が公開されることは、今となってはお恥

ずかしい限りである。

なお、 にて、この修士論文の ファイルを

公開している。万一、該当するファイルが存在しないなどの不都合があった場合は、 ＠

までお問い合わせ願いたい。
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１ はじめに

現代はマルチメディア化への過渡期であると認識されており、同時に

（メディアコミュニケーション）の大きな変容期であるともいえる。こうした状況で特に注目し

たい点は、マルチメディア化の流れのなかで、文字通信による時間差コミュニケーションの割合

が増加していることである。特にリアルタイムコミュニケーションの移動体通信における文字通

信の増加は、現代のコミュニケーションの形態を知る上でも興味深いものである。本論文では移

動体通信［＊］（携帯電話・ ）における文字通信コミュニケーションに注目し、それを多用

する現代の若者のメディア観をみていきたいと考えている。［＊移動体通信には一方向性のポケッ

トベルと双方向性の携帯電話・ があるが、本論文で特に対象としているのは双方向性の移

動体通信である］

まず、双方向性の移動体通信を取り上げる理由は以下の通りである。 現在の移動体通信は、

音声通信と文字通信、リアルタイムと時間差といったように多様な形態のコミュニケーションが

可能であること。 今日では、 の送受信、更には振り込みや各種の予約も可能となって

おり、従来の電話のイメージを越え、まさしく日常生活におけるパーソナルメディアと呼ぶにふ

さわしい様相を見せ始めていること。 野村総研による 発表の調査によれば、所有者

が 歳から 歳の間でついに ％を越えて、 となり、極めて普及度の高いメディアとなっ

たこと（ ）（ ）。 移動体通信がマルチメディア化の

流れの中で、モバイル通信のような形態でコンピュータ・ネットワークと融合してきていること。

以上のように日常生活において、生活必需品となりつつあるメディアであり、それが社会に与え

る影響を見てみたいと思ったからである。

本論文では主に若者を調査対象としている。その理由としては、 若者はこの日進月歩の移動

体通信を日常生活で十分使いこなしていること。 その利用法がビジネス中心の社会人に比べて

多岐にわたっており、その独特の使用法は若者文化と呼ぶにふさわしい様相を見せていること。

若者は将来のより高度な情報化社会の担い手であり、社会階層のなかで青年層、特に大学生層

こそ情報化に最も積極的に対応できる層であると考えられるからである。

調査の分析の焦点は、時代の趨勢としてのパーソナルメディア化の中で、固定電話にはない移

動体通信独自の特徴が、どのように変容して現在に至ったのかというところにある。本論文では、

音声通信から音声・文字通信の併用型へと変貌していることに特に注目したい。若者の間で双方

向性の固定電話でコンサマトリー会話が行われていることは、吉見俊哉らによって常に報告され

ているが（吉見俊哉ほか ）（ ）、今日に移動体通信における文字通信でコンサマトリー通信

が度の程度行われているかの確認も調査の目的の一つである。
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２ 移動体通信の移り変わり

移動体通信の移り変わり（モデル図）

移動体通信（ポケットベル・携帯電話・ ）の変遷をたどりつつ、移動体通信の機種・機

能の変化が、利用者のコミュニケーションの形態にどのような影響・変化を与えたかを説明した

い。ここでは移動体通信の形態の変化を４つの時期に区分し、モデル図で示した。また、第一期

から第四期までの特徴についてはモデル図の次にまとめて載せた。

注）以下のモデル図、文にでてくる語の説明

ステップ …発信者から受信者への働きかけ

ステップ …受信者から発信者への応答

時間差…時間差コミュニケーションの略

リアル…リアルタイムコミュニケーションの略

非応答…受信したことに対して返信しない（電話にでないなど）。

音声…音声通信の略

文字…文字通信の略

内容…受信する前に情報の内容を特定可能か

相手…通信に答える前にその発信者が特定可能か

用件・相手が特定可能かについて ○…可能

…可能な場合もある、またはある程度可能

×…不可能

（図１） 第一期 （ 年 ）ポケットベル（呼び出し音のみ）

ステップ （発信者から） ステップ （受信者から）

用件 × 相手 × 時間差 別のコミュニケーションメディアにより返信

（主に電話）

非応答（消極的）相手、用件が特定不可能なため
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（図 ） 第二期 （ 年 ）ポケットベル（メッセージ表示機能付き）

ステップ （発信者から） ステップ （受信者から）

用件 ○ 相手 時間差 別のコミュニケーションメディアによる返信

（主に電話）

同メディア（相手のポケットベル）への返信

非応答（積極的）相手、用件がほぼ特定可能なため

（図 ） 第三期 （ 年 ）携帯電話・ （音声のみ）

ステップ （発信者から） ステップ （受信者から）

用件 × 相手 × リアル 同メディアによる返信（電話にでる）

非応答（消極的）相手、用件が特定不可能なため

（図 ） 第四期 （現在） 携帯電話・ （メッセージ表示機能、録音機能付き）

ステップ （発信者から） ステップ （受信者から）

用件 ○ 相手 時間差 同メディアによる返信（文字による返信）

用件 × 相手 × リアル 同メディアによる返信（電話にでる）

非応答（積極的）相手、用件がほぼ特定可能なため

― ―



移動体通信の移り変わり（モデル図の説明）

第一期（ 年 ） ポケットベル（呼び出し音のみ） 図１

発信者からの呼び出し音のみの呼びかけに対して、受信者は主に電話による応答をせざるを得

ない。それは相手、用件とも新たに別のコミュニケーションメディア（主に電話）で問い合わせ

ない限り、呼び出し音だけでは特定不可能なためである。その結果、呼び出しに対して非応答で

いることには消極的になってしまう。無視してしまうと重大な連絡の場合には取り返しがつかな

いためである。第一期の問題点としては、応答してみたら実はわざわざ問い合わせるほどではな

かった、あるいは非応答でいたため取り返しのつかない状況へ陥ったなどがある。また、非応答

という行為は、相手を捕まえるという目的でポケットベルへ発信する発信者までも不安を抱かせ

る結果となる。従って呼び出し音のみのポケットベルは、コミュニケーションメディアとしては

未熟な存在であったといえる。

第二期（ 年 ） ポケットベル（メッセージ表示機能付き） 図２

用件・相手が確認できるため発信者に対し問い合わせるかどうかを受信者が決められるように

なった。返信手段として使うメディアも一方向性（ポケットベル）、または双方向性（電話）と

選択できるようになった。その理由は、第二期では、発信者が呼び出し音だけでなく、ある程度

意味のあるメッセージを送ることができるようになったためである。従って受信者は、主にモデ

ル図２の３つの選択肢をとれるようになった。

同時に おはよう 元気 など、相手の返事を期待していない、自己完結・自己満足型の 文

字情報によるコンサマトリー通信 が、固定電話だけではなく移動体通信においても行われるよ

うになった。このような相手の返事を期待しておらず、緊急性がないという一方向性のコミュニ

ケーションをここでは 投げ捨て型コミュニケーション と表現したい。投げ捨て型コミュニケー

ションが送られてきた場合でも、受信者は上記の３つの選択肢をとることができる。 同メディ

アによる投げ捨て型コミュニケーションによる返信：両者のつながりを保つのが目的のコンサマ

トリー通信であり、発信者と同様の文字通信による投げ捨て型コミュニケーションによる返信で

ある。 別メディアによる返信：主に電話によるコミュニケーションであり、その際はリアルタ

イム・音声コミュニケーション・双方向性という特質を持つため、会話の内容・時間も様々であ

る。従って、受信者が送信者へコンサマトリー通信を行うよりも、より強固で電話を通しての肉

声でのつながりを保つことが目的の会話といえよう。 非応答（積極的）：投げ捨て型コミュニ

ケーションは、相手の返事を期待しないことが前提で成り立つコミュニケーションなので、安心

して非応答でいることができる。

このようにポケットベルの可能性が増大したこと、投げ捨て型コミュニケーションが相手に負

担をかけないコミュニケーションであること、料金の低下、友人とのつながりの維持などの様々

な理由により、この第二期を象徴する女子高生のポケベルブームが生まれたといえる。これはメ

ディアの形態の変化が、ひとつの 社会現象 を生み出すことを実際に示した好例でもあった。

― ―



第三期（ 年 ） 携帯電話・ （音声のみ） 図

双方向性の携帯電話・ の登場で、ポケットベルでは考えられなかった情報量でのやりと

りが可能となった。しかし、第三期の携帯電話・ は、発信者からのベルの呼びかけに対し

て電話にでるまでは用件・相手がわからないという第一期と同じ大きな欠点を持っていた。その

ため受け手は場所・時間に関わらず電話にでる、つまりマナー違反という問題が発生したのであ

る。また、相手が電話にでることが前提となるので、第二期で誕生した投げ捨て型コミュニケー

ションが、第三期の携帯電話・ ではできないという結果となり、受信者側の選択肢がひと

つ減る（自由度の減少）こととなった。受信者は返信の際、２つの選択肢から選ぶこととなる。

同メディア（電話にでる）：電話にでることにより、相手と用件を確かめる。これについては

上記で述べたとおり、マナー違反の問題も生じた。 非応答（消極的）：用件、相手がわからな

いままとなるので、受信者の不安は大きい。これは第一期のポケットベル非応答の状況にとても

よく似ている。第三期では着信側の選択肢が２つと、第二期より選択の幅が狭くなっている。つ

まり、着信者の自由度が第二期に比べて減少してしまったのである。したがって、この時期はポ

ケットベルとの併用も多かった。逆に第三期のメリットとしては、第二期では相手に返信する場

合に電話を探さなければならなかったが、携帯電話・ ではその必要がなく、直ちに同一メ

ディアによる返信可能になったことがある。

第四期（現在） 携帯電話・ （メッセージ表示機能、録音機能付き） 図

第四期では発信者も、受信者の時間・場所などを考慮して、音声・リアルタイム会話か文字通

信かのコミュニケーション形態を選べるようになった。同時に第三期で消失した文字通信による

投げ捨て型コミュニケーションが復活することとなる。着信側も第二期のポケットベルのように

３つの選択肢の中から選ぶことが可能となった。しかし、第二期とは決定的に違うことがある。

それは第二期では着信者が、同メディアか別メディアかというコミュニケーションメディアの使

い分けであったのに対し、第四期では同一メディアによる文字通信か音声通信かの使い分けに

なったことである。これは使用者にとって移動体通信が非常に使いやすくなったことを示してい

る。また、投げ捨て型コミュニケーションの復活は、若者の文字によるコンサマトリー通信を促

進させるはずみとなった。その結果、文字によるコンサマトリー通信は移動体通信の使い方とし

て、若者文化ともいえるようになった。

第一期から第四期までを振り返って

第一期から第四期までの変遷で最も強調したい点は、第二期と第四期がパラレルな関係にある

ことである。具体的には２点あげられる。まず、相手からの発信に対して、文字通信であれば積

極的な非応答が可能となった点。次に文字通信による投げ捨て型コミュニケーションが行われて

いる点である。共にメッセージ性、時間差による自由度という文字通信の持つ特性を活かしたも

のである。そして、若者がこれら文字情報の特性を友人とのコミュニケーションで、コンサマト

リー通信として利用している。

以上のことから文字通信によるコンサマトリー会話は、女子高生のポケベルブームの頃から現
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在に至るまで時代を超えて若者により支持されているコミュニケーションの形態であり、若者文

化ともいえる独特のものである。このように考えれば現在のポケットベルの衰退は至極当然のこ

とであるといえる。ただここで注意したいのは、ポケットベルから移動体通信へのシフトは、文

字通信が音声通信に負けたことを意味するものではなく、使用されるメディアが変化しただけで

あり、現在もポケットベルと全く同様な文字通信が行われているという点である。

３ 移動体通信の現状 東北学院大学の学生調査より

移動体通信の現在の状況について、東北学院大学の学生 名（男 女 ）対象の調査で得ら

れた結果を報告したい［調査表を用いた集合調査］。これは主に第三期の移動体通信から第四期の

移動体通信へと変化し、次第にそれが定着し始めた時期に行われた調査である。第三期と第四期

の決定的な違いは、双方向性の移動体通信において、文字通信が可能となったことである。この

決定的な違いによりもたらされると思われる以下の三点を、調査結果から示したい。双方向性の

移動体通信の所有者は 名・ （ ）であった。

リアルタイムコミュニケーションからリアルタイム 時間差コミュニケーションの使い分け型

への変化

音声通信から音声通信・文字通信の選択型への変化

文字通信でコンサマトリー通信が行われるようになったこと

文字通信の多用

まず、 と は文字通信の使用頻度の増大という同じ次元でとらえることができるので共に論

じたい。

双方向性の移動体通信は固定電話（リアルタイム通信）の延長線上にあるものととらえられが

ちである。つまり、電話の子機を持って外にでるという感覚の考え方である。しかし、今回の調

査で若者は、移動体通信を単にリアルタイム通信の電話の延長線上という存在とは考えていない

結果がでた。このことは文字通信の使用頻度によって示される（表 ）。

表１ 移動体通信による文字通信の使用頻度 （ ）

問 メール、キャラメール、スカイワープなどに代表される文字情報による電話通信についてお答え下さい

この表が示す通り移動体通信の所有者の実に 割程度が文字通信による時間差コミュニケー

ションをよく使うとしている。対して、機能が備わっているにもかかわらず、使用しない人は

割弱にすぎないという結果がでた。このことから対象者は文字通信によるリアルタイムコミュニ

ケーションだけではなく、文字通信による時間差コミュニケーションも多用しているといえる。

― ―

文字通信の使用度 よく使う 時々使う まれに使う 機能有 未使用 機能なし 総計

計



それでは具体的にはどういった理由、あるいは状況で、文字通信による時間差コミュニケーショ

ンは使われているのだろうか（表 ）。最も高い割合だったのが、 料金が安いから というもの

で 割以上の人が答えている。若者にとって、文字通信の 通話あたり 円程度という料金の安さ

こそが、友人との頻繁なコミュニケーションを取るために欠かすことのできない必要条件である

といえよう。次に 程度の回答があったものが、 話すより短時間ですむから 文字ですむ簡

単な用事だから という つの理由である。以前ならば、簡単な用事を伝えるだけでも、リアル

タイムコミュニケーションを行わなければならなかった。それが何かの片手間に用件伝達を行う

ことができるようになったのである。

表２ 文字情報による電話を利用する理由 （ ）

問 あなたが文字情報による電話を使用する理由すべてに○をつけて下さい。（複数回答）

文章として残るから 話すよりも短時間で済むから

料金が安いから 相手のいる場所や時間を選ばないから

相手が文字で送って来たから おはよう、どこにいるのなどのあいさつとして

暇なときなんとなく 自分が公共の場にいて話すのは不都合だから

文字ですむ簡単なようだから 相手が好きなときに見られるように

深い理由はない

表２は上記の問の回答に対して○がつけられたものを 表示

文字通信によって自分にとっても相手にとっても、リアルタイムコミュニケーションに伴う負

担が減少することになる。これは移動体通信を多用する若者にとっては非常に重要なことである。

なぜなら、移動体通信を所有することにより、若者は何らかのストレスを観じていることが多い

からである（表 ）。
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１．文章として残るから

２．話すより短時間で済むから

３．料金が安いから

４．相手のいる場所や時間を選ばないから

５．相手が文字で送ってきたから

６．おはよう、どこにいるのなどのあいさつとして

７．暇なとき何となく

８．自分が公共の場にいて話すのは不都合だから

９．文字で済む簡単な用事だから

．相手が好きなときに見られるように

．深い理由はない



表 移動体通信の所有によるストレス （ ）

問 携帯電話・ を所有していると、あなたがどこにいるかということや、気分に関係なく呼び出されてしまいますが、

あなたはそのことに対してストレスを感じたことはありますか

表 の示す通り移動体通信を所有している人の約半数が何らかのストレスを感じている。にも

かかわらず、ストレスを感じるとした人の 割がそれでも携帯電話・ を 必需品 であると

答え、 割の人間が あったほうがよい と答えているのである（表 ）。このようなストレスは、

テクノストレスという高度情報化社会の産物のひとつともいえよう。こうした現状にあって、相

手の気持ちに敏感な現代の若者は、受ける側の立場になってあまりストレスを与えない文字通信

を多用しているのではないか。この理由として 相手のいる場所や時間を選ばないから に、約

割の人が回答したことからもうかがえる。それにしても 移動体通信が必要ない と答えた人

の少なさは特筆すべきものがある。

表 ストレスの有無と移動体通信の必要性 （ ）

問 携帯電話・ は生活必需品ですか

以上の結果から、若者達は移動体通信を固定電話の延長とは考えておらず、時間帯、相手、用

件などの各種用途により、リアルタイム・時間差コミュニケーションを使い分けているといえよ

う。そして文字通信はリアルタイムコミュニケーションよりも短時間で簡単な用事のときによく

使用される。文字通信はメッセージ作成の時間はなかなかかかるが、よく利用される背景には相

手を気遣うという現代の若者特有の配慮があると思われる。もちろん文字通信がよく使用される

背景として、低料金という条件があるといえる。

コンサマトリー通信の利用

次に 文字通信でコンサマトリー通信が行なわれるようになったことについて述べたい。それ

では固定電話のコンサマトリー会話に相当するものは文字通信でも行なわれているのだろうか。

この点に関しては表 の通り 暇なとき何となく文字通信を行う と答えた人が約 割いたことか

ら、文字通信でもコンサマトリー通信が行なわれていることが分かる。これは自己完結・自己満

足が目的の典型的なコンサマトリー通信であり、かつ相手の返事を期待していない、緊急性がな

いという一方向性のコミュニケーションである 投げ捨て型コミュニケーション といえる。さ

すがに あいさつをする ためというのは、 と数値が低い。しかし、約 の人が挨拶を

― ―

ストレスを感じるか はい いいえ 総計

計

必需品 あったほうがよい なくてもよい 必要ない 総計

ストレスを感じる

ストレスを感じない

総計



文字通信で行っているということは事実であり、これも典型的なコンサマトリー通信といえよう。

以上のようにポケットベルでみられた文字通信によるコンサマトリー通信は、双方向通信の移

動体通信でもみられることがわかる。若者達は相手に負担をかけない文字通信という形で、友人

達とコミュニケーションを取り合っている。そして、これらがコンサマトリー通信をよくする若

者にとって貴重なものであることは間違いない（表 ）。コンサマトリー通信をする人は、行なわ

ない人に比べて、移動体通信が使用できない場合や忘れた場合などには、落ちつきをなくしがち

である。これは日常的に友人とつながりを保つために行われている絶え間ないコミュニケーショ

ンが、できなくなったときに不安を感じるためではないだろうか。また、全体的に見ても移動体

通信を忘れてしまったり、使用不可能になったときには約 の人が落ちつきをなくしてしまう。

こうしたことも広義のテクノストレスといえるかもしれない。

表 コンサマトリー通信をする人と移動体通信の使用不可能な場合 （ ）

問 携帯電話・ を家に忘れてきたり、電池がなくなって使えないときの心境をお答え下さい

４ おわりに

そもそも、移動体通信の先駆けであるポケットベルは、呼び出し音による一方向性のメディア

であった。しかし、ポケットベルで比較的安価に文字によるメッセージ通信が可能となった時は、

それが女子高生のポケットベルブームを誕生させ、社会現象ともなった。この現象はコミュニケー

ションの形態の変化が、それに携わる人々の日常生活に大きな影響を与えることを示している。

この現象と同様なことが、現在双方向性の移動体通信で起こっている。それは携帯電話・

で文字通信が可能になったことにより、文字通信を使ってのコンサマトリー通信が行なわれるよ

うになったことである。以前のようなブームとして騒がれないのは、それだけ移動体通信が日常

生活、特に若者達の間で定着したためだと推測される。移動体通信の必要性をきいた問いからも

移動体通信が日常生活に定着し、若者のコミュニケーションには欠かすことのできないメディア

となったことがわかる（表 ）。

もとはといえば、ビジネス社会で用件を伝えることに主眼をおいた移動体通信であったが、現

在の若者達の間では用件のみならず、文字通信による友人とのコンサマトリーな通信という独特

な使用のされ方もしている。これはいわば若者の 特権 ともいえる行為であり、すでに若者文

化として成り立っているといえる。若者文化として成立すると考える理由は、現在の若者達の間

でよく行なわれている現象であること、以前のポケベルブームの時にも見られ今現在だけの一過

性の現象ではないことなどがあげられる。この意味での若者文化は、初期の双方向性移動通信の
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とても落ち着かない 少し落ち着かない いつもと変化なし 普段より気が楽 総計

暇なときなんとなく はい

暇なときなんとなく 無記入

総計



音声によるリアルタイムコミュニケーションでは成立せず、文字通信と音声通信の選択による時

間差コミュニケーション、つまり、コミュニケーションの形態の変化により成立したといえよう。

― ―
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要 約

インターネットの登場により生産要素が可動的になり、従来の 概念を維持していると、こ

れまでの居住地国（ 国）源泉地国（ 国）間の税収の天秤が 国に大きく傾くことになる。これ

こそがアメリカの狙いであるが、本稿では 国の課税権を擁護する方法を模索する。私が 国

の課税権を擁護するのは、経済的所属原則を重視することに基づく。 概念を検討すると、

（ 国が課税する際のとっかかりとなるものであり、物的なものであれば 国はそれ

を差押えることも可能であろう）としての機能と、経済的所属の観点から見た課税上の連結点（

国が課税権を有するか否かを探るポイント）としての機能が明らかになる。 モデル条約で

は 概念が比較的狭く設計されているが、現在の事業活動の実態に合っていないであろう。特

に、経済的所属を反映しなくなっているので、固定性の要件は今後更に意義を小さくしていくべ

きである。但し電子商取引においては、新たな 概念を作り出したとしても、 国が課税する

際の を見出すのが難しい。課税上の連結点を新たに作り出した上で、登録制度や源

泉徴収制度に頼る道が考えられる。また、 が問題となる事業所得課税を離れると、特に

では （付加価値税）について、 国の課税権を維持しようと努力している。特に、テレコム

サービスに関する最近の動きは、電子商取引についても大いに参考になる。そのほかにも、新た

な源泉徴収税が提案されたり、インターネット上を流れる や金銭的価値に着目する流通税的

な制度が提案されたりしている。電子商取引のような新たな経済活動の伸長に対して、従来の課

税制度を維持すべきであるという主張は説得力がないであろう。法律は急進的な改革には向いて

いないが、検討を重ね、たとえ少しずつでも、 国に配慮した仕組みを考えていくべきである。

章 問題意識

インターネットに代表される通信技術の発達は、生活の様々な局面に影響を及ぼしており、租

税法もその例に漏れない。租税法において問題となるであろう事柄のうち、本稿では、国際課税

における国家間の税収配分を考察する。

従来税収配分の基準とされてきたのが、恒久的施設｛ ｝であった。

そこで、まず国際課税における二重課税の問題と、それに対処するための の役割を見ておく。

なお は事業所得課税について用いられる概念であるが、本稿の問題意識として事業所得以外

の課税ベース｛ ｝も念頭に置いている。

国際的二重課税と恒久的施設

以下のような例を考える。 国居住者たる 社が 国の顧客たる に財 サービスを提供する。

社の所得に対し、課税管轄を基礎付けるものは つある。源泉管轄と居住管轄である。 国は、

非居住者たる 社の 国国内源泉所得について源泉課税管轄権を有する。他方 国は、居住者
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たる 社の全世界所得について居住課税管轄権を有する。すると 社の 国国内源泉所得につ

いて二重課税が生じてしまう。二重課税が生ずると、国際取引を妨げてしまう。

国際的二重課税をなくすには、どちらかが課税権を譲歩する必要がある。そこで、 国と

国は以下のような内容の租税条約を結ぶ。即ち、 社が 国に を置いて事業所得を稼ぐ場合

に 国が課税権を有し、 がない場合には 国のみが課税権を有する、という内容である。

少し具体的に考えてみよう。 社が 国に支店（ 支店）を置き、 が 支店に赴いて本を買

うとする。この場合は 支店が に該当するので、 国は課税できる。次に、 社が通信販

売会社であり、 国でする活動は広告のみであって、その広告を見た が 社に注文して本を

買う、という例を考える。この場合、広告をしただけでは 国に ありとはいえないので、

国のみが課税する。

以上のように見てくると、 国における の存在が、 社が 国で課税されるか否かの

｛閾値｝となっていることが分かる。このことは なければ事業所得課税なし とい

う原則として国際課税に定着している。

電子商取引が提起する問題

国際課税に関する以上の考察を前提として、電子商取引時代においては源泉地国課税について

どのような問題が生ずるかを考えてみる。

まず、電子商取引において を見出すことができるかどうかが問題となる。 社が本の内容

をデジタル化し、電子本を にインターネットを通じてダウンロードさせる、という例を考え

てみる。 社が 国内にサーバーを設置してそこに を載せ、 がそのサーバーにアク

セスするが、サーバー以外に 社が 国内に何ら施設 従業員等を置かない、という場合に、当

該サーバーは に該当するだろうか

他にも分類の問題（電子本の提供は財の販売なのかサービスなのかライセンスなのか）や、所得

の源泉地の問題（サーバーが 国にある時も源泉地は 国であるといえるのか）や、所得の配分

の問題（通信技術の発達により越境的な企業統合が容易になるが、その統合の利益を国家間でど

う配分するか）などが、ますます難しくなるだろう。

そして、インターネットに中心的な管理が存在しないこと、ドメインネームが信頼できないこ

と（匿名性）などにより、課税庁が取引を把握することが困難になるであろうことが、何よりも問

題である。本稿では深く立ち入らないが、 執行が困難なのでどうすべきか という視点で考え

ていく。

アメリカ財務省の見解

インターネットの登場による問題についてアメリカ財務省は 年 月に資料（後掲）を発表

した。資料 は、アメリカ政府の租税政策の青写真を示すという性格のものではなく、問題点を

提示して幅広い意見を集めようというものであった。とはいえ、幾つか結論めいたことも述べて

おり、その中でも特に以下の 点が重要であると考える。

（ ）経済的に類似した所得については、それが電子的な経路を通じて得たものであるか従来の
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経路を通じて得たものであるかにかかわらず、課税上同じように扱わなくてはならない（以下 電

子商取引 従来商取引間の租税中立性 と呼ぶ）。

源泉管轄に基づく課税は困難になり、居住管轄に基づく課税が優位に立つだろう。

に関して。例えば、 社が自社の宣伝のためのホームページを作り、 がそれを見て、ホー

ムページ上の注文アイコンをクリックし、 社から有体の本が送られてくるとする。或いは、

送られるのは電子本かもしれない。この様な電子商取引と、 で挙げた通信販売の例とを比

べて見ると、経済的な実質に変わりはない。だから、通信販売について源泉地国課税が及ばない

ならば、電子商取引にも及ばせてはならない、というのが電子商取引 従来商取引間の租税中立

性である。電子商取引に対して差別的に課税して、電子商取引の発展可能性を妨げるようなこと

があってはならないからである。

但し注意すべき点がある。電子商取引 従来商取引間の租税中立性を尊重する考え方は概ね世

界的に受け入れられているものと見うけられるが、アメリカと欧州とでは力点が異なる。アメリ

カでは上のような例を考えて、電子商取引に対して新しい租税（後述の など）を導入すべ

きではない、という点を強調する。他方、欧州が租税中立性を語る際は、電子商取引に対しても

従来商取引と同様に課税しなければならないという点を強調する。

に関して。電子商取引においては、所得の源泉地が不明確であり、仮に判明しても、源泉地

国が実際に課税できるか疑わしい。他方、あらゆる人はどこかの国の居住者であるし、あらゆる

法人はどこかの国で設立されたはずである。だから居住に基づく課税が優位に立つ、と資料 は

主張するのである。

しかし、資料 は源泉管轄課税が難しいことを論証したにすぎず、居住地国課税が認められる

べき積極的な論証をしていない、との批判がある（資料 （増井良啓）より）。何故アメリカが

居住地国課税にこだわるかといえば、アメリカがインターネット取引における世界最大の（圧倒

的といってもよい）輸出国だからである（本稿の例でいう 国）。今の国際課税の制度を維持して

おけば 国と 国との間の税収の天秤が 国に大きく傾くのである。

従って、源泉地課税の困難性が世界的に共有された認識であるといえたとしても、現在の制度

を維持して居住管轄を優位に立たせるのがよいという認識は広まっていないように思われる。特

に、電子商取引輸入国（本稿の 国）の立場に立つ途上国からの反対が大きい。更に、 加

盟国の間でも、欧州では源泉管轄を維持するために現在の制度を見直すという動きが、特に

（ 付加価値税）に関して顕著である（消費税の文脈では正確には源泉管轄

ではなく、仕向地主義の話となる）。

章 電子商取引における恒久的施設の模索

本章では、取引環境が電子化する中で、なお 国に を見出すことができないかを探る。そ

の前提として、私が源泉地国課税を擁護する論拠を略述する。
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源泉地国課税擁護論

国際連盟時代から モデルにかけて、 概念は比較的狭いものであった。 国 国間

の経済交流が釣り合っていれば（ 相互性）、 概念の広狭は両国の税収分配に影響し

ないので、 モデルが想定する先進国間の文脈では、 概念が狭くてもよい。しかし、

国 国の流れが 国 国の流れよりも大きい場合は、 概念の広狭が 国 国間の税収

分配を左右することを意味する。 モデルが事実上の世界標準であるという現状に照らすと、

概念を狭くするのは不公平ではなかろうか。更に、私は以下のような理由から、 国の課税

権を擁護したい。

それは経済的所属｛ ｝に従った課税である。

大雑把に言えば、納税者が自国の国籍等を有するという理由（政治的所属）のみに基づいて課税す

るのは適切ではなく、納税者が国家から便益を受けているときにその受益の限度においてのみ課

税するべきである、という内容である（経済的所属原則という）。

しかし経済的所属原則は実際に適用するとなると難しい。 社の所得につき、 国に経済的

所属がある と言ったとしても、非居住者である 社にどのように課税するのか という物

的な施設があれば、 国はそれに対して課税することができる（ 社が納税しない場合には、当

該施設を差し押さえることもできる）。つまり、 が、課税する際のとっかかり（ ）

となるのである。インターネット取引のように 社の財産が 国に何ら存在しない時は 国が

どう課税するのか非常に悩ましい 。

上の困難を考慮して、全体的に居住地国課税が優位に立ってきた。しかし、 が見

出せないからと言って、 国に経済的所属がないということを意味するものではない。経済的

所属に従って 国に課税権があるか否かを決めるポイント（本稿では 課税上の連結点 と呼ぶ）

を探る際、事業活動に物的施設が必須であった時代には こそが経済的所属の表象であった。

即ち、 は課税上の連結点にふさわしかった。だが情報・通信技術の発展によって企業の可動

性が高まった時代においては は経済的所属を反映していない。即ち、課税上の連結点にふさ

わしくなくなってきている。経済的所属に従った課税を本則とするならば、 がなくても 国

が課税する道を探るべきだろう。

固定事業所要件

本章の以下の節では、 の要件に即した検討を行い、電子商取引に関して を認定できる

かどうか考察してゆく。まず 条 項の固定事業所｛ ｝について検討

する。事業所の要件の機能で重要なのは以下の 点であろう。

（ ） としての機能… 国内に物理的な存在があれば、 国が 社に課税する際の

とっかかりとなる。いざとなれば差押えることもできる。

（ ）課税上の連結点としての機能… 社が 国にて事業所得生産活動を行うのには固定事業所

の存在が必須であった時代には、 は経済的所属を表象するものであり、課税上の連結点にふ

さわしかった。

しかし、生産要素が可動化した現在において、固定事業所の要件には疑問が呈されるようにな
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る。特に 固定 の要件が見直しを迫られるだろう。歴史的にもかなり早くから固定性の要件は

緩和されている。

例えば資料 で挙げられている 事件（ 年のノルウェー ドイツ間の相互協議）に

おいては、森林災害の後片付けのためにトラックで作業したという事案において、一定の範囲内

で作業していたということを以って、 を認定した。即ち、地理的に固定されていることが必

ずしも必要なのではなく、空間的に限定されたエリアであればよいということになる。どのくら

い限定されていればよいかという問題につき、非常に極端な説であるが、資料 に挙げられ

ているデンマークの学説によると、 デンマーク という限定したエリア内でサーカスを営んで

いれば ありとする。この様な急進的な意見が現在世界的に支持されているとは思えないが、

通信技術の発達により生産要素が可動的になるにつれて、固定性の要件の意義を小さくしようと

いう方向に向かうと思われる。

また、事業所の要件も緩和されてきている。 モデルの 条 段落によると、

自動販売機等も に該当しうるとしている。

以上の検討をもとに、電子商取引において を認定できるか否か考察してみたい。本稿では、

サーバー ケーブルを考察する。

通常は、サーバーの 該当性から検討が始まる。資料 は否定的であるが、欧州では積極説

が強い。サーバーが行う機能に着目すると、サーバーは従来の である支店が営んできた機能

を遂行することができる。従ってサーバーが に該当する余地はある。

但し、サーバーを に該当させても 国の課税権を守ることができない。サーバーは 国に

置く必要がないからである。寧ろ、 社が たる 国にサーバーを置き、それが

と認定されることによって、所得が 国ではなく 国に帰属してしまいかねない。

次に、 が 社の を見る際に、 のパソコン内にその情報が一時的に貯められるの

で、これを以って と見て を認定しようという見方がある（資料 より）。サーバー

と異なり逃げられないという利点がある。但し、 に 納税しろ ということはできな

いし、差押え可能性もないので、 としての機能を果たしえない。

三つ目は が流れているケーブルである。これに関して興味深いドイツの判例がある。一般

にパイプライン事件と呼ばれているものである（資料 、資料 、資料 参照）。オランダの石油

会社が遠隔操作でドイツの地下にあるパイプラインを流れる油量を調節していたという事案で、

（ ）は を認定したのである 。

この例を足がかりに、サーバー等が 国になくても、 社が 国内のケーブルを利用してい

ることを以って を認定するということが考えられる。しかし、パイプライン事件ではオラン

ダ企業が所有するパイプラインであるので、差押え可能性があるのに対し、電子商取引では通常

国内のケーブルは 社のものではないだろう。 社が通信会社であって 国内にもケーブル

を敷設している、という例に関して参照できるくらいである。

以上より、電子商取引においては が見出し難いことが分かる。
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準備的または補助的な活動

社が 国内に事業所を有していても、そこで行われる活動が 条 項に該当するものだ

けである場合には、 と認定されない。 条 項に該当する活動として一般的に、 条 項（ ）では、

準備的または補助的 ｛ ｝な活動と規定する。

例えば、 条 項（ ）によると、 保管、展示または引渡し のためにのみ施設を使用する場合に

は、 に当たらない。従って、たとえ 国内にサーバーが置かれていたとしてもそれは 条 項

（ ）の機能しか果たしていないので に該当しない、とアメリカは主張する。解釈論上この様

に言えるかもしれないが、しかし私は、サーバーの営む機能が従来の支店と劣らないという点に

鑑みて、 条 項について見直しが必要だと考えている 。

そもそも準備的 補助的活動のみでは に当たらないとしたのは、準備的 補助的活動による

貢献度が小さく、そして貢献度を測るのが難しい、という考慮に基づく。だが、例えば広告 が

企業の利益に及ぼす影響を考えてみると、貢献度はそれなりに大きいし測るのも現在の統計技術

を駆使すれば可能であろう。但し、現実の執行の場面では正確に測るのは煩雑なので、広告費や

現地での売上を基準とすることになるだろうか。

また、資料 にある の事例は、重要な示唆を与えてくれる。スウェーデンの鉱山会

社（ ）がノルウェーに保管・運輸目的の固定事業所を設けた事案であるが、非常に規模が大

きかったので、条約に特別規定を設け、 の ％にノルウェーが課税するとしたので

ある。つまり、課税管轄の配分に際しては、活動の性質ではなく、量が重要であることが分かる。

であるならば、活動の性質に着目して 条 項のような規定を設けるよりも、もっと直截に、一定

の額という を設けてはどうだろうか。

電子商取引時代における 概念の改変

資料 を見ると、仮想 （仮称）というような 擬制を設けることが考察されている。

固定事業所要件をなくし、 条 項の範囲を修正するのである。 （

租税委員会）もこれを検討している。仮想 の提案には反対が多いが、私なりに、

電子商取引時代に対応した 概念を考えてみた。

前述のとおり、電子商取引において を見出すことは難しい。しかし、

が見出せないからといって、経済的所属を重視した課税上の連結点も 国に見出してはな

らない、ということにはなるまい。

課税上の連結点を探るという観点からは、 などは有力な候補となりうる。また、

で見るように、顧客（支払者）を以って課税上の連結点と見ることもできる。

経済的所属の観点からは、 の方が 社よりも課税上の連結点としてふさわしいと思われるが、

何故 社に着目するのか。それは が にふさわしくないからだろう。

は少ない方が望ましいので、買い手より売り手に着目した方が便宜なのである。また、消費者に

納税義務を負わせることは政治的に難しい。しかしこれは の妥当性に引きずられて

課税上の連結点を見誤ったというべきではなかろうか。

課税上の連結点と とは同一であるに越したことはないので、事業活動に物的施設
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が必須であった時代において に課税上の連結点と の両方の機能を負わせたこと

は、理解できる。現代においても、支店等を通じて行う活動については、従来の 概念が維持

されよう（仮に 物的 と呼ぶ）。

しかし、生産要素が可動的な分野においては、両者を切り離すことも考えられる。 で紹介

する、 についての登録制は正にその例であろう。従って、顧客 や を課税上の

連結点とした上で（仮に 非物的 と呼ぶ）、 については、登録制や源泉徴収を

活用していくことが考えられる。

もし 非物的 を採用すると、 国課税の が著しく低くなってしまう。これに

ついては、一定の額という を設けてはどうだろうか。つまり経済活動の質ではなく量

に着目するのである。この については 態様が考えられる。

第 は、 国に帰属する所得が一定額を越えたら 国は課税する、というものである。 に

倣い、 社に 国内での登録義務を課して納税させるということになろう。

第 は、個別の取引額が大きいときに、 が源泉徴収するというものである。 が消費者であ

る場合は源泉徴収義務を課しにくいが、 が事業者であれば実効性がある。更に、非常に高価

な取引については、 が消費者であっても源泉徴収義務を課すことが正当化できると思われる。

前者の仕組みは、主に が電子本を買うような、小額で多数の取引を念頭に置いている。小

額取引についてまで消費者たる に源泉徴収義務を課すことは、得策ではないだろう。後者の

仕組みは、例えば が 社からインターネット上で 万円の車を注文する様な、高額 少数の

取引を念頭に置いている。尤も、車のような有体物が絡むときは、当該有体物を差し押さえるこ

とも可能であろう 。デジタル化した高価なものをインターネット上でダウンロードした際には、

課税庁がその取引を把握することができず、 が源泉徴収税を納付してくれないかもしれない。

しかし、 が事業者であれば、当然帳簿保存義務が課せられるであろうから、その違反を見つ

けた場合に従来よりも高い罰則を科して、威嚇効果に頼ることになるだろう。 が消費者であ

る場合、帳簿保存義務はないが、そもそも消費者が高額のデジタル物を購入するという事態は考

えにくい 。

章 電子商取引におけるその他の源泉地国課税の方法

事業所得課税以外で最も重要なものといえば、 である。寧ろ、欧州では が最も税

収に貢献している。 加盟国においては、欧州委員会の出す ｛指令｝により、

｛調和｝が図られている。以下、この指令をもとに考察する。

をどの国が課すかについて、提供地｛ ｝が基準となる。第 指令 条は財の

提供｛ ｝の提供地を定めており、財があった場所に着目している 。

サービスの提供｛ ｝についての提供地が厄介であり、第 指令 条が規定して

いる。 条のように着目すべき財がないからである。そこで、サービスについての一般規定であ

― ―



る 条 項は、提供者の事務所基準を定める。

条 項が特則を定めており、 条 項（ ）は知的なサービスについて、顧客の事務所基準を定め

ている。 条 項（ ）に該当するサービスを 外の提供者（ 社）が 内の 国の顧客に向けて提

供し（つまり提供地は 国）、かつ、顧客（ 社）が である場合、 社が 社に代わっ

て 国に を支払う（ 仕入税という）。

顧客（ ）が でない時は、仕入税の義務がかからない。従って、加盟国 国の消

費者 は、 加盟国の事業者からではなく非加盟国の事業者からサービスを購入しようとする

ことになる。

電子商取引についての特別な規定はまだないが、テレコムについて興味深い提案がなされてい

る（資料 、資料 以降参照）。以前はテレコムについて規定がなかったので、 条 項の提

供者事務所基準が採られることになる。すると、非加盟国（主にアメリカ）のテレコム業者が競争

上優位に立つ。

そこで 年に 評議会は加盟国に ｛逸脱、特例｝を認めることとした。この特例

によると、テレコムを 条 項（ ）に含めることとされる。つまり提供地が顧客事務所基準による

ことになり、顧客たる 社には仕入税が適用される。

更に 年特例は、テレコムについて 条 項（ ）の適用も認める。これは、実質的な使用 享

受｛ ｝がある国に課税権を認める規定である。消費者 がアメリカの

テレコム業者からサービスを受ける場合、 条 項 項によると 国で課税できない場合でも、

条 項（ ）により実質的な使用 享受のある 国に課税権が認められる。そしてアメリカのテレコ

ム業者は消費者のいる 国で登録しなくてはならない。もしアメリカのテレコム業者が 加盟

国 カ国全ての消費者に対してサービスを提供しているならば、 回登録しなくてはならない 。

そして直接電子商取引についてもテレコムサービスと同じような扱いが拡張されるかもしれな

い。外国の業者が登録義務に従ってくれるかという疑問はあるが、この様な積極的な姿勢は評価

すべきだろう。また、テレコムサービスに関して言えば、大抵はそれなりの規模を備えた業者で

あろうから、登録義務を課すことが不当だとは思わない。尤も 社が である場

合には、小規模なものも多いだろうが。

源泉徴収税

先生は資料 において興味深い提案を行っている。 国にとって電子商取引の脅威

とは、 国の課税ベースが侵食されることである。そこで、資料 では、 国から 国への支

払いが 国の課税ベースを侵食するときに、 国に源泉徴収を認めよう、と提案する。なお、

税率について、資料 では としていたが資料 では となっている。

端的にいうと、顧客 社が事業者であるときは源泉徴収することになり、顧客 が消費者で

あるときは源泉徴収がないということになる（仕入税に似ている）。 社が 社から仕入をする際、

仕入額は 社の所得から控除されるので、 国の課税ベースが侵食される。そこで、 社は

社に 円の支払いをする際に、 円を源泉徴収して 国に納付し、 社には実際には 円を支

払う。一方、消費者 が 社から電子本を購入する場合、消費目的の支払いは の所得から控
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除されないので、 国の課税ベースは侵食されず、源泉徴収義務は生じない。

において（販売かライセンスかなど）所得分類の問題を指摘した。 提案によれば、

所得分類ごとの扱いを考える必要がなくなる。そうではなく 国法上所得から控除されるか否

かという基準によることになるので、執行が容易になる 。また、このアプローチは 国の課税

ベースの減少を直視しており、問題点を正確に捉えた解決であるといえる。難点は、 国の同

意が得られにくいことであろう。

資料 では、 がインターネット上で 社に対して支払いをする際に、支払いの仲介をする

銀行が源泉徴収することを考えている。しかし、 におけるのと同様、 が 国以外の銀行

を利用するかもしれない。また、このシステムは、電子マネー等の取引記録が残る場合、即ち支

払いが匿名でないことを前提としている 。

の流れに着目し、流れた の量に応じて課税する、というものである。興味深い提案だが、

現在のところ反対意見が圧倒的である 。

難点の第 点として、もし を採用するならば、世界で一斉に採用する必要があり、こ

れが難しい。もし 国が を創設しても、周りの国（ 国）が採用しないと、誰も 国で事

業活動をしようとしなくなるだろう。比較的協調路線がとられている においてすら、

税率の標準化が難しいことは前述した通りであり、更に他の国々も巻き込んで せーの で

を採用することは、考えにくい 。

第 点は、 が経済的価値を反映していないということである。資料 の表現を借りれば、

重大な医療報告と （ で送られるダイレクトメール）とが同じに扱われることは、

不公正である。

従って、 を今検討することに意味はない。もし にすがるしかないとしたら、

それは最後の手段として、である。

インターネット上の金銭の流れに課税するというものである。自動的に銀行が の税率で源

泉徴収することにすれば、現在の税収が賄えるとされる。上の における 経済的価値を

反映しない という批判は弱まる。

しかし、 国の銀行で源泉徴収するとしても、 国民たる はそのような課税のない 国の

銀行を利用するだろう、といわれている。 銀行が 国に何らの施設も有していない場合、

国の銀行法を 銀行に及ぼすことは難しい。 国に何ら施設がないということは、 は現金を

引き出すことができない、ということをも意味する。しかし、 がクレジットカードや電子マネー

を多く利用するようになると、外国の銀行の利用は容易になるだろう。

結局、この も、最後の手段であると位置付けられている。
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条

条は によらない例としてよく挙げられる。 国の歌手 が 国でライブを催すと

いう例を考えると、 は 国に物的な施設を有さずして、多額の所得を稼ぐことができる。こ

の様な例において、 条は の有無に拘らず 国に課税権を認めるのである。

そして、事業所得についても のような施設の有無を問わないで源泉地国課税を認めよう、

という考えが出てきても不思議ではない。施設がないときには を探ることが問題と

なるが、 で検討したように、登録や源泉徴収に頼ることになるだろう。

そもそも、経済的所属が明確に 国にあるならば、 国に課税権を認めるのが筋である。

条は不動産所得について源泉地国課税を定める。例えば 国の が 国の土地を有して

いてその土地を 国の に賃貸するという場合、その賃貸所得について、 が 国内に を

有しているか否かを問わず、 国が課税するのである。

章 まとめ

何に着目するか

経済的所属原則からすれば、経済的所属がどこにあるか明確な場合は活動そのものに着目する

ことになる。前述の歌手の例や不動産の例はその典型例であろう 。しかし、経済的所属を探る

のが難しいことの方が多い。例えば使用料につき、日本やアメリカは無体財産権がどこで使用さ

れたかを基準とする（使用地基準）。しかし使用地を探るのは理念上も実務上も困難である 。

経済的所属がどこなのか一見明白に定まらないときは、物か者（人、法人）に着目することとな

る。このことについて、財（物）の提供かサービスかという枠組みではなく、初めから、物に着目

できるか、を基準にすべきだと私は考える。

財の提供といってもそこにはサービスが化体している。ゲーム の販売を例にとると、生

では価値があまりないところ、製作会社が様々な情報を詰めこんだというサービスが化体し

ているのである。

他方、これまでサービスに位置付けられてきたものでも物に着目できる場合がある。例えば

社が 国にある の車を修理する場合、経済的所属は 国よりも 国にあるというべきであろう。

この様に見てくると、財の提供とサービスの提供を区別し、次にサービスのうち財に着目しても

よいものがある、という言い方をするよりも、初めから財に着目できるか否かを基準とすべきで

あろう 。

直接電子商取引においては財に着目することができない。 社から に提供されるのが有体

の本であれば財の提供であり、電子本であるときはサービスである、と欧州委員会は考えている

が、私流に言えば、電子本であるときは財に着目できない類型である、ということになる。有体

の本と電子本とで経済的実質は変わらないのだから、流通経路の違いによって財かサービスかを

変えるのはおかしい、との意見もある。確かに、扱いの差を埋める努力は必要である。しかし、

を探るという観点からすると、取引に有体財が絡むか否かは重要な違いであるとい
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わざるを得ないのではないか。

財に着目するのが不適切な場合は、者に着目せざるを得なくなる。この者に着目するという方

法の一つとして、事業所得課税においては の有無を基準とするという原則が位置付けられる

だろう。 は 社という者の分身としての者であると言える。但し、これまで見てきたように、

の存在が経済的所属の表象であるという前提が崩れてきている。今までは、 がなければ

すぐに 社という者に着目することになっていたのであるが、経済的所属が 国にあるときには、

今後は寧ろ という者に着目すべきである、と私は考える。

恒久的施設概念の将来

の が現在 概念の検討をしている（資料 参照）。本稿では 概

念に頼らない方法も幾つか見てきたが、当面はいきなり がなくなるということはないだろう。

法律は急進的な変化に向いていないのである。私は 章で将来の 概念のありかたを考えてみ

たが、 概念は条約上の概念であるので、 項が 概念を広くすることを提案しても 国が

同意しなくては意味がない、というもどかしさがある。

そこで の研究に期待が集まる。 モデルは事実上の世界標準なので、 で

概念を広げる方向を示せば、 国といえどもこれに従う可能性があるからである。最近の

の研究では、加盟国（先進国）代表のみならず、非加盟国（ 国の立場にある途上国）や産業

界からの意見も広く集めている。元々、 概念は 国 国間の課税管轄権配分を巡る争いの

落しどころとして生まれたものであり、 理念上 概念はかくあるべきだ というようなもの

ではない。 概念を巡る歴史は尊重しなくてはならないが、現実の取引社会の変化にも対応し

なくてはならないし、恐らく対応するだろう。もし源泉地国に何ら配慮しない規定となれば、

章で見たように、 国は や源泉徴収税に頼ることとなるだろう。これが仮に条約違反とは

ならないにせよ、経済実質的に二重課税となるならば、それは 国 国双方にとって好ましい

ものではない。従って、源泉地国に配慮した 概念規定になることを予想しているし、また期

待している。
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参考資料

資料 谷口勢津夫【外国企業課税に関する帰属所得主義と全所得主義】｛税法学 号 頁、

号 頁｝

資料 中里実【国際取引と課税 課税権の配分と国際的租税回避】｛有斐閣 年｝

資料 【 】 年

資料 米国財務省【 】

資料 （ ）【

】（ 年 月 日）…オタワ会議について

資料 中里実 増井良啓 水野忠恒【特集 コンピュータ ネットワークと法】｛ジュリスト

｝

資料 【 】｛ 年 月 日 頁｝

資料 谷口勢津夫【モデル租税条約の展開（一） 租税条約における 国家間の公平 の考察 】

｛甲南法学 巻 ・ 号 頁（ 年）｝

資料 【 】

｛ 年｝

資料 【

】｛ 年｝

資料 【

】｛ 年 月 日 頁｝

資料 【

】｛ 年｝

資料 【 】｛

年 月 日 頁｝

資料 【 】｛

年 月 日 頁｝

資料 田村善之【著作権法概説】｛有斐閣 年｝

資料 （石弘光・監訳）【環境と税制 相互補完的な政策を目指して】｛有斐閣 ｝

註

モデル租税条約 条。 条のように略す。

日本税法上は自然人について居住者 非居住者と言い、法人については内国法人 外国法人と

言う。しかし、本稿では便宜上、自然人 法人両方について居住者 非居住者と言うことにする。

条。なお、 国の課税権が所得のどの範囲まで及ぶかにつき、 条と国連（ ）

モデル租税条約 条との間で違いがある。 モデルと モデルを題材にしたものではない

が、 条についての違いがよく分かるものとして、資料 参照。

ドイツや日本は国内法においても 概念を用いるが、アメリカでは独自の
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概念を用いる。資料 参照。

従来、所得の配分は次のような形で問題になってきた。即ち、 社が 国に子会社 支店を置

き、 社本社で 円の仕入をして 国にて から 円得た場合に、この利得 円は 国

国にどのように配分されるのか 同時に 社が無関係の 国事業者に 円で卸していれば（こ

の価格を ｛独立当事者間価格｝という）、 社の子会社 支店が販売する場合に

も 円を基準とし、 国に 円、 国に 円帰属すると言える。しかし独立当事者間価格が常

に存在するとは限らない。そもそも、 社としては 国事業者に卸すという選択肢もあるのに、

自前で子会社 支店を設立するからには、そのように事業を統合することについて利益があるの

だろう、と考えることができる（主に、ノウハウを企業グループ内に留めておく利益だといわれる）。

とりあえず資料 の第 編第 章と第 章を参照。特に、 においては所得の配分が

問題となる。詳しくは資料 参照。

他方、帳簿記録を電子化して納税申告することにすれば、納税者としても課税庁としても納

税に携わる事務の負担が減少する、という利点も期待される。執行の問題は後述の資料 でも触

れられているが、現在は議論の中心は に置かれている。資料 参照。

資料 の用語法に倣い、デジタルの財 サービスをオンラインで取引する場合を直接電子商取

引｛ ｝と呼び、有体物の引渡しを含む場合を間接電子商取引｛ ｝

と呼ぶ。

本稿では 国の課税を論ずるが、実は 国の課税も危機に瀕している。資料 が警鐘を鳴らし

ている。通信技術の発達により所得の逃げ足が速くなり、逃げ足の遅い課税ベース、即ち不動産

課税 必需品消費課税 単純労働課税に頼るしかなくなるだろうというのである。

また、通信 金融技術の発達により （ 国）に所得を移転することがますます容易

になっている。これに対しては 対策税制で対応することになる。しかし、アメリカの

設立準拠法主義によると、会社の居住地自体を 国に移すことも容易である。従って、当面は、

世界で広く採用されている管理支配地主義を採用せざるを得ないだろう。

経済的所属について、及び国際連盟における条約草案について、資料 参照。

市場を提供しているのが 国であるし、 が 社のホームページにアクセスすることができ

るのは 国が通信網を整備しているからである。安心して取引できるようにするための法的な

環境を整えている、ということも重要。

他に で述べた所得の配分の問題もある。 社が 国で活動しているからには、 国にも

経済的所属があるはずだからである。 がある時は に帰属する所得を調べることになるが、

がないときに 国に帰属する所得をどうやって判定すればよいか 本稿は の検

討を中心とするので、所得の配分の問題には深入りしない。

事業を行う一定の場所 という定訳があるのだが、長いので、本稿では 固定事業所 と

訳す。

点注意。これは所得税についてではなく （財産税）についての事案であった

ので、所得税の と同義に扱ってよいか不明である。そして、この判決を下したのは 第

二小法廷であるが、同種の事案につき 第一小法廷は を否定していた。
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で サーバーを に該当させるべきでない と言いながら、 でサーバーの 該当

性を容認するかのような言い方をするのは、辻褄が合ってない、と批判されるだろう。実際この

点で私は非常に悩むである。サーバーは、 には不向きなのだが、経済的所属を重視

した場合にその営む機能を無視するのは忍びがたい。この様な葛藤から、 での考察が生まれ

たのである。

条 項に明示されていないが、該当するとされている。

但し、有体 高価であっても、宝石のように小さいものだと、捕捉が難しい。

が事業者であればともかく（例えばノウハウ 弁護士サービス等）、消費者である場合、有体

物が絡まないで高価な取引が可能であるとは思えない。デジタル化できるのは本 映像 音楽等く

らいだろう。

但し、消費者を対象とする場合には というものがあり、 社の 国で

の売上が一定額を越えると、 社は 国に登録し 社が 国で を課される。

納付義務を負う者。大雑把に言えば金融機関以外の事業者。以下、顧客が

であれば 社と記し、そうでなければ と記す。

この特例は暫時措置であり、その後の というものが提案されている。その提

案によると、アメリカのテレコム業者は 加盟国のうちの一つに登録すれば済む。

但し、これまでの分類の問題に代わり控除可能性という新たな問題を作り出しただけである、

という弱点も提案者は認識している。

電子マネーの普及のためには、支払いの匿名性も必要であるといわれることが多い。しかし、

私は匿名性がそれほど必要であると思ってない。クレジットカード利用者などは匿名性を考慮し

ていないだろうからである。

反対意見の理由として、電子商取引 従来商取引間の中立性を根拠とする見解があるが、私

はこれには懐疑的である。

例えば、 等のデジタル式複製媒体の登場に伴い、著作権 条 項は私的録音録画補償金請

求権を設けた。 これまでアナログ複製は無償だったのだから、デジタル複製も無償とすべきだ

というよりも、 複製機器 媒体の開発に合わせて法制度がうまく対応した と評価してよい例だ

と思われる（尤も、デジタルとアナログとで差を設けていることに批判はあるだろうが）。資料

以降参照。課税の世界においても、電子商取引の伸長に対応した新しい課税制度を模索

することは、電子商取引の発展を過度に妨げないという前提の下で、容認しうるだろう。

また、 等が電子商取引 従来商取引間の租税中立性に反するということ自体にも疑問

がある。資料 によると、炭素税などの環境税は、製造業に関しては還付される例が多いので、

輸送部門に相対的に重課する結果となっている。物の輸送が絡む従来商取引は、電子商取引より

も不利である、ともいいうるだろう。

では （税率引下げ競争）の問題も論じられている。税率引下げ競争が過

熱すれば国家の拠るべき基盤が失われてしまう、ということは分かっているのだろうが、フット

ワークの軽い資本の動きに特に中小国は振り回されている。この問題に対処するには、国家間で

の協調が必要であるが、これは体のいい国家のカルテルである。仮にカルテルが法的に容認され
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るとしても、経済戦略的に維持できないことは石油輸出国機構などの歴史が教えてくれている。

資料 参照。

因みに の文脈では、歌手などについては第 指令 条 項（ ）が、不動産については同項（ ）

が規定している。

欧州の債務者基準（使用料を支払う者に着目）の方がよかろう。資料 第 編参照。

物に着目するといっても、これまでの財の提供に関しては、通常は発送地に着目する（

第 指令 条、日本法人税法施行令 条 項 号）が、受領地に着目することも考えられ（ 第

指令 条）、その方が、車の修理などとも整合的ではなかろうか。

― ―



テレコム社会科学学生賞入賞論文集 ９

平成 年 月〈非売品

編集発行 財団法人 電 気 通 信 普 及 財 団
〒 東京都港区西新橋１ ６

西新橋光和ビル５

電話 ０３ ３５８０ ３４１１

製 作 エヌ・ティ・ティ・プリンテック株式会社

（記事の無断転載をしないでください）


	表　紙
	はじめに
	審査委員
	目　次
	ネットワーク上での情報統合に対するプライバシー保護システム
	あらまし
	目次
	１　はじめに
	２　プライバシー保護制度
	2.1 プライバシー保護制度成立までの流れ
	2.2 OECD理事会勧告
	2.3 わが国におけるプライバシー保護政策
	2.4 わが国の個人情報保護制度の問題点

	３　情報統合によるプライバシー侵害
	3.1 発生形態
	3.2 問題点
	3.3 侵害実行の具体イメージ
	3.4 数値的評価
	3.4.1 検索サーバによる検索実験
	3.4.2 統計的な推計

	3.5 わが国固有の問題点
	3.6 増大する個人情報の収集

	４　諸外国の法制度
	4.1 EU指令
	4.2 ドイツにおける個人情報保護法制
	4.2.1 ドイツのIDカード
	4.2.2 テレサービスデータ保護法


	５　情報統合への対策
	5.1 現行法制の分析
	5.2 データ弁別度

	６　我が国におけるCookieの問題
	6.1 Cookieとは何か
	6.2 実験による確認
	6.3 個人情報流通管理システムの提案
	6.3.1 前提条件
	6.3.2 システム構成


	７　現実的な対応策
	7.1 教育のあり方として
	7.2 法制度の制定

	８　終章
	〈注〉
	参考文献

	インターネット上での情報発信に関する法的一考察
	目　次
	要　旨
	はじめに
	第１章　インターネット、その問題の背景
	１．個人が情報発信できる時代
	２．最近騒がれたホームページでの事件

	第２章　さまざまな法的問題の考察
	１．録音行為の是非
	２．音声ファイル公開の是非
	３．ホームページ上で告発行為の是非

	第３章　インターネットの法的位置づけ
	１．従来のメディア
	２．「通信」か「放送」か
	３．公然性を有する通信
	３．１ 第３の定義－公然性を有する通信
	３．２ 「公然性を有する通信」はどうあるべきか


	第４章　インターネット時代における社会制度のあり方
	１．インターネットの影響力
	２．今後に予想される危険性
	３．企業の課題

	おわりに
	註、参考文献、参考論文
	参考URL

	ドメインネームの法的問題に関する紛争解決策の検討
	目　次
	はじめに
	第１章　ドメインネームと商標・商号
	Ⅰ．ドメインネームについて
	Ⅱ．商標や商号との違い

	第２章　問題となるJPドメインの登録状況
	Ⅰ．周知または著名な企業の商標や商号と同音の英字表記のドメインネームが、関係のない組織に取得されたケース
	Ⅱ．同一人物が、組織名をかえて多数登録しているケース
	Ⅲ．実際に提訴されたケース

	第３章　既存の法的枠内での検討
	Ⅰ．ドメインネームの知的財産法的位置づけについて
	Ⅱ．ドメインネーム（URL）の使用態様による分類

	第４章　技術的解決の可能性
	第５章　ドメインネーム紛争解決方針の策定
	Ⅰ．各機関のうごき
	Ⅱ．WIPOインターネットドメインネームプロセス最終レポート
	Ⅲ．WIPO商標等常設委員会周知商標の保護に関する勧告決議案

	第６章　ドメインネームの法的問題とその解決策
	第７章　おわりに
	〈註〉
	〈参考資料〉

	「アメリカ製テレビ番組の国際的流通とその文化的影響について」
	目　次
	要約
	１．問題の所在
	２．これまでの研究のレビューと本論の流れ
	３．東アジア地域におけるアメリカ製テレビ番組
	3-1. ケーススタディ１：日本
	3-2. ケーススタディ２：韓国
	3-3. 東アジア地域におけるアメリカ製番組

	４．文化的影響について
	4-1. 初期の研究
	4-2. （文化的）価値観に与える影響
	4-3. 現実認識に与える影響
	4-4. 文化的影響力の有無
	4-5. 文化的影響について

	５．結論と議論文化的影響と内なるアメリカ
	〈参考〉
	参考文献

	財産的情報の刑法による保護について
	目　次
	１　はじめに
	２　財産的情報とは何か
	2.1 情報とは何か
	2.2 何の財産的価値か
	2.3 財産的情報とは

	３　財産情報の刑法的保護
	3.1 情報保護規定の類型化
	3.1.1 保護対象の態様から見た類型化
	3.1.1.1 無形的情報
	3.1.1.2 有形的情報
	3.1.1.3その他の類型


	3.2 刑法上の情報の保護
	3.2.1 情報一般の保護の方法
	3.2.2 財産情報保護の現状

	3.3 財産的情報の保護に関する事例
	3.3.1 綜合コンピューター背任事件
	3.3.2 新薬産業スパイ窃盗事件
	3.3.3 新潟鉄工業務上横領事件
	3.3.4 住民基本台帳閲覧用マイクロフィルム窃盗事件

	3.4 情報保護の実質

	４　現在及び将来の課題
	4.1 解決すべき問題
	4.2 問題点
	4.2.1 領得の意思との関連
	4.2.2 刑法が保護すべき情報とは

	4.3 解決策の検討
	4.3.1 解決策の方向
	4.3.1.1 新たな方策を探求すべきか
	4.3.1.2 情報保護の方法

	4.3.2 具体的な解決策の検討
	4.3.3 何が保護するべきか


	おわりに
	主要参考文献・資料

	現代社会における若者のパーソナル・メディアコミュニケーション
	目　次
	１　はじめに
	２　移動体通信の移り変わり
	2.1 移動体通信の移り変わり（モデル図）
	2.2 移動体通信の移り変わり（モデル図の説明）

	３　移動体通信の現状東北学院大学の学生調査より－
	3.1 文字通信の多用
	3.2 コンサマトリー通信の利用

	４　おわりに
	注、参考文献

	電子商取引における源泉地国課税の模索
	目　次
	要　約
	１章　問題意識
	1.1. 国際的二重課税と恒久的施設
	1.2. 電子商取引が提起する問題
	1.3. アメリカ財務省の見解

	２章　電子商取引における恒久的施設の模索
	2.1. 源泉地国課税擁護論
	2.2. 固定事業所要件
	2.3. 準備的または補助的な活動
	2.4. 電子商取引時代におけるPE概念の改変

	３章　電子商取引におけるその他の源泉地国課税の方法
	3.1. VAT
	3.2. 源泉徴収税
	3.3. bit tax
	3.4. transaction tax
	3.5. OECD17条

	４章　まとめ
	4.1. 何に着目するか？
	4.2 恒久的施設概念の将来

	参考資料、註

	奥　付

